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轉
築
/
迩
略
と
景
観

景
観
濾
に
つ
い
て

都
市
･
地
域
整
備
局
都
市
計
画
課
都
市
環
境
計
画
係
長

中
Iか須
賀
ス
-浮

の
特
徴
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
景
観
法
を
中
心
に
、
そ
の
制
定
の
背
景
や

目
的
、
内
容
を
紹
介
す
る
。

一

は
じ
め
に

近
年
、
個
性
あ
る
美
し
い
街
並
み
や
景
観
の
形
成
、
都

市
の
緑
の
効
果
的
な
保
全
や
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
緑
化

推
進
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ニ
ー
ズ
に
応
え

る
た
め
、
｢景
観
法
｣
、
｢景
観
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

(景
観
法
整
備
法
)｣
及
び

｢都
市
緑
地
保
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
｣
の
い

み
ど
り

わ
ゆ
る

｢景
観
緑
三
法
｣
が
、
平
成
一
六
年
六
月
=

日
に
参
議
院
で
可
決
さ
れ
成
立
、
六
月
一
人
日
に
公
布
さ

れ
た
。
中
で
も

｢景
観
法
｣
は
、
景
観
に
関
す
る
我
が
国

で
初
め
て
の
総
合
的
な
法
律
で
あ
り
、
景
観
に
関
す
る
基

本
法
制
と
あ
わ
せ
、
具
体
的
な
規
制
等
に
関
す
る
条
項
を

数
多
く
盛
り
込
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
農
林

水
産
省
、
環
境
省
と
部
分
的
に
共
管
で
あ
る
の
も
本
法
律

三

背
景

戦
後
、
我
が
国
は
自
覚
し
い
経
済
発
展
を
遂
げ
、
社
会

資
本
整
備
に
つ
い
て
も
、
未
だ
不
十
分
な
と
こ
ろ
は
あ
る

が
、
±
疋
の
レ
ベ
ル
ま
で
進
ん
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
か
つ
て
、
明
治
に
日
本
を
訪
れ
た
英
国

人
旅
行
家
イ
ザ
ベ
ラ
･
バ
ー
ド
が
、
感
嘆
の
声
を
上
げ
た

日
本
の
美
し
い
景
観
は
失
わ
れ
、
現
在
は
、
林
立
す
る
電

柱
、
氾
濫
す
る
広
告
、
不
揃
い
な
ビ
ル
の
ス
カ
イ
ラ
イ
ン

な
ど
に
多
く
の
人
が
愕
然
と
す
る
、
美
し
さ
へ
の
配
慮
が

欠
け
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
近
年
、
生
活
水
準
の
向
上
等
に
伴
っ
て
、
美

し
い
街
並
み
な
ど
良
好
な
景
観
に
関
す
る
国
民
の
関
心
が

高
ま
っ
て
お
り
、
い
わ
ば
価
値
観
の
転
換
点
を
迎
え
て
い

る
。
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
平
成
一
五
年
度
末
現

在
、
二
七
都
道
府
県

(五
七
%
)、
四
七
〇
市
町
村

(
一

五
%
)
で
景
観
に
関
す
る
自
主
条
例

(以
下
、
景
観
条
例
)

が
策
定
さ
れ
、
昭
和
六
三
年
に
お
い
て
市
町
村
の
景
観
条

例
数
は
一
〇
三
で
あ
っ
た
も
の
が
、
こ
の
一
五
年
間
で
約

五
倍
の
五
二
四
に
増
加
し
て
い
る

(地
方
公
共
団
体
へ
の

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
よ
り
)。
ま
た
、
景
観
に
配
慮
し
た
都

市
整
備

(写
真
1
)
が
進
め
ら
れ
る
な
ど
、
良
好
な
都
市

形
成
に
向
け
た
取
組
み
が
徐
々
に
進
め
ら
れ
て
き
て
い

る
oこ

れ
ま
で
景
観
に
関
す
る
法
制
度
と
し
て
は
、
都
市
計

画
法
に
基
づ
く
美
観
地
区
、
風
致
地
区
や
伝
統
的
建
造
物

群
保
存
地
区
な
ど
の
地
域
地
区
制
度
な
ど
が
あ
っ
た
が
、



景
観
そ
の
も
の
を
正
面
か
ら
捉
え
た
総
合
的
な
法
制
度
は

整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
方
、
地
方
公
共
団
体
の
景

観
条
例
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
支
え
る
法
律
の
根
拠
が
無

く
、
例
え
ば
建
築
物
や
工
作
物
等
の
建
築
等
に
対
す
る
届

出
と
そ
の
内
容
に
対
す
る
勧
告
と
い
う
仕
組
み
で
あ
り
、

い
ざ
と
い
う
と
き
の
強
制
力
に
欠
け
て
い
た
。
こ
う
い
っ

た
こ
と
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
も
景
観
に
関
す
る
法

制
度
の
制
定
が
要
請
さ
れ
て
い
た
。

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
平
成
一
五
年
七
月
に
公
表

し
た

｢美
し
い
国
づ
く
り
政
策
大
綱
｣
に
お
い
て
、
良
好

な
景
観
の
形
成
を
国
政
上
の
重
要
課
題
と
し
て
位
置
付
け

る
と
と
も
に
、
景
観
に
関
す
る
基
本
法
制
の
制
定
を
明
示

景観に配慮した都市整備 (三重県伊勢市)

し
た
。
ま
た
、
政
府
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
同
月
に
関
係

閣
僚
会
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
｢観
光
立
国
行
動
計
画
｣

に
お
い
て
、
地
域
の
個
性
を
磨
き
、
発
揮
す
る

｢
一
地
域

一
観
光
｣
を
推
進
す
る
た
め
の
重
要
な
手
段
と
し
て
、
地

域
の
自
然
、
歴
史
、
文
化
等
の
特
色
を
活
か
し
た
良
好
な

景
観
の
形
成
に
関
す
る
基
本
法
制
の
整
備
が
位
置
づ
け
ら

れ
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、
景
観
緑
三
法
案
を
国
会

に
提
出
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
景
観
法
は
、
我
が

国
で
初
め
て
の
景
観
に
関
す
る
総
合
的
な
法
律
で
あ
り
、

こ
れ
ま
で
の
地
方
公
共
団
体
の
取
組
み
を
踏
ま
え
、

頸

①

良
好
な
景
観
の
形
成
に
関
す
る
基
本
理
念
や
･

国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
及
び
住
民
の
責
務
を

明
ら
か
に
す
る
。

②

条
例
で
は
限
界
の
あ
っ
た
強
制
力
を
伴
う
法
的

規
制
の
枠
組
み
を
用
意
す
る
。

こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
景
観
法
整
備
法
で
は
、
関
連
す
る
都
市
計
画
法
、

建
築
基
準
法
等
の
改
正
に
加
え
、
屋
外
広
告
物
法
そ
の
他

の
関
係
法
律
の
整
備
を
行
っ
た
。

舞

景
観
油
の
概
嚢

景
観
法
は
、
景
観
に
関
す
る
基
本
法
的
な
部
分
と
、
良

好
な
景
観
の
形
成
の
た
め
の
具
体
的
な
規
制
や
支
援
を
規

定
す
る
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

基
本
法
的
な
部
分
で
は
、
良
好
な
景
観
の
形
成
に
関
す

る
基
本
理
念
を
定
め
る
と
と
も
に
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、

事
業
者
及
び
住
民
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
た
。

具
体
的
な
規
制
等
に
関
す
る
部
分
で
は
、
景
観
計
画
の

策
定
、
景
観
計
画
区
域
、
景
観
地
区
等
に
お
け
る
行
為
規

制
、
景
観
重
要
公
共
施
設
の
整
備
、
景
観
協
定
の
締
結
、

景
観
整
備
機
構
に
よ
る
良
好
な
景
観
の
形
成
に
関
す
る
事

業
等
の
支
援
等
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

景
観
法
の
体
系
を
図
1
、
対
象
地
域
の
イ
メ
ー
ジ
を
図

2
に
示
す
。

1

景
観
行
政
団
体

一
つ
の
地
域
に
お
い
て
都
道
府
県
と
市
町
村
に
よ
る
二

重
の
規
制
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
景
観
法
に

よ
り
景
観
計
画
を
策
定
し
景
観
行
政
を
行
う
主
体
を
一
元



景観農猥計画の策定 (農水′
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重要文化的景観 (文化庁)

例を定めることにより、工作物のデザインや色彩を規制
廃業物の堆積、木竹の伐採等を規制

÷ 準景観地区 I景観地区と同様の規制が可能

都市計画区域外の良好な景観を保全するため、市町村が決定

- - 地区計画等の特例

地区計画等にも、建築物等のデザイン、色彩の認定制度を創設

建築物の形態意匠等の制限

建築物のデザインや色彩について、市町村による認定
建築物の高さ、壁面の位置の制限等は、建築基準法の建築確認

工作物その他の行為の制限

景観法の体系

認確築

制

建

親

定
の

を

認
法

る
準

色

よ
基

や

に
築

ン

村
建

イ

臣司 獺念･国･鰍 郷 ･寮 ･㈱責務

景観計画区域内の行為の規制

届出勧告制
建築物等のデザインや色彩については条例で変更命令が可能

景観重要建造物 ･景観重要樹木の指定

地域の景観上重要な建築物や工作物、樹木を指定して保全

景観重要公共施設の整備

道路、河川、都市公園、港湾等の景観へ配慮した整備
電線共同溝法の特例

景観協定 住民の合意により景観上のきめ細かなルール策定

景観整備機構 N p o法人や公益法人を指定して、住民の取組を支援

画 景観行政団体 (原則! 市町村 爾国
よ
で
る
策
策
定
定
可能)

(文化財保護法の改正)

する地域について、

的
に
景
観
行
政
団
体
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
政
令
指

定
都
市
、
中
核
市
は
自
動
的
に
、
そ
れ
以
外
の
市
町
村
は

都
道
府
県
と
協
議
し
同
意
を
得
て
景
観
行
政
団
体
と
な

る
。
そ
れ
以
外
の
市
町
村
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
が
自

動
的
に
景
観
行
政
団
体
と
な
る
。

2

景
観
計
画
の
策
定
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
措
置

印

景
観
計
画
の
策
定

景
観
行
政
団
体
は
、
現
に
あ
る
良
好
な
景
観
を
保
全
す

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
土
地
の
区
域
や
、
地
域
の

の
許
可
の
基
準
も
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

景
観
計
画
の
策
定
手
続
き
と
提
案
制
度

景
観
計
画
を
定
め
る
際
に
は
、
公
聴
会
の
開
催
等
住
民

の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
土
地
の
所
有
者
、
N
P
O
法
人

等
は
、
対
象
と
な
る
区
域
の
土
地
所
有
者
等
の
三
分
の
二

の
同
意
を
得
て
、
景
観
行
政
団
体
に
対
し
、
景
観
計
画
の

　　　　　　　　　　

図 2 景観法の対象地域のイメージ



策
定
等
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

景
観
重
要
建
造
物
･
景
観
重
要
樹
木

◎
行
為
の
規
制

景
観
行
政
団
体
は
、
景
観
計
画
区
域
内

景
観
計
画
区
域
内
で
は
、
建
築
物
の
建
築
、
工
作
物
の

建
設
等
、
開
発
行
為
そ
の
他
の
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
景
観
行
政
団
体
の
長
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
景
観
行
政
団
体
の
長
は
、
景
観
計
画
に

定
め
ら
れ
た
制
限
に
適
合
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
設
計
の
変
更
等
の
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
勧
告

す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
形
態
意
匠
の
制
限
に
適
合
し

な
い
時
に
は
、
変
更
の
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
命

令
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
代
執
行
や
罰
則
が
適
用
さ
れ

る
。

3

景
観
協
議
会

景
観
協
議
会
は
、
景
観
計
画
区
域
に
お
い
て
、
官
民
が

一
体
と
な
っ
て
良
好
な
景
観
の
形
成
の
た
め
の
取
組
み
を

行
う
た
め
の
組
織
で
あ
り
、
景
観
行
政
団
体
、
道
路
管
理

者
な
ど
の
景
観
重
要
公
共
施
設
の
管
理
者
等
の
ほ
か
、
必

要
に
応
じ
て
、
住
民
、
観
光
や
商
工
等
の
関
係
団
体
や
電

気
事
業
者
、
鉄
道
事
業
者
等
の
公
益
事
業
者
も
構
成
員
と

な
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
そ
の
協
議
の
結
果
に
は
尊

重
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
活
用
し
、
例
え
ば
、
地

区
全
体
の
景
観
形
成
方
針
の
ほ
か
、
シ
ン
ボ
ル
ロ
ー
ド
の

景
観
整
備
方
針
に
係
る
協
議
や
、
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
等
の

実
施
に
係
る
協
議
を
行
う
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。

景
観
行
政
団
体
は
、
景
観
計
画
区
域
内
に
あ
る
良
好
な

景
観
の
形
成
に
重
要
な
建
造
物

(建
築
物
･
工
作
物
)
又

は
樹
木
を
景
観
重
要
建
造
物
、
景
観
重
要
樹
木
と
し
て
指

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

景
観
重
要
公
共
施
設

景
観
行
政
団
体
は
、
景
観
計
画
区
域
内
の
良
好
な
景
観

の
形
成
に
重
要
な
道
路
、
河
川
等
の
公
共
施
設
を
、
そ
の

管
理
者
と
協
議
し
同
意
を
得
て
、
景
観
重
要
公
共
施
設
と

し
て
景
観
計
画
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
一
方
、

公
共
施
設
の
管
理
者
は
管
理
す
る
公
共
施
設
に
つ
い
て
景

観
重
要
公
共
施
設
と
す
る
こ
と
を
景
観
行
政
団
体
に
要
請

す
る
こ
と
が
で
き
る

(図
3
参
照
)。

景
観
重
要
公
共
施
設
に
つ
い
て
は
、

①

景
観
計
画
に
景
観
重
要
公
共
施
設
の
整
備
に
関
す

る
事
項
が
定
め
ら
れ
た
場
合
は
、
当
該
景
観
重
要
公

共
施
設
の
整
備
は
、
景
観
計
画
に
即
し
て
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

②

景
観
計
画
に
景
観
重
要
公
共
施
設
に
関
す
る
道
路

法
、
河
川
法
、
都
市
公
園
法
等
に
よ
る
占
用
の
許
可

等
の
基
準
が
定
め
ら
れ
た
場
合
は
、
当
該
景
観
重
要

公
共
施
設
の
管
理
者
は
、
当
該
基
準
を
踏
ま
え
て
、

こ
れ
ら
の
法
律
に
よ
る
占
用
の
許
可
等
を
運
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
特
に
、
景
観
重
要
道
路
に
つ
い
て
は
、
｢電
線

共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
｣
の
特
例
と
し

て
、
円
滑
な
交
通
の
確
保
に
該
当
し
な
い
場
合
に
お
い
て

も
、
景
観
上
の
必
要
性
が
高
い
地
区
･
歴
史
的
街
並
み
を

形
成
す
る
地
区
等
の
非
幹
線
道
路
で
あ
っ
て
も
電
線
共
同

溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

(図
4
参
照
)。

6

景
観
地
区
等

市
町
村
は
、
都
市
計
画
区
域
又
は
準
都
市
計
画
区
域
に

つ
い
て
、
市
街
地
の
良
好
な
景
観
の
形
成
を
図
る
た
め
、

都
市
計
画
に
景
観
地
区
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。従
来
、

地
域
地
区
で
あ
っ
た
美
観
地
区
が
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
景

観
地
区
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

景
観
地
区
に
お
い
て
は
、
都
市
計
画
に
建
築
物
の
形
態

意
匠
の
制
限
を
必
ず
定
め
る
と
と
も
に
、
建
築
物
の
高
さ

の
最
高
限
度
･
最
低
限
度
、
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
、
壁

面
の
位
置
の
制
限
を
選
択
的
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
条
例
に
よ
り
形
態
意
匠
の

制
限
、
高
さ
の
最
高
限
度

･
最
低
限
度
、
又
は
、
壁
面
後

退
区
域
に
お
け
る
設
置
の
制
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。景

観
地
区
内
の
建
築
物
の
形
態
意
匠
は
、
都
市
計
画
に

定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
形
態
意
匠
の
制
限
に
適
合
す
る
必

要
が
あ
り
、
建
築
物
の
建
築
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
景
観
地
区
の
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
た
建

築
物
の
形
態
意
匠
の
制
限
へ
の
適
合
に
つ
い
て
市
町
村
長



公共施設管理者

景観法に基づく景観計画

○景観苗要公共施設 (第8条2項5号)
(道路、河iq、都市公園、海岸、港湾等)

に る

･旨 可の ン

(占用許可の上乗せ基準)

【イメージ】

図 3

海岸

景観重要公共施設

景観重要公共施滋として位置付け
-畠

恒 路 撮 =
整備に関する事項占用に関する壁 =景観重要道路 i川 鰯

法による

〔扇曇り
景観の整備を図るため、

電線類の撤去等が蛙起必要で
あると認められる道

指定の対象と
なる道路 を図るため、

であると

〈電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
〉

認められる道路

県公安委員会

○各公共施設の計画

･景観重要公共施設の指定の要請が可能
(素案を添える) (第10条)

･景観計画に即した整備 (第47条)

･許可の特例 (第49条~第54条)
景観計画に定められた基準に従い占用許可

･都道府県公安委員会
･市町村 意見聴
都道府県公安委員会 I l + 蝸. -T

取 意見聴取 壇攪鶏旛酬侏で窓窓鮨庶哩　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　

I l
,一般電気事業者等 .一般電気事業者等･認定電気通信事業者 ･認定電気通信事業者

道路管理者による
電線共同溝整備道路の指定

図 4 電線共同溝整備道路の指定 (景観重要道路)

○景観重要道路に関する

　　　　　



の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
活
動
等
を
支
援
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

都
市
計
画
区
域
及
び
準
都
市
計
画
区
域
外
で
は
、
景
観

計
画
区
域
が
定
め
ら
れ
た
区
域
内
に
お
い
て
準
景
観
地
区

9

重
要
文
化
的
景
観
と
の
連
携

を
定
め
、
条
例
で
良
好
な
景
観
を
形
成
す
る
た
め
の
規
制

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

7

景
観
協
定
等

景
観
計
画
区
域
内
の
土
地
所
有
者
等
は
、
良
好
な
景
観

の
形
成
を
図
る
た
め
、
建
築
物
、
工
作
物
、
緑
、
看
板
、

農
用
地
等
、
景
観
に
関
す
る
様
々
な
事
柄
に
つ
い
て
、
全

員
の
合
意
に
よ
り
景
観
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る

(承
継
効
あ
り
)。
こ
れ
を
活
用
し
、
例
え
ば
、
統
一
感
の

あ
る
道
路
空
間
を
形
成
す
る
た
め
、
道
路
沿
道
の
土
地
の

所
有
者
等
の
合
意
に
よ
り
、
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
や
日
除

け
の
色
、
ワ
ゴ
ン
、
花
壇
の
設
置
な
ど
に
つ
い
て
景
観
協

定
を
定
め
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

8

景
観
整
備
機
構

景
観
行
政
団
体
の
長
は
、
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
公
益
法

人
や
N
P
O
法
人
を
景
観
整
備
機
構
と
し
て
指
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
景
観
整
備
機
構
は
、
人
材
の
派
遣
、
情
報

の
提
供
、
景
観
重
要
建
造
物
･
樹
木
の
管
理
、
景
観
重
要

公
共
施
設
に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
又
は
こ
れ
ら
の
事

業
に
参
加
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
を
活
用
し
て
、
例

え
ば
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
団

体
な
ど
道
路
整
備
に
関
す
る
団
体
の
景
観
重
要
道
路
に
関

景
観
法
と
同
じ
通
常
国
会
に
お
い
て
、
文
化
財
保
護
法

が
一
部
改
正
さ
れ
、
新
た
に
文
化
的
景
観
が
文
化
財
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
た
が
、
重
要
文
化
的
景
観
は
、
景
観
計

画
区
域
や
景
観
地
区
の
中
か
ら
文
部
科
学
大
臣
が
選
定
す

る
仕
組
み
と
さ
れ
て
い
る
。

四

お
わ
り
に

景
観
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
固
有
の

も
の
で
あ
る
。
景
観
法
は
、
地
方
公
共
団
体
等
の
独
自
性

を
活
か
し
、
そ
の
取
組
み
を
支
援
し
て
い
こ
う
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
今
後
、
地
方
公
共
団
体
等
が
景
観
法
を
活
用

し
、
そ
の
効
果
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
良
好
な
景
観

の
形
成
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

な
お
、
条
文
や
そ
の
他
資
料
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ

(け
冒
"
"
"
"
且
隷
面
o
｣及
R
e
a
噴
き
搬目
》
字
白勇
者
ミ

自
分
×片
目
)
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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遭
騰
景
観
評
価

(週
⑭
景
観
⑭
通
信
簿
)
に
つ
い
て

関
東
地
方
整
備
局
道
路
部
道
路
計
画
第
ニ
課
長

鮫
島

寛

行
的
に
道
路
景
観
評
価
を
住
民
参
加
の
も
と
実
施
し
た
。

こ
の
関
東
地
方
整
備
局
の
取
組
み
を
受
け
、
全
国
の
各

地
方
整
備
局
に
お
い
て
も
同
様
に
評
価
を
実
施
す
る
こ
と

と
し
、
平
成
一
六
年
九
月
現
在
で
全
国
の
一
般
国
道
モ
デ

ル
区
間
の
二
二
区
間
に
お
い
て
、
住
民
参
加
に
よ
る
道
路

景
観
の
評
価
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
(図
1
、表
1
)。

一
経
緯
･
背
景

我
が
国
の
道
路
景
観
は
、
諸
外
国
に
比
べ
電
柱
の
乱
立

や
看
板
類
の
氾
濫
な
ど
無
秩
序
な
状
態
と
な
っ
て
お
り
、

美
し
い
道
路
景
観
と
は
い
い
が
た
い
状
況
に
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
道
路
や
沿
道
に
お
け
る
景

観
改
善
を
図
る
道
路
整
備
の
推
進
を
目
的
に
、
学
識
経
験

者
、
民
間
有
識
者
及
び
行
政
関
係
者
か
ら
な
る

｢道
路
の

景
観
改
善
に
関
す
る
研
究
会
｣
(委
員
長

"
中
村
英
夫

(現
武
蔵
工
業
大
学
学
長
))
が
設
立
さ
れ
、
既
存
の
幹
線

道
路
な
ど
に
お
け
る
道
路
景
観
の
改
善
方
策
等
に
つ
い
て

検
討
を
進
め
る
中
、
下
記
の
方
策
に
つ
い
て
積
極
的
に
取

り
組
む
べ
き
と
の
提
案
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
提
案
内
容
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
提
案
を
受
け
、
国
土
交
通
省
で
は
評
価
手
法
、
調

査
票
の
設
計
、
点
検
の
進
め
方
、
住
民
の
参
加
方
法
等
に

つ
い
て
検
討
を
行
い
、
平
成
一
五
年
度
に
関
東
地
方
整
備

局
管
内
の
一
〇
区
間
を
モ
デ
ル
区
間
と
し
て
設
定
し
、
試

･
地
域
住
民
や
道
路
管
理
者
等
は
、
道
路
景
観
の
醜
悪
さ

を
正
確
に
認
識
し
、
道
路
景
観
改
善
に
向
け
た
意
識
改

革
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

･
そ
の
た
め
に
は
、
地
域
住
民
等
の
方
々
が
参
加
し
、
道

路
景
観
の
現
状
を
点
検
、
評
価
し
、
そ
の
結
果
を
広
く

公
表
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

.
評
価
方
法
は
、
誰
に
で
も
わ
か
り
や
す
い
客
観
的
な
も

の
と
し
、
五
段
階
評
価
に
よ
る
い
わ
ば

｢景
観
の
通
信

簿
｣
を
作
成
す
る
こ
と
。



【参加者】
⑭現地点検参加者 :
延べ661人、 一箇所平均 約30人 (最小14′＼~ 最大59人)

◎アンケート参加者 :35人/ 1箇所}紅 (※ 1…国道45号 (岩手県大槌町へ宮古市))

◎参加者構成 沿道住民、地域住民、自治体職員など

【評価箇所】
◎沿道状況 : D I D 地区※212箇所、その他市街部 6箇所、平地部 2箇所、 山地部 2箇所

(※ 2 … D I D 地区 :人口集中地区)
◎点検延長 :延べ94,2km、 1箇所平均43 km (最小L 1如き最大35.ok1n)

$ 評価地点 :延べ373地点、 1箇所平均17.0地点 (最小 8地点~ 最大26地点)

157 ･

l71

(10) 迫14 ･

図 1 全国の試行

評価の位置

表 1 全国の試行評価実施状況一覧 (平成l6年9月現在)

整備局名 実施区間

北海道開発局 2路線 ･ 2区間 国道237号 (上富良野町)
国道276号 (倶知安町~京極町)

東北地方整備局 2路線 ･ 3区間 国道博号 (天童市)国道45号
(大槌町~宮古市、仙台市)

関東地方整備局 10路線 ･龍区間 国道4号 (小山市)
国道 14号 ･357号 (千葉市)
国道 16号 (横浜市)
国道 17号 (新治村、戸田市)
国道笹号 (長野市)
国道20号 (八王子市)
国道50号 (水戸市)
国道 138号 (山中湖村)
国道254号 (東京都文京区)

北陸地方整備局 2路線 ･ 1区間 国道157号 ･159号 (金沢市)

近畿地方整備局 2路線 ･ i区間 国道 1号 ･171号 (京都市)

中国地方整備局 3路線 ･ 3区間 国道2号 ･53号 (岡山市)
国道9号 (松江市、津和野町)

四国地方整備局 i路線 ･ I区間 国道 = 号 (高松市)

九州地方整備局 1路線 ･ 1区間 国道34号 (長崎市)

合 計 23路線 ･22区間

(※北海道開発局においては、 平成

15年度より ｢シーニックバイウェ
イ北海道｣ の取組みの一環として、
23区間で住民協働による 度合道景
観診断｣ に取組んでおり、 2区間を

代表的事例として取り上げた。)

二

道
路
景
観
試
行
評
価
の
概
要

1

実
施
の
概
要



◎今回の試行評価では、 次に示す評価を全国各地で実施した。各地で採用された評価は、 評価の実施主体
(各河川国道及び国道事務所等) が、 評価区間の立地状況、 沿道状況等を総合的に勘案し、適宜工夫を加
え、 評価方法を採用した。
①地点の内部景観評価 :対象区間内に設定された評価地点の景観要素等を評価 コ全22区間で実施
②区間の内部景観評価 :対象区間全体の印象、感じ方を評価 3 22区間中 5区間で実施
③区間の外部景観評価 :対象区間外の視点場から見える道路景観を評価 ヲ22区間中1区間で実施

e 各評価方法の概要を以下に示す。
①地点の内部景観評価

･現地を徒歩やバスで観察した後、車上撮影したビデオを鑑賞し、 評価票に評価を記入。
･評価区間内の概ね約200m毎の地点を対象に、

｢全体の道路景観を対象とした総合評価｣
｢道路景観を構成する要素ごとの評価｣

のそれぞれについて、〔非常に良い、 良い、普通、悪い、非常に悪い〕 の 5段階方式により評価を実施。
②区間の内部景観評価

･現地を徒歩やバスで観察した後、車上撮影したビデオを鑑賞し、 評価票に評価を記入。

2

評
価
の
概
要

･区間全体の景観を対象に、
｢区間の全体的な印象や感じ

方｣
｢特徴的なもの｣
｢景観を改善する際に配慮す

べき点｣
等について、 参加者による自
由記述の形式で評価を実施。

③区間の外部景観評価
･現地を対象区間周辺の外部の
眺望地点等から道路景観の状
況を観察した後、 評価票に評
価を記入。

･対象区間の外部景観を対象に、
｢全体の道路景観を対象とし

た総合評価｣
｢道路景観を構成する要素ご

との評価｣
のそれぞれについて 5段階方
式により評価を実施。

写真④をこ覧になり以下の質問にお答えくたさい。 調査箇所 ①

Qt以下に示す造留環摸を楢筬する各要素について、あなたが思う評頭GE鰭に良い、良い、胃週、竈い、非常!こ覆い)に○をつけてく花さい火※設問中、跨綵で消してある項目につきましては、省脂して下さい。)

非常に良い 良い 普通 奪い 非常に短い
　　　　　 　　　　 　 　　　

　　　
　　　 　

酷く内府碑"ガードし-ル･車止め l I l - -

　　　　　 　 　 　 　 　
街灯 3 I ｣ I I
樹木、草花鷲 ゑ ◆ I I I
建築悔(商裝･幾塀ヒル、住宅) 1 l ◆ l l

進路纏栽:
沿蓮建築;
広告疊板;広告疊板苺店演の富阪 - -÷----三一十三 , 二十------｢　 　　　

　 　‐f‐｣‐-- - - 1!立圓仮-ポスター･のぼり旗
その他年韶駐車面･摺駐自転菫 - } I 1 l l
※こ自由に記入して下さい, ( ) , I l - - l

一--- - ( ) 蕁 I -l- I l -
Q2 :全体的な印象-まとうですか.

総 合 評 価: J I I I I
Q3 :その他この箇所の景観に関してこ意見なとがありましたら、こ自由!にお国きください,

図 2 地点の内部景観評価で用いた調査票の設問例

段 で
階 は 全 霊
の 、 国 一
　 　 　 　
　 　　　 　
式夫評 絹
に 部 価 果

全
国
の
試
行
評
価
の
結
果
概
要
を
以
下
に
示
す
。
こ
こ

で
は
、
評
価
の
大
部
分
が
各
評
価
地
点
の
内
部
景
観
を
五

･
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
区
間
特
性
等
に
関
わ
ら
ず
、

概
ね
普
通
評
価
す
な
わ
ち
中
央
値
に
評
価
が
集
ま
る

傾
向
が
み
て
と
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
道
路
景
観
を
ど

う
評
価
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
評
価
者
側
に
お
け
る

評
価
基
準
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
状
態
、
す
な
わ
ち
大

半
の
参
加
者
が
現
状
の
道
路
景
観
に
慣
れ
き
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
状
況
を
示
す
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
。

1

総
合
評
価
の
結
果
(評
価
断
面
全
体
の
景
観
を
評
価
)

･
各
評
価
の
回
答
比
率
を
み
る
と
、
｢普
通

(三
点
)｣

が
五
二
･
一
%
と
最
も
多
く
、
｢悪
い

(二
点
)

･

非
常
に
悪
い

(
一
点
)｣
が
二
九

･
四
%
、
｢良
い

　　　　　　　　　
V " } 、 も ま′

一
方
、
評
価
区
間
別
の

｢普
通
評
価
｣
の
割
合
に
着

目
す
る
と
、
評
価
平
均
値
の
良
悪
に
関
わ
ら
ず
、
過

半
を
越
え
る
区
間
に
お
い
て
、
｢普
通
評
価
｣
が
五

割
な
い
し
六
割
を
超
え
る
結
果
と
な
っ
て
い
る

(表

ま 亜
つ し、

加
者
か
ら
頂
い
た
評
価
の
平
均
値
を
算
出
す
る
こ
と
で
そ

の
概
要
を
示
す
も
の
と
す
る
。　　　　

値 し 価 要
を て 地 を
算 い 点 以

る の

珪搜又嵩景 す こ



い

い
　
　

い

い
は
漁

常
常
通

非
非
昔

口

図

口

　
計

の

媒

別間
覧

　
　　

評
割

金

価

図

表表 2 評価区間別の全体評価平均値及び普通評

ブロック 路 線 全体評価平均値 普通評価の割合
く%)

北海道 一難国道237号 3,23
290

一般国道276号 3.l8
42.O

北東
一般国道45号 3.33 ㈱
一般国道1 3号 2.7

0 470

一般国造45号 、2.95
443

蹠

一般国道50号 2.88
68.9

一般国造4号 2.46
417

一般国道議フ号 2
.2
3 30.5

一般国道17号 2.82 60.l

猾範得癰- 鮴 彌
得25国議 纖 瑯
婦醸機 釧 禰
鑄離舩 郷 ㈱
鑄1 3

繃 獅 鰤
鍔離舳 芻 惡

聴 塀1 5潟15

纖
鋭 縣

繊 号171号

緘 芻 瀦

櫓 麟機 離 寂

醸機 鰡 ㈱
鑄婦繃 皺 執

国四 号椚

繃 都 硴

･
総
合
評
価
全
体
の
評
価
平
均
値
は

｢二
･
八
六
点
｣

と
な
り
、
中
央
値
三
を
基
準
と
す
る
な
ら
ば
、
や
や

悪
め
の
評
価
と
表
現
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、

先
述
し
た
評
価
基
準
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
状
態
と

い
っ
た
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
単
純
に
低
い
評
価
と
す

る
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

2

要
素
評
価
の
結
果

(評
価
断
面
に
含
む
景
観
構
成
要

素
を
評
価
)

･
比
較
的
良
い
評
価
と
な
っ
た
要
素

｢道
路
植
栽
｣

(良
い
･
非
常
に
良
い
が
二
人
･
･
九
%
)

｢車
道
路
面
｣

(良
い
･
非
常
に
良
い
が
二
六
･
八
%
)

･
比
較
的
悪
い
評
価
と
な
っ
た
要
素

｢電
柱
･
電
線
｣

(悪
い
･
非
常
に
悪
い
が
四
八
･
三
%
)

｢立
看
板
等
｣

(悪
い
･
非
常
に
悪
い
が
四
0
,
三
%
)

｢店
舗
の
看
板
｣

(悪
い
･
非
常
に
悪
い
が
三
六
･
七
%
)

･
こ
こ
で
も
、
図
4
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
概
ね
普
通

評
価

(中
央
値
)
に
評
価
が
集
ま
る
傾
向
が
見
て
と

れ
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
、
評
価
者
側
に
お
け
る
評

価
基
準
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
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図4 要素評価の集計結果
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3

評
価
の
事
例

①
総
合
評
価
事
例

【高
い
評
価
を
受
け
た
事
例
】

◎
区
間
…

一
般
国
道
二
三
七
号

北
海
道
上
富
良
野
町

美
馬
牛
付
近

(写
真
↓

◎
評
価
平
均
値

“
四
･
ニ
ニ

一般国道237号 北海道上富良野町美馬牛付近

【低
い
評
価
を
受
け
た
事
例
】

◎
区
間
…
一
般
国
道
一
三
号

山
形
県
天
童
市
原
町
付

近

(写
真
2
)

◎
評
価
平
均
値
…
一
･
九
三

　　　 　　　　　　　　　　
　　　

写真 2 一般国道13号 山形県天童市原町付近

滋
繊
麗鶴

　　
　
　
　

　

②
高
い
評
価
を
受
け
た
景
観
要
素
の
事
例

【道
路
植
栽
】

◎
区
間

二

股
国
道
一
五
七
号
･
一
五
九
号

石
川
県

金
沢
市
香
林
坊
一
丁
目
付
近

(写
真
3
)

◎
評
価
平
均
値
…
四

･
二
〇

写真 3 一般国道157 1159号 石川県金沢市香林坊 1丁目付近



【照
明
柱
】

◎
区
間
"
一
般
国
道
一
号

･
一
七
百
万

京
都
市
南
区

九
条
町
付
近

(写
真
4
)

◎
評
価
平
均
値
…
四

･
0
六

写真 5 一般国道237号 北海道上富良野町美馬牛付近

③
低
い
評
価
を
受
け
た
景
観
要
素
の
事
例

【電
線
･
電
柱
】

◎
区
間
"
一
般
国
道
二
三
七
号

北
海
道
上
富
良
野
町

美
馬
牛
付
近

(写
真
5
)

◎
評
価
平
均
値
…
-
･
六
八

　
　
　

き
-
/

　
　
　

　

　

＼

ゞ
＼

せ
＼ゞ′
＼＼
＼

【店
舗
看
板
類
】

◎
一
般
国
道
二
五
四
号

東
京
都
文
京
区
小
石
川
二
丁

目
付
近

(写
真
6
)

◎
評
価
平
均
値
二

･
五
七

写真 4 一般国道 1号･171号 京都府京都市南区九条町付近

写真 6 一般国道254号 東京都文京区小石川 2丁目付近



【整備前】

横断図 (概略)

【整備後】
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f.0 10
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一
般
国
道
一
五
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･
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五
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石
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金
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整
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内
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…歩
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拡
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整
備
状
況
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後
比
較
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街灯

樹木･草木等
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店舗の看板

立看板 ･ポスター ･のぼり

路駐車両･略駐自転車

総合評価

日非常によい圏良い口普通口悪い団非常に悪い圃無回答

図 5 整備後の道路における景観評価の結果

け
た
箇
所
の
事
例
】

4

道
路
整
備
に
よ
る
景
観
改
善
の
事
例

【道
路
整
備
に
よ
っ
て
景
観
が
改
善
さ
れ
、
高
い
評
価
を
受



◎
整
備
後
の
道
路
に
お
け
る
景
観
評
価
の
結
果
(図
5
)

･
整
備
を
行
っ
た

｢歩
道
路
面
｣、
｢電
柱
･
電
線
｣
、

｢樹
木

･
草
木
｣
に
対
し
て
、
七
割
近
く
の
方
々

が
"非

常
に
よ
い
“
又
は

"良
い
“
の
評
価
を
与

え
て
お
り
、
当
該
箇
所
に
お
け
る
整
備
を
多
く
の

方
々
が
評
価
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

･
ま
た
、
総
合
評
価
に
お
い
て
も
七
割
近
く
の
方
々

が
"良
い
"
の
評
価
を
与
え
て
お
り
、
そ
の
評
価

平
均
値
は
三
･
六
八
と
、
評
価
断
面
全
体
の
景
観

に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
も
高
い
評
価
を
得
た
結

果
と
な
っ
て
い
る
。

四

今
後
の
課
題
等

今
回
の
道
路
景
観
試
行
評
価
の
結
果
を
通
じ
て
、
道
路

景
観
の
評
価
に
つ
い
て
今
後
の
課
題
等
を
幾
つ
か
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

1

取
組
み
全
般
に
つ
い
て

住
民
等
の
評
価
参
加
者
は
、
ど
の
評
価
区
間
に
お
い
て

も
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
お
り
、
今
回
の
取
組

み
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
前
向
き
の
意
見
が
多
数
寄
せ
ら

れ
た
。

･
｢こ
の
よ
う
な
機
会
が
ま
た
あ
っ
て
ほ
し
い
｣

･
｢道
路
の
景
観
に
対
し
て
新
た
な
発
見
が
あ
っ
た
｣

･
｢景
観
に
対
し
て
共
通
認
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た

の
で
、
こ
の
よ
う
な
取
組
み
は
大
切
で
あ
る
｣

等

こ
れ
ら
の
意
見
か
ら
、
今
回
の
取
組
み
は
道
路
景
観
の

現
状
評
価
に
と
ど
ま
ら
ず
、
｢道
路
景
観
の
再
認
識
｣
や

｢道
路
景
観
形
成
の
重
要
性
｣
、
さ
ら
に
は

｢道
路
と
沿
道

が
一
体
と
な
っ
て
景
観
整
備
に
取
り
組
む
必
要
性
｣
等
、

道
路
景
観
に
対
す
る
意
識
を
向
上
し
て
い
く
上
で
非
常
に

意
義
の
あ
る
場
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

今
回
の
よ
う
な
道
路
景
観
評
価
の
取
組
み
は
、
住
民
等

の
道
路
景
観
に
対
す
る
意
識
啓
発
の
効
果
が
高
い
と
認
め

ら
れ
る
た
め
、
今
後
も
継
続
的
に
進
め
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。

2

評
価
方
法
に
つ
い
て

今
回
採
用
し
た
五
段
階
評
価

(採
点
法
)
に
よ
る
評
価

は
、
そ
の
結
果
か
ら
も
道
路
景
観
の
寄
与
要
因
･
阻
害
要

因
を
定
量
的
に
抽
出
す
る
方
法
と
し
て
、
景
観
要
素
等
に

お
け
る
良
悪
の
概
ね
の
傾
向
が
確
認
で
き
る
な
ど
、
あ
る

程
度
手
法
の
適
性
を
確
認
で
き
た
と
い
え
る
。

ま
た
、
整
備
前
後
の
比
較
の
結
果
か
ら
も
、
道
路
整
備

に
よ
る
景
観
改
善
の
効
果
検
証
に
も
有
効
な
手
法
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
事
業
の
実
施
前
後
に
評
価
を

行
う
こ
と
で
、
整
備

･
改
善
の
効
果
を
検
証
し
て
い
く
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
回
紹
介
し
た
よ
う
な
評
価
平
均
値

に
お
い
て
は
、
道
路
の
立
地
状
況
や
沿
道
特
性
等
を
捨
象

し
た
数
値
で
あ
る
た
め
、
景
観
の
優
劣
の
比
較

(例
え
ば
、

山
形
県
天
童
市
事
例
平
均
値

｢
一
･
九
三
｣
と
北
海
道
上

富
良
野
町
事
例
平
均
値

｢
一
･
六
八
｣
の
数
値
の
持
つ
意

味
、
違
い
等
)
が
単
純
に
成
立
し
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
、

そ
の
点
に
は
十
分
留
意
す
べ
き
で
あ
り
、
分
析
手
法
の
検

討

(例
え
ば
総
合
評
価
と
要
素
評
価
の
相
関
分
析
等
)
や

今
後
の
デ
ー
タ
蓄
積
等
に
よ
る
評
価
･
分
析
手
法
の
精
度

向
上
に
期
待
し
た
い
。

一
方
、
参
加
者
か
ら

｢全
て
の
要
素
に
回
答
す
る
の
は

時
間
的
に
困
難
｣
な
ど
の
意
見
も
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
評

価
断
面
の
抽
出
や
評
価
項
目
の
見
直
し
、
評
価
へ
の
参
加

が
よ
り
簡
便
な
手
法
等
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。

今
回
は
内
部
景
観
の
評
価
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る

が
、
観
光
地
に
お
け
る
眺
望
等
と
い
っ
た
地
域
特
性
を
考

慮
す
る
よ
う
な
評
価
に
際
し
て
は
、
外
部
景
観
の
評
価
も

適
宜
併
せ
て
行
う
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
対
象
箇
所
の
写
真
の
印
象
が
評
価
に
影
響
を
与

え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
評
価
対
象
箇
所
の
写
真

に
お
け
る
視
点
場
、
車
道
面
や
上
空
空
間
の
面
積
等
の
統

一
な
ど
に
注
意
を
払
い
、
評
価
対
象
写
真
の
構
図
を
統
一

す
る
等
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。

五

終
わ
り
に

海
外
の
道
路
と
比
べ
る
ま
で
も
な
く
、
日
本
の
道
路
景

観
は
き
わ
め
て
雑
然
と
し
て
お
り
、
都
市
や
国
土
の
景
観

を
著
し
く
醜
い
も
の
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
住
民
に

と
っ
て
、
道
路
景
観
は
日
常
あ
ま
り
に
も
見
慣
れ
た
も
の

で
あ
る
た
め
か
、
そ
の
醜
悪
さ
が
強
く
認
識
さ
れ
て
い
な



い
の
が
現
状
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
、

今
後
の
道
路
整
備
に
お
け
る
重
要
な
課
題
と
い
え
る
。

他
方
、
道
路
景
観
は
沿
道
や
遠
景
と
い
っ
た
道
路
施
設

以
外
も
含
め
た
多
様
な
要
素
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
改
善
に
あ
た
っ
て
は
、
行
政
や
地
域
住
民
等
様
々
な

役
割
分
担
と
協
力
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
地
域
住
民
や
道
路
管
理
者
な
ど
誰
も
が
、

道
路
景
観
の
良
し
悪
し
や
醜
悪
さ
を
正
確
に
認
識
し
、
道

路
景
観
改
善
に
向
け
た
意
識
改
革
を
行
う
こ
と
が
先
ず
も

っ
て
必
要
で
あ
り
、
今
回
の
試
行
評
価
の
取
組
み
は
、
そ

の
た
め
の
最
初
の
一
歩
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
も
、今
回
の
評
価
結
果
等
を
踏
ま
え
、

評
価
デ
ー
タ
の
蓄
積
等
や
そ
れ
ら
に
基
づ
く
評
価
手
法
等

の
更
な
る
改
善
を
図
る
た
め
、
今
後
も
逐
次
評
価
を
実
施

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
実
施
し
た
道
路
景
観
の
改
善
が
、
地
域
の

特
性
に
根
ざ
し
た
個
性
あ
る
美
し
さ
を
取
戻
し
、
ひ
い
て

は
、
各
地
域
が
そ
の
個
性
あ
る
美
し
さ
を
競
い
合
い
な
が

ら
、
美
し
い
国
土
景
観
の
形
成
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
が

望
ま
れ
る
。

最
後
に
、
今
回
の
道
の
景
観
通
信
簿
の
実
施
に
ご
尽
力

い
た
だ
い
た

｢道
路
の
景
観
改
善
に
関
す
る
研
究
会
｣
の

委
員
長
を
は
じ
め
と
す
る
各
委
員
、
並
び
に
資
料
等
の
提

供
を
頂
い
た
各
地
方
整
備
局
の
方
々
に
、
こ
の
場
を
借
り

て
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
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『遭
騰
デ
ザ
イ
ン
指
針
』
⑭
検
討
状
況
に
つ
い
て

一

は
じ
め
に

平
成
一
五
年
七
月
、
国
土
交
通
省
は

｢美
し
い
国
づ
く

り
政
策
大
綱
｣
を
と
り
ま
と
め
た
。
こ
の
大
綱
は
、
我
が

国
の
国
土
交
通
行
政
に
お
け
る
景
観
の
現
状
に
対
す
る
認

識
と
課
題
を
整
理
し
、
美
し
い
国
づ
く
り
の
た
め
の
取
組

み
の
基
本
的
考
え
方
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
主
体

に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
取
組
み
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
る
た

め
、
特
に
実
効
性
確
保
を
主
眼
に
お
い
て
展
開
す
る
具
体

的
施
策
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
大
綱
に
は
計
一
五

の
具
体
的
施
策
が
示
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
策
毎
に
目
に

見
え
る
成
果
を
上
げ
る
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
し
て
、
事
業
毎
に
一
定
年
限
内
に
達
成
す
べ
き
目
標
が

旦
ハ体
的
な
数
値
目
標
等
で
示
さ
れ
て
い
る
。
旦
ハ体
的
な
施

策
の
一
つ
と
し
て

｢分
野
毎
の
景
観
形
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

道
路
局
地
方
道
･
環
境
課
道
路
環
境
調
査
室

望
月

拓
郎

の
策
定
等
｣
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、

｢事
業
担
当
各
職
員
が
事
業
執
行
の
各
段
階
で
活
用
す
る

も
の
と
し
て
、
基
本
的
視
点
や
検
討
方
法
、
手
続
き
の
考

え
方
な
ど
地
域
を
問
わ
ず
全
国
的
に
適
用
す
べ
き
基
本
的

事
項
、
意
匠
･
色
彩
の
計
画
や
施
工
方
法
な
ど
地
域
特
性

に
応
じ
て
適
用
す
る
参
考
的
事
項
を
明
解
に
か
つ
可
能
な

限
り
網
羅
的
に
整
理
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
分
野
ご
と
に

策
定
す
る
。｣
と
あ
る
。
本
稿
は
こ
の

｢美
し
い
国
づ
く

り
政
策
大
綱
｣
を
う
け
た
道
路
事
業
分
野
で
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
策
定
の
取
組
み
で
あ
る

｢道
路
デ
ザ
イ
ン
指
針
｣
の

検
討
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

三

道
路
事
業
に
お
け
る
景
観
形
成
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

道
路
事
業
に
つ
い
て
、
既
存
の
景
観
整
備
に
関
す
る
マ

ニ
ュ
ア
ル
と
し
て

｢道
路
景
観
整
備
マ
ニ
ュ
ア
ル

(建
設

省
道
路
環
境
対
策
室
監
修
)｣
が
あ
る
。
当
該
マ
ニ
ュ
ア

ル
は
、
発
刊

(昭
和
六
三
年
)
か
ら
か
な
り
の
年
月
を
経

過
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
各
地
域
に
お
い
て
も
そ
れ
以

降
に
良
好
な
景
観
整
備
事
例
が
登
場
し
て
き
た
こ
と
、
道

路
整
備
に
お
い
て
、
地
域
住
民
と
の
意
見
を
反
映
し
、
事

業
へ
の
参
画
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と

な
ど
の
理
由
に
よ
り
必
ず
し
も
現
在
の
道
路
の
景
観
整
備

に
適
合
し
な
い
箇
所
が
あ
る
。
そ
の
た
め

｢道
路
景
観
整

備
マ
ニ
ュ
ア
ル
｣
を
見
直
す
必
要
が
生
じ
て
お
り
、
｢美

し
い
国
づ
く
り
政
策
大
綱
｣
が
策
定
さ
れ
た
こ
と
を
契
機

に
、
新
た
に
道
路
事
業
に
お
け
る
景
観
形
成
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
検
討
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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亘

讓
轍
デザ
イ
ン
購
聞
(仮
穂
》
誠
顫
鷺
会

道
路
事
業
の
景
観
形
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
検
討
に
あ
た

っ
て
は
、
有
識
者
か
ら
な
る

｢道
路
デ
ザ
イ
ン
指
針

(仮

称
)
検
討
委
員
会
｣
を
設
置
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
検
討

委
員
会
は
、天
野
光
一
･
日
本
大
学
教
授
を
委
員
長
と
し
、

人
名
の
委
員
か
ら
な
る
。
委
員
会
の
下
部
組
織
と
し
て
、

幹
事
会
を
設
置
し
、
デ
ザ
イ
ン
指
針
の
原
案
の
作
成
や
詳

細
な
内
容
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
幹
事
会
は
、
委
員
会

の
委
員
で
も
あ
る
佐
々
木
葉
･
早
稲
田
大
学
教
授
を
幹
事

長
と
し
、
そ
の
ほ
か
に
五
名
の
幹
事
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

平
成
一
六
年
三
月
に
第
一
回
の
委
員
会
及
び
幹
事
会
を

開
催
し
、
こ
れ
ま
で
に
、
延
べ
四
回
の
委
員
会
と
一
〇
回

の
幹
事
会
を
開
催
し
、
活
発
な
議
論
を
繰
り
返
し
て
い
る

(平
成
一
六
年
三
一月
二
日
現
在
)。

な
お
、
｢道
路
デ
ザ
イ
ン
指
針
｣
の
検
討
に
あ
た
っ
て

留
意
し
た
点
の
一
つ
と
し
て
、
本
検
討
委
員
会
で
検
討
す

る
事
項
を
景
観
整
備
に
あ
た
っ
て
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
と
す
る
の
で
は
な
く
、
美
し
い
道
路
づ
く
り
の

た
め
の
考
え
方
、
方
針
を
示
す
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
。
道
路
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
景
観
の
観
点
だ
け

で
は
な
く
総
合
的
な
検
討
と
判
断
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の

結
果
が
必
ず
し
も
単
一
に
決
定
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、

個
々
の
事
業
の
内
容
や
状
況
に
応
じ
て
適
切
な
デ
ザ
イ
ン

を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
手
法
や
手
続
き
を
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
考
え
方
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を
示
す
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
を
も
っ
て

｢道
路
デ
ザ
イ
ン

指
針
｣
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四

道
路
デ
ザ
イ
ン
指
針
(薬
)
の
考
え
方

｢道
路
デ
ザ
イ
ン
指
針
｣
に
つ
い
て
は
、
現
在
検
討
委

員
会
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
、
検
討
委
員
会
で
示
さ
れ
て
い
る
案
と
検
討
委
員

会
で
の
議
論
を
基
に
、
｢道
路
デ
ザ
イ
ン
指
針

(案
)｣
に

お
け
る
考
え
方
の
概
略
を
示
す
も
の
と
す
る
。

検
討
委
員
会
で
は
、
道
路
デ
ザ
イ
ン
の
基
本
的
方
向
性

と
し
て
、

①
道
路
を
地
域
に
馴
染
ま
せ
る
こ
と

②
景
観
的
一
貫
性
を
保
持
す
る
こ
と

③
控
え
め
で
洗
練
さ
れ
た
道
路
景
観
を
創
造
す
る
こ
と

④
過
剰
な
デ
ザ
イ
ン
を
排
除
す
る
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
道
路
景
観
整
備
と
い
う
と
、
豪
華

で
人
の
目
を
引
く
道
路
構
造
物
や
、
地
域
の
特
性
を
強
く

主
張
す
る
た
め
に
地
域
の
特
産
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
道
路

附
属
物
を
設
置
す
る
よ
う
な
も
の
が
良
い
と
誤
解
さ
れ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
本
デ
ザ
イ
ン
指
針

(案
)
で
は
、

こ
の
よ
う
な
景
観
整
備
を
推
奨
す
る
の
で
は
な
く
、
美
し

い
道
路
と
は
地
域
に
馴
染
ん
で
控
え
目
で
洗
練
さ
れ
た
道

路
と
す
る
こ
と
で
あ
る
と
の
考
え
方
を
、
基
本
的
方
向
性

と
し
て
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
今
後
の
道
路
整
備
に
お
い
て
は
、
道
路
を
新
設

す
る
よ
り
も
既
存
の
道
路
を
再
整
備
す
る
場
合
が
増
え
て

く
る
と
考
え
ら
れ
、
本
指
針

(案
)
は
、
そ
の
よ
う
な
場

合
も
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
。
本
指
針

(案
)
は
、
道
路

を
新
設
や
改
築
す
る
場
合
の
み
で
は
な
く
、
管
理
す
る
場

合
や
、
現
道
を
整
備
す
る
場
合
の
考
え
方
に
つ
い
て
も
示

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
道
路
の
種
別
に
つ
い
て
も
限
定

す
る
こ
と
な
く
、
都
市
間
を
結
ぶ
自
動
車
専
用
道
路
か
ら

市
街
地
の
道
路
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
道
路
を
対
象
と
し
た
も

の
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
景
観
法
が
平
成
一
六
年
三
一月
に
施
行
す
る

た
め

(景
観
地
区
に
関
す
る
規
定
を
除
く
)
、
そ
の
内
容

を
踏
ま
え
、
景
観
に
配
慮
す
べ
き
道
路
に
つ
い
て
は
景
観

重
要
公
共
施
設
へ
指
定
す
る
こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
も

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
｢国
土
交
通
省
所
管
公
共
事
業

に
お
け
る
景
観
評
価
の
基
本
方
針

(案
)
(平
成
一
六
年

六
月
)｣
が
出
さ
れ
、
道
路
事
業
に
つ
い
て
も
景
観
評
価

に
試
行
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
道

路
デ
ザ
イ
ン
指
針

(案
)
に
お
い
て
も
景
観
評
価
の
仕
組

み
作
り
の
必
要
性
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

五

道
路
デ
ザ
イ
ン
指
針
(案
)
の
構
成

現
在
、
検
討
委
員
会
で
検
討
さ
れ
て
い
る

｢道
路
デ
ザ

イ
ン
指
針

(案
)｣
に
つ
い
て
、
そ
の
骨
子
を
以
下
に
示

す
。指

針

(案
)
で
は
、
ま
ず
、
道
路
デ
ザ
イ
ン
の
目
的
と

方
向
性
を
示
す
と
と
も
に
、
道
路
デ
ザ
イ
ン
の
進
め
方
と

し
て

｢心
得
｣、
｢手
順
｣
、
｢表
現
方
法
｣
に
つ
い
て
記
し

て
い
る
。
道
路
整
備
に
あ
た
っ
て
の
具
体
的
な
指
針
と
し

て
は
、
大
き
く
分
け
て
、
地
域
特
性
別
の
留
意
点
と
道
路

の
事
業
段
階
毎
に
留
意
点
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
地
域

特
性
は
、
｢山
間
地
域
｣
、
｢丘
陵

･
高
原
｣
、
｢水
辺
｣
、

｢田
園
地
域
｣
｢都
市
近
郊
地
域
｣
｢市
街
地
｣
に
分
類
し

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
特
性
に
ふ
さ
わ
し
い
道
路
デ

ザ
イ
ン
上
の
留
意
点
を
示
し
て
い
る
。
道
路
の
事
業
段
階

は
、
｢構
想

･
計
画
｣
、
｢設
計

･
施
工
｣
、
｢管
理
｣
に
つ

い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
段
階
の
検
討
過
程
に
お
い
て
生
じ

る
道
路
デ
ザ
イ
ン
上
の
配
慮
事
項
な
ど
に
つ
い
て
記
し
て

い
る
。
ま
た
、
｢道
路
デ
ザ
イ
ン
の
シ
ス
テ
ム
｣
と
し
て
、

デ
ザ
イ
ン
の
一
貫
性
を
確
保
す
る
た
め
の
仕
組
み
や
技
術

力
の
活
用
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

な
お
、
本

｢道
路
デ
ザ
イ
ン
指
針

(案
)｣
は
現
在
、

道
路
デ
ザ
イ
ン
指
針

(仮
称
)
検
討
委
員
会
を
中
心
に
検

討
を
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
変
更
の
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
る
。

｢道
路
デ
ザ
イ
ン
指
針

(案
)｣
骨
子

(案
)

圏
は
じ
め
に

○
指
針

(案
)
の
目
的

圏
道
路
デ
ザ
イ
ン
の
目
的
と
方
向
性

○
道
路
デ
ザ
イ
ン
と
は

○
道
路
デ
ザ
イ
ン
の
目
的
と
対
象

○
道
路
デ
ザ
イ
ン
の
方
向
性



圏
道
路
デ
ザ
イ
ン
の
進
め
方

○
道
路
デ
ザ
イ
ン
の
心
得

○
道
路
デ
ザ
イ
ン
の
手
順

○
道
路
デ
ザ
イ
ン
の
表
現
方
法

圏
地
域
特
性
に
よ
る
道
路
デ
ザ
イ
ン
の
留
意
点

○
山
間
地
域
に
お
け
る
道
路
デ
ザ
イ
ン

･
自
然
へ
の
影
響
の
軽
減
と
地
形
の
尊
重

･
地
域
の
景
観
資
源
の
活
用

○
丘
陵
･
高
原
地
域
に
お
け
る
道
路
デ
ザ
イ
ン

○
水
辺
に
お
け
る
道
路
デ
ザ
イ
ン

○
田
園
地
域
に
お
け
る
道
路
デ
ザ
イ
ン

○
都
市
近
郊
地
域
に
お
け
る
道
路
デ
ザ
イ
ン

○
市
街
地
に
お
け
る
道
路
デ
ザ
イ
ン

･
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
道
路
デ
ザ
イ
ン

･
道
路
の
性
格
に
応
じ
た
デ
ザ
イ
ン

国
構
想
･
計
画
時
の
デ
ザ
イ
ン

○
道
路
デ
ザ
イ
ン
方
針
の
設
定

○
構
想

･
計
画
時
に
お
け
る
道
路
デ
ザ
イ
ン
の
重
要

性
○
地
方
部
の
道
路
計
画

･
比
較
ル
ー
ト
の
検
討

･
線
形
計
画

･
横
断
計
画

･
道
路
構
造
の
選
択

○
市
街
地
の
道
路
計
画

･
地
域
資
源
･
街
割
り
･
公
共
施
設
等
の
配
置
と
道

路
の
線
形

･
都
市
活
動
に
対
応
し
た
横
断
構
成

･
幅
員
構
成
の
再
構
築

･市
街
地
の
道
路
構
造
物
の
考
え
方

･
市
街
地
の
道
路
と
沿
道
建
築
物
の
一
体
整
備
と
沿

道
規
制

○
現
道
拡
幅
の
際
の
考
え
方

○
他
事
業
と
の
連
携

設
計
･
施
工
時
の
デ
ザ
イ
ン

○
設
計

･
施
工
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方

○
土
工
設
計

･
設
計
開
始
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項

,
の
り
面
に
対
す
る
ア
ー
ス
デ
ザ
イ
ン

･
擁
壁

･
腰
石
積
み

･
の
り
面
の
表
面
処
理

○
橋
梁
･高
架
橋
の
設
計

･
設
計
の
基
本
的
考
え
方

･
形
式
選
定
と
本
体
設
計

･
地
形
･
植
生
に
対
す
る
配
慮
と
植
栽

･
都
市
近
郊
･
市
街
地
に
お
け
る
高
架
橋
の
設
計

･
横
断
歩
道
橋
･
跨
道
橋
等
の
設
計

○
ト
ン
ネ
ル
･
覆
道
の
設
計

･
ト
ン
ネ
ル
の
設
計

･
掘
割
道
路
等
の
設
計

･
覆
道
の
設
計

○
車
道

･
歩
道
お
よ
び
分
離
帯
の
設
計

･
歩
道
空
間
の
設
計

･
歩
車
道
境
等
の
設
計

･植
樹
帯
の
配
置
と
植
栽
設
計

○
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

○
交
差
点
等
の
設
計

･
平
面
交
差
点
の
設
計

･
立
体
交
差
点
等
の
設
計

○
休
憩
ポ
イ
ン
ト
の
設
計

○
環
境
施
設
帯
の
設
計

○
道
路
附
属
物
の
設
計

･交
通
安
全
施
設
等
の
設
計

･
遮
音
壁

･道
路
占
用
物
件

○
植
栽
の
設
計

･植
栽
の
景
観
的
役
割

･
植
栽
形
式
と
使
用
種
の
選
定

･植
栽
基
盤
と
植
栽
空
間

･
既
存
樹
林
･
樹
木
等
の
保
全

･
活
用

･
既
存
道
路
の
改
築
時
に
お
け
る
樹
木
等
の
取
り
扱

○
色
彩
の
設
計

○
暫
定
供
用
を
予
定
す
る
道
路
の
設
計

･
土
工
の
考
え
方
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･道
路
構
造
物
の
考
え
方

○
施
工
時
の
対
応

○
既
存
道
路
に
お
け
る
そ
の
他
の
景
観
改
善

･歴
史
的
建
造
物
等
の
保
存

･
電
線
類
の
地
中
化

囮
管
理
時
の
デ
ザ
イ
ン

○
維
持
管
理

○
景
観
の
点
検
評
価
と
地
域
の
関
わ
り

○
関
係
者
と
の
協
力
体
制
の
構
築
と
支
援

○
植
栽
管
理

圏
道
路
デ
ザ
イ
ン
の
シ
ス
テ
ム

○
一
貫
性
の
確
保

･
景
観
に
関
す
る
整
備
方
針
の
明
確
化

･
検
討
体
制
の
整
備

･
関
係
者
の
役
割
分
担

○
技
術
力
の
活
用
と
向
上

○
デ
ザ
イ
ン
に
か
か
る
仕
組
み
の
確
立

･
景
観
法
等
の
活
用

･
景
観
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施

六

今
後
の
予
定

今
回
提
示
し
た
、
道
路
デ
ザ
イ
ン
指
針

(案
)
の
骨
子

は
、
現
在
検
討
中
の
も
の
で
あ
り
、
今
後
変
更
の
可
能
性

が
あ
る
が
、
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
｢道
路
デ
ザ
イ
ン
指

針

(案
)｣
に
つ
い
て
、
広
く
一
般
の
方
か
ら
意
見
を
募

集
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
国
土
交
通
省
道
路
局
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
｢道
路
デ
ザ
イ
ン
指
針

(仮
称
)

検
討
委
員
会
｣
の
ペ
ー
ジ

(け冒
"
鶏
名
"
旦
ご
旛
o｣ミ
5
乳

歯
の呉
ミ
5
温
号
盟
瞥
き
温
号
の熱望
廿
目
じ
で
、
年
内
に
も
、

意
見
募
集
を
開
始
す
る
予
定
で
あ
り
、
特
に
、
道
路
デ
ザ

イ
ン
に
携
わ
る
方
々
か
ら
数
多
く
の
意
見
を
賜
り
た
い
と

考
え
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
検
討

委
員
会
の
経
緯
に
つ
い
て
も
掲
載
し
て
い
る
た
め
、
参
考

に
さ
れ
た
い
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
募
集
し
た
意
見
を
踏
ま

え
、
新
春
に
は
、
｢道
路
デ
ザ
イ
ン
指
針
｣
を
と
り
ま
と

め
、
関
係
者
に
周
知
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
本
指
針
を

今
後
の
道
路
事
業
の
実
施
に
反
映
さ
せ
、
美
し
い
道
路
づ

く
り
の
契
機
と
な
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。



ぬ“幽鬮
鬮
薹
鬮鬱
し特
集
/
遭
路
と
景
観

郡
山
駅
前
穴
逼
り

シ
ン
ボ
ル
□
…
岱
事
業
に
つ
い
て

~
ま
ち
づ
く
り
と
景
観
形
成
へ
の
取
組
み
~

は
じ
め
に

福
島
県
郡
山
市

(図
1
)
は
、
広
大
な
市
域
と
、
人
口

約
三
三
万
人
を
有
し
、
今
年
度
市
制
八
〇
周
年
を
迎
え
た

地
方
中
核
都
市
で
あ
り
、
道
路

･
鉄
道

･
空
港
等
の
高
速

交
通
体
系
の
要
衝
に
あ
る
地
理
的
優
位
性
を
活
か
し

｢交

流
と
連
携
｣
を
基
本
に
ヒ
ト
･
モ
ノ
･
情
報
の
交
流
拠
点

と
し
て
着
実
な
発
展
を
続
け
て
い
る
。

･し
か
し
な
が
ら
、
本
来

｢ま
ち
の
顔
｣
で
あ
り

｢ま
ち

の
発
展
｣
を
支
え
て
き
た
中
心
市
街
地
に
お
い
て
は
、
モ

ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
よ
る
居
住
人
口
の
減
少
や

空
き
店
舗
の
増
加
等
に
伴
い
、
急
速
な
空
洞
化
が
進
ん
で

い
る
。

そ
の
対
策
と
し
て
、
郡
山
市
は
、
平
成
十
年
八
月
、
全

国
に
先
駆
け
て

｢中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
｣
を
策

福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
都
市
･
施
設
グ
ル
ー
プ
課
長

帖脚
部
排
曰日
研脂

定
し
、
都
心
居
住
の
推
進
、
商
業
機
能
の
再
編
、
生
活
･

交
流
機
能
の
導
入
等

｢都
市
景
観
｣
｢環
境
｣
に
配
慮
し

た

｢複
合
的
都
市
機
能
｣
を
持
っ
た
中
心
市
街
地
の
構
築

を
目
指
す
こ
と
と
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
｢郡
山
市
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
｣

に
お
い
て
、
｢郡
山
の
顔
｣
と
し
て
の
整
備
が
位
置
付
け

ら
れ
て
い
る
｢郡
山
駅
前
大
通
り
シ
ン
ボ
ル
ロ
ー
ド
事
業
｣

に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
と
景
観
形
成
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
紹
介
す
る
。

二

郡
山
駅
前
周
辺
の
整
備
状
況

郡
山
駅
前
周
辺
の
ま
ち
づ
く
り
は
、
平
成
一
〇
年
八
月

に
策
定
し
た

｢郡
山
市
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
｣

に
お
い
て
、
｢市
街
地
の
整
備
｣
と

｢商
業
の
活
性
化
｣

を
活
性
化
推
進
の
車
の
両
輪
と
し
て
進
め
て
き
て
い
る
。

特
に
、
駅
北
核
、
駅
南
核
、
中
町
核
、
大
町
核
の
四
つ

の
拠
点
施
設
を
中
心
と
し
て
、
｢商
業
集
積
｣
と

｢回
遊

性
｣
を
目
標
に
、
点

(拠
点
の
形
成
)
か
ら
線

(拠
点
を

島県

図



結
ぶ
歩
行
者
軸
の
形
成
)、
線
か
ら
面

(広
域
商
業
拠
点

の
形
成
)
へ
の
展
開
を
図
る

｢四
核
構
想
｣
の
推
進
を
目

指
し
て
い
る

(図
2
)。

整
備
状
況
と
し
て
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

○
拠
点
整
備

･
市
街
地
再
開
発
事
業
と
し
て
整
備

　　　　　 　
フロンティア通り

駅
北
核
、
中
町
核

(再
開
発
ビ
ル
、
駅
前
広
場
)

･
既
存
商
業
施
設
の
機
能
更
新

駅
南
核

･
大
町
核
は
、
大
型
商
業
店
舗
が
撤
退
し
、
既
存
施
設

が
空
き
店
舗
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
対
策
が
課
題
と

な
っ
て
い
る
。

○
歩
行
者
軸
の
形
成

･
細
街
路
の
高
質
化

フ
ロ
ン
テ
イ
ア
通
り
、
陣
屋
通
り
、
代
官
小
路
、

表
参
道
、
駅
前
ア
ー
ケ
ー
ド
内
道
路
の
高
質
化

･
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
道
路
の
整
備

県
道
須
賀
川
二
本
松
線

(通
称
、
中
町
夢
通
り
)

○
幹
線
道
路
の
整
備

駅
前
地
区
の
通
過
交
通
の
排
除
に
よ
る
渋
滞
緩
和
を
目

的
と
し
て
、

･
大
町
横
塚
線
の
整
備

(平
成
一
六
年
度
供
用
予
定
)

･
日
の
出
通
り
の
整
備

(現
在
事
業
調
査
中
)

駅前境橋線
しの道ゾーン　
　

6
檄　

　　　　　　　　　
芭蕉通り

県道 小野郡山線　

　
　

　N具
図 2 郡山駅周辺の整備状況

三

騨
由
駅
前
大
通
り
シ
ン
ボ
ル
□
ー
ド
事
業

郡
山
駅
前
大
通
り
は
、
商
都
郡
山
の
玄
関
口
と
し
て
、

｢郡
山
の
顔
｣
に
ふ
さ
わ
し
い

｢ま
ち
、
み
ち
｣
で
あ
る

と
と
も
に
、
郡
山
駅
前
地
区
活
性
化
策
と
し
て
の
四
核
構

想
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
歩
行
者
軸
の
形
成
の
機
軸
と
し
て

整
備
す
る
。

整
備
コ
ン
セ
プ
ト

郡
山
の

｢風
｣
を
感
じ
る
劇
場
通
り

,
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変
化
す
る

…
化
す
る

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
ま
ち
･
な
み
,

^

整
備
コ
ン
セ
プ
ト
と
具
体
的
な
方
策
の
関
係
を
示
す
と

図
3
の
通
り
で
す
。



図 3 整備コンセプトと対策方策

の時代変化への対応とユニバーサルデザイン

郡山の歴史や文化の薫りを感じること
@郡山駅と駅前周辺の歴史
･安濃疎水、馬車鍛造
･駅前で行われる伝統的行事:うねめ祭り

安積国造神社秋祭り
@郡山の文化 (芸術)
･音楽｢サウンドストリート構想｣や

コンサートの開催
･美術｢郡山アートシーン砿想｣

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　
　
　

シ
産
化

〈

一

　　
2

整
備
方
針
と
計
画
の
ポ
イ
ン
ト

○
整
備
方
針

.
時
代
の
変
化
に
対
応
し
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

を
目
指
し
た
空
間

･
風
格
が
感
じ
ら
れ
る
落
ち
着
き
の
感
じ
ら
れ
る

景
観
の
形
成

･
情
報
受
発
信
の
場

○
計
画
の
ポ
イ
ン
ト

(図
4
i
6
)

･
歩
道
空
間
の
拡
大

現
在
、
片
側
三
車
線
の
道
路
の
一
部
を
歩
道
と
し

て
拡
大
し
、
溜
ま
り
場
の
空
間
を
形
成
す
る
。

交
通
渋
滞
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
三
年
度
実

施
さ
れ
た
社
会
実
験
及
び
平
成
一
五
年
度
に
お
け
る
交
通

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
車
線
数
の
一
部
減
少
に
よ

る
交
通
へ
の
影
響
は
無
い
と
検
証
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
平
成
一
六
年
度
末
に
は
、
郡
山
駅
周
辺
部
の

東
西
交
通
の
強
化
策
及
び
駅
前
通
り
へ
の
通
過
交
通
の
排

除
策
と
し
て
の
街
路

(大
町
横
塚
線
)
が
供
用
さ
れ
る
。

･
電
線
の
地
中
化

快
適
な
歩
行
空
間
の
確
保
、
都
市
災
害
の
防
止
及

び
都
市
景
観
の
向
上
を
図
る
。

30.O
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柱

ド
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一
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ー
ー
1
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図 4 現況横断

地下歩道上屋

当

人

Û
^
Yへ

、′̂

^̂

U′、
、、1〉

･
バ
ス

･
タ
ク
シ
ー
ベ
イ
の
設
置

一
般
通
過
交
通
へ
の
影
響
防
止
及
び
公
共
交
通
機

関
利
用
者
へ
の
利
便
性
向
上
を
目
的
に
、
既
存
バ
ス

ベ
イ
の
統
廃
合
及
び
タ
ク
シ
ー
ベ
イ
の
新
設
を
実
施

す
る
。

･
横
断
地
下
歩
道
の
有
効
利
用

二
カ
所
あ
る
横
断
地
下
歩
道
に
つ
い
て
、
利
用
者

が
少
な
い
点
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
観
点
及

E -- ------単 一 ｣
-れ生出 し｣

- 山 一- - - - --』

図 5 横断計画

D る "』
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　図

び
防
犯
上
の
問
題
等
か
ら
歩
道
機
能
を
廃
止
し
て
、

空
間
の
有
効
利
用
を
検
討
し
て
い
る
。

四

ア
ー
ケ
ー
ド
架
け
替
え
事
業

郡
山
駅
前
大
通
り
の
歩
道
部
(現
況
幅
員
五
m
)
に
は
、

昭
和
四
〇
年
代
に
駅
前
大
通
り
商
店
街
に
よ
っ
て
ア
ー
ケ

　　
　
　　-=-口

　
　　

　
　
　
　
　
　

　
　　
　

　

ー
ド
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ア
ー
ケ
ー
ド
の
老
朽
化
が
著
し
い
こ

と
か
ら
、
商
店
街
が
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
事
業

(経
済
産
業

省
の
補
助
事
業
)
を
活
用
し
て
、
シ
ン
ボ
ル
ロ
ー
ド
事
業

と
一
体
的
に
架
け
替
え
を
計
画
し
て
い
る
。

ア
ー
ケ
ー
ド
デ
ザ
イ
ン
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
以
下
の
通

り
で
す

(図
7
)。

①
都
市
景
観
が
混
沌
と
し
た
な
か
で
、
単
純
で
統
一

的
な
"
一
本
の
帯
"
で
商
店
街
を
結
ぶ
。

②
無
機
的
で
軽
快
か
つ
シ
ン
プ
ル
な
も
の

③

一
部
に
ア
ー
ル
の
透
明
な
ひ
さ
し
を
配
し
、
ソ
フ

ト
な
リ
ズ
ム
感
の
演
出
。

⑥
都
市
の
セ
キ
ュ
リ
テ
イ
ヘ
の
配
慮

五

郡
山
市
に
お
け
る
都
市
軸
景
観
に
つ
い
て

郡
山
市
は
、
明
治
時
代
に
お
け
る
安
積
疎
水
及
び
安
積

開
拓
に
よ
り
豊
か
な

｢緑
｣
と

｢水
｣
が
も
た
ら
さ
れ
、

発
展
の
礎
と
な
っ
た
歴
史
を
踏
ま
え
、
将
来
都
市
像
を

｢水
と
緑
が
き
ら
め
く
未
来
都
市

郡
山
｣
と
し
て
い
る
。

こ
の
象
徴
と
し
て
、
開
成
館
か
ら
郡
山
駅
へ
至
る
ゾ
ー

ン
を
、
｢水
と
緑
が
き
ら
め
く
シ
ン
ボ
ル
軸
｣
と
位
置
付

け

｢水
｣
｢緑
｣
｢歴
史
｣
｢文
化
｣
に
ふ
れ
あ
え
る
空
間

と
し
て
整
備
し
て
い
る
。

穴

郡
山
駅
周
辺
で
の
景
観
的
地
域
資
源

駅
前
大
通
り
の
景
観
を
検
討
す
る
上
で
は
、
駅
前
大
通

り
の
み
な
ら
ず
、
周
辺
部
に
お
け
る
歴
史
的
な
地
域
資
源

を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。

主
な
資
源
を
列
挙
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①

旧
奥
州
街
道
郡
山
宿
街
並
み

旧
奥
州
街
道
は
、
現
在
県
道
須
賀
川
二
本
松
線
と

な
っ
て
お
り
、
郡
山
駅
前
通
り
は
、
今
回
整
備
区
間

の
ほ
ぼ
中
央
部
で
交
差
し
て
い
る
た
め
、
駅
前
大
通

り
の
景
観
形
成
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
、
郡

山
宿
の
外
観
を
紹
介
す
る
。
江
戸
末
期
に
お
け
る
郡

山
宿
は
、
南
北
に
木
戸
門
、
宿
場
中
央
部
に
本
陣
を

有
し
、
街
道
の
構
造
は
、
幅
六
間
、
そ
の
う
ち
三
間

が
車
道
、
両
側
に
一
･
五
間
の
歩
道
、
さ
ら
に
そ
の

外
側
に
半
間
の
石
張
り
側
溝
か
ら
成
り
、
車
道
は
、

赤
砂
利
に
よ
り
舗
装
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
家
屋

の
屋
根
は
、
赤
瓦
に
よ
り
葺
か
れ
て
お
り
、
私
見
で

は
あ
る
が
、
町
並
全
体
が
赤
を
基
調
と
し
た
景
観
を

有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

(図
8
)。



　　　　　 　　　　
図 8 宿場町時代の風景

②

山
水
道

江
戸
時
代
、
郡
山
の
商
人
が
自
費
で
高
台
に
あ
る

沼
地
や
湧
水
地
か
ら
飲
料
水
を
木
管
に
よ
り
自
宅
ま

で
引
い
た
水
道
の
こ
と
。
付
近
の
人
々
は
、
も
ら
い

水
を
し
て
生
活
し
た
。

駅
前
大
通
り
に
は
、
当
時
埋
設
さ
れ
た
木
管
が
残

っ
て
い
る
。

③

鉄
道
馬
車

明
治
二
三
年
か
ら
大
正
四
年
ま
で
、
郡
山
駅
か
ら

三
春
駅
ま
で
の
約
三
一如
間
に
布
設
さ
れ
た
。
所
要

時
間
は
、
一
時
間
四
〇
分

(図
9
)。

④

郡
山
八
景

江
戸
時
代
郡
山
宿
周
辺
の
名
所
。
単
な
る
風
景
に

と
ど
ま
ら
ず
、
五
感
及
び
季
節
感
に
訴
え
る
八
景

(図
中
)。

一
景
…弁
天
の
松
の
雪

麓
山
公
園
の
弁
天
山
と
弁
天
池
に
か
か
る

松
と
雪
の
景
色
。

鉄
迄
梵
並
I

(蛭
磐
矧宅
蓼
料)鮒門
｢　　　

　
　
　
　
　

　

　

　

- ･
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　に三
･き　　

　露
二
景
"如
法
寺
の
晩
鐘

日
暮
れ
時
に
、
堂
前
の
如
法
寺
か
ら
問
え

る
入
相
の
鐘
の
音
。

三
景
…
八
天
狗
の
糸
櫻

阿
弥
陀
町
の
熊
野
神
社
の
境
内
に
あ
っ
た

糸
櫻
の
錦
木
。

四
景
…愛
宕
山
の
秋
月

清
水
台
の
愛
宕
神
社
の
高
台
か
ら
の
眺

望
o

五
景
…
八
幡
様
の
明
け
鳥
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清
水
台
の
八
幡
様
の
奥
深
い
森
か
ら
、
鳥

の
鳴
き
声
が
夜
明
け
を
つ
げ
る
。

六
景
…
皿
沼
の
釣
舟

清
水
台
の
皿
沼
に
釣
舟
を
浮
か
べ
て
、
詩

を
詠
ん
だ
か
、
酒
を
飲
ん
だ
か
。

七
景
…稲
荷
館
の
夜
雨

代
官
所
に
あ
っ
た
稲
荷
様
の
祠
に
降
り
か

か
る
夜
雨
。

八
景
"
八
丁
人
橋
の
駒
の
跡

七

景
観
形
成
へ
の
奪
え
方
に
つ
い
て

郡
山
駅
前
大
通
り
に
お
い
て
景
観
形
成
を
検
討
す
る
際

に
は
、
前
述
し
て
き
た
事
項
を
踏
ま
え
て
次
の
点
に
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
。

①
都
市
軸
景
観
の
観
点

水
と
緑
の
シ
ン
ボ
ル
軸
と
し
て
の
景
観
形
成

②
郡
山
の
歴
史
･
文
化
性
の
観
点

穴

で
述
べ
た
地
域
資
源
に
根
ざ
し
た
要
素
に
よ

る
景
観
形
成

③

｢シ
ン
ボ
ル
ロ
ー
ド
事
業
｣
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
観
点

当
該
事
業
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る

｢劇
場
通
り
｣

と
し
て
の
景
観
形
成

④
周
辺
の
ま
ち
な
み
景
観
と
の
整
合
性
の
観
点

周
辺
景
観
及
び
ア
ー
ケ
ー
ド
と
調
和
し
た
景
観
形

成
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
現
時
点
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
パ

ー
ス
は
、
図
=
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
今
後
よ
り
詳
細
な

景
観
検
討
を

｢郡
山
駅
前
大
通
り
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
｣

に
お
い
て
議
論
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

八
･景
観
形
成
へ
の
課
題

道
路
部
と
ア
ー
ケ
ー
ド
部
の
整
備
は
、
平
成
一
六
年
度

~
平
成
一
八
年
度
に
か
け
て
短
期
的
に
完
了
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
フ
ァ
サ
ー
ド
の
整
備
は
、
長
期
に
及
ぶ
こ
と
に

な
る
。

そ
こ
で
、
駅
前
の
都
市
景
観
と
し
て
の
全
体
的
な
コ
ン

セ
プ
ト

(郡
山
の
風
を
感
じ
る
劇
場
通
り
)
を
踏
ま
え
、

図= 完成イメージ

今
回
整
備
さ
れ
る
道
路
と
ア
ー
ケ
ー
ド
に
よ
る
景
観
形
成

を
契
機
と
し
て
、
順
次
フ
ァ
サ
ー
ド
の
整
備
を
行
う
こ
と

に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
フ
ァ
サ
ー
ド
の
整
備
は
、
個
人
に
よ
る

整
備
と
な
る
こ
と
か
ら
整
備
費
用
及
び
整
備
時
期
、
さ
ら

に
は
整
備
の
グ
レ
ー
ド
等
種
々
の
課
題
が
懸
念
さ
れ
る
。

九

お
わ
り
に

郡
山
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
宿
場
町
と
し
て
繁
栄
し

た
時
代
の
資
本
力
と
、
明
治
時
代
に
お
け
る
安
積
開
拓

.

安
積
疎
水
に
よ
り
発
展
し
た
都
市
で
あ
る
が
、
特
に
郡
山

駅
周
辺
部
は
、
宿
場
町
時
代
の
歴
史
的
遺
産
が
数
多
く
見

受
け
ら
れ
る
地
区
で
あ
る
。

郡
山
駅
前
地
区
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
及
び
景
観
形
成

に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
自
然
、
歴
史
、
風
土
、
文
化

等
の
地
域
特
性
を
活
か
し
、
時
代
環
境
に
応
じ
て
変
化

･

進
化
さ
ら
に
は
深
化
す
る
地
域
づ
く
り
に
、
市
民
の
方
々

と

｢と
も
に
考
え
、
と
も
に
つ
く
り
、
と
も
に
育
み
｣
な

が
ら
取
り
組
ん
で
行
き
た
い
。

最
後
に
、
郡
山
駅
前
劇
場
通
り
が
、
今
回
の
シ
ン
ボ
ル

ロ
ー
ド
事
業
や
ア
ー
ケ
ー
ド
架
け
替
え
事
業
等
の
ハ
ー
ド

整
備
を
き
っ
か
け
と
し
、
ホ
ス
ト
で
あ
る
地
元
住
民
が
、

舞
台
の
主
役
や
ゲ
ス
ト
で
あ
る
客
に
対
し
て
ホ
ス
ピ
タ
リ

テ
ィ

(お
持
て
な
し
の
気
持
ち
)
の
心
を
持
っ
た
、
ま
ち

づ
く
り
に
よ
り
賑
わ
い
の
創
出
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
祈
念

し
た
い
。



道
路
資
産
評
価
の会
計
基
準
検
討
会
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
道
路
資
産
等
の

評
価
方
針
及
び
高
速
道
路
事
業
の
会
計
基
準
等
の
骨
子
に
つ
い
て

道
路
局
総
務
課
日
本
道
路
公
団
･
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
監
理
室

依
田

秀
則

は
じ
め
に

道
路
関
係
四
公
団
は
、
平
成
一
三
年
一
二
月
に
閣
議
決

定
さ
れ
た
｢特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
｣
に
お
い
て
、

平
成
一
七
年
度
中
に
民
営
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
平
成
一
四
年
六
月
に
は
道
路
関
係
四
公
団
民

営
化
推
進
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
同
年
三
一月
に
は
小
泉

総
理
大
臣
へ
意
見
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
受

け
て
、
平
成
一
五
年
三
一月
に
開
催
さ
れ
た

｢政
府

･
与

党
協
議
会
｣
に
お
い
て
、
民
営
化
に
関
す
る
基
本
的
枠
組

み
が
決
定
さ
れ
、
そ
の
後
、
関
係
機
関
に
お
い
て
検
討
が

重
ね
ら
れ
た
結
果
、
平
成
一
六
年
六
月
に
は
、
道
路
関
係

四
公
団
民
営
化
関
係
四
法
案
が
国
会
に
お
い
て
可
決
さ
れ

成
立
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
先
立
っ
て
、
道
路
関
係
四
公
団
で
は
、
平
成
一

五
年
六
月
に
民
間
企
業
並
財
務
諸
表

〔試
算
値
〕
(以
下

同
旨
)
(次
頁
図
1
)
が
作
成

･
公
表
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

す
が
、
民
営
化
に
あ
た
っ
て
は
、
公
団
か
ら
独
立
行
政
法

人
日
本
高
速
道
路
保
有
･債
務
返
済
機
構
(以
下
｢機
構
｣

と
い
う
。
)
及
び
高
速
道
路
株
式
会
社

(以
下

｢会
社
｣

と
い
う
。)
に
承
継
さ
れ
る
道
路
資
産
等
の
評
価
方
針
及

び
機
構
･会
社
に
お
け
る
高
速
道
路
事
業
の
会
計
基
準
を

策
定
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を
検
討
す
る

た
め
に
、
平
成
一
六
年
一
月
に

｢道
路
資
産
評
価

･
会
計

基
準
検
討
会
｣
が
設
け
ら
れ
、
以
後
、
黒
川
行
治
慶
應
義

塾
大
学
教
授
を
委
員
長
と
し
た
六
名
の
有
識
者

(表
1
)

に
よ
り
、
集
中
的
に
審
議
が
進
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で

す
。高

速
道
路
は
、
現
代
に
お
い
て
、
生
活
、
産
業
面
で
不

可
欠
な
社
会
資
本
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ

表 1 道路資産評価 ･会計基準検討会委員

委員長 黒川 行治 慶應義塾大学教授 (商学部 ･大学院商学研究科)

東京大学大学院助教授 (新領域創成科学研究科)

日本公認会計士協会

公会計委員会特殊法人 独立行政法人専門部会長

樫谷 隆夫 日本公認会計士協会理事

長谷川意 - 早稲田大学教授 (商学部)

横須賀 博 日本不動産鑑定協会会長



[日本道路公団] [単位 :億円]

資産
325,006

[首都高速道路公団]

負債及び資本
325,006

損益計算書

流動負債
33,381 当期純利益2-4察

費用
17,612

収益
20,097

損益計算書

[阪神高速道路公団]
貸借対照表

資産 負債及び資本
39,679 39-679

[本州四国連絡橋公団 (道路事業)]

有形固定資産等 貸借対照表

344

道路資産
27,333

流動負債
2,283

固定負債
21,725

道路減価償却費
665

資本金
9,846

27,891 27,89l

図 1 道路関係四公団財務状況 (平成15年度民間企業並財務諸表)

管理費等
180

費用 収益
1-435

謎4,308

流動負債
3,755

資本金

,522

期損失75

484

　　　　 　　
203097

　　　　
管理費等 ^

28 道イテセ 2004,12

資産 負債及び資本
61,693 61,693

-215
費用 収益
2,626 2,551

損益計算書

費用 収益
2-136 1,803

損益計算書



表 2 い め く ま も 尊 の た れ
骨 て 、 国 え と 重 確 、 に

I ･ はじめに 子 骨 そ 民 る で し 実 今 対
ロ. 適用の範囲 は 子 の の と 建 つ な 回 す
m . 基本認識及び方針 表 と 資 皆 、 設 つ 返 成 る

1 . 会計報告の目的
2 し 産 様 民 す 、 済 立 国2 . 会計情報の利用者
の て 評 に 営 る 早 、 し 民3 . 基本方針
項 と 価 理 化 こ 期 真 た のN , 開始貸借対照表作成にあたって、 公団から承継される道路資産等の

評価方針の骨子 目 り 方 鰐 後 と に に 民 関
1･

(轡 鱗 灘評価方針の骨子 に ま 針 し の 等 で 必 営 心

① 償却資産 構築物)
よ と 及 て 機 で き 要 化 は

(X ) 非償却資産 (土地)
り め び 頂 構 す る な 関 高

伽) 償却資産 ･非償却資産に原価算入する費用 構 ま 会 く , o だ 道 係 い
(幟 建設反勘定のぅち、 償却資産 成 し 計 必 会 そ げ 路 四 も
(V) 建議反勘定のぅち、 非償却資産 さ た 基 要 社 こ 少 を 法 の
(M ) 建設仮勘定の償却資産 ･非償却資産に原価算入する費用 れ o 準 が の で な 会 の が
(= ) その他の間接費 て の あ 財 、 い 社 目 あ
徊) 資本的支出と収益的支出の区分 お 考 り 務 こ 国 の 的 り
(m 減価償却方法 り え 、 状 れ 民 目 は ま
(X) デフレーター 方 そ 況 ら 負 主 ･ す

(2 ) その他の固定資産 本 に の を を 担 性 債 o
(I) 料金徴珪又施設

稿 つ た 広 踏 の を 務 ま

N , 開始貸借対照表作成にあたって、 公団から承継される道路資産等の
評価方針の骨子
1 . 道路資産等の評価方針の骨子

(1 ) 道路資産
(I) 償却資産 (構築物)
(X) 非償却資産 (土地)
(m) 償却資産 ･非償却資産に原価算入する費用
魚!) 建設仮勘定のうち、 償却資産
(V) 建設仮勘定のうち、 非償却資産
(M ) 建設仮勘定の償却資産 ･非償却資産に原価算入する費用
(、=) その他の間接費
(V圓) 資本的支出と収益的支出の区分
(区) 減価償却方法
(X) デフレーター

(2 ) その他の固定資産
(I) 料金徴収施設
(n) 管理事務所
(m ) 道路休憩施設 (S A / P A )
(l7) トラックターミナルの土地
(V) 有料駐車場
細) 支社等の庁舎、 工事事務所、 研究所、 研修所、 職員宿舎、

保養所等
鯛) 管理用車両
(囮) 関係会社株式 (トラックターミナル会社株式)
(区) 知的財産権
(X) 什器、 備品
(X I) 減価償却方法
(X n) デフレーター

(3 ) その他
2 . 負債の評価方針の骨子

(1 ) 借入金及び債券
(2 ) 償還準備金
(3 ) 引当金
(4 ) 連帯債務
(5 ) 見返負債
(6 ) その他

て さ 1 さ 増 ま で

　　 　　　
　　　　　　　
　　 　 　　れ 開 四
る 始 公 癸衾美資 貸 団

参 I だ産 借 の

　　 　　　
　　 　　
の 関 設 千尋ヌ評 し 立

3 , 資本の評価方針の骨子
(1 ) 資本金
(2 ) 資本金以外の資本

(1 ) 適用すべき会計基準 (m . 3 . 基本方針の再掲)
(2 ) 道路資産の位置付け
(3 ) 道路資産の新設及び改築に係る会計処理
(4 ) 道路資産の修繕又は災害復旧に係る会計処理
(5 ) 道路資産の貸付に関する会計処理
(6 ) 減価償却方法
(7 ) 道路資産以外の資産
(8 ) 減損会計

2 . 会計情報の開示 (ディスクロージャー) の骨子
(1 ) 会計情報の開示 (ディスクロージャー) の基本方針
(2 ) 開示事項
(3 ) 区分経理等
(4 ) 勘定科目の表示区分、 配列方法
(5 ) 子会社 ･関連会社等の情報開示

W .骨子をまとめるに当たって

3 人 が 2 な る 営 価
以 、 設 道 方 会 化 方
上 会 立 路 基 針 計 後 針
の 社 さ 関 本 に 基 に に
株 は れ 係 的 つ 準 お っ
式 政 る 四 な い 及 け い
を 府 こ 公 方 て び る て
保 及 と 団 針 と 会 機 取
有 び と は り 計 構 り
す 地 な 解 ま 情 と ま
る 方 り 散 と 報 会 と
株 公 ま し め の 社 め
式 共 す 、 た 開 の た
会 団 o 新 も 示 高 も
社 体 機 た の に 速 の
( が 構 に で 関 道 で

　　　　 　　　　
化 せ 立 及 は 業 ま
時 て 行 び 、 に た
点 1 政 会 重 関 、

は / 法 社 要 す 民

道イテセ 2004.12 29

参考資料 1 道路資産評価 ･会計基準検討会名簿
検討会の経緯
ワーキング ･グループ (W G ) の経緯
視察の経緯

参考資料 2 道路関係四公団民営化の経緯
参考資料3 会計に関する関係条文



政
府
及
び
地
方
公
共
団
体
合
せ
て
一
〇
0
%
保
有
)
と
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
国
と
国
民
等
と
の
間
に
新
た

な
経
営
資
源
の
委
託
･
受
託
関
係
が
生
じ
る
こ
と
を
意
味

す
る
と
い
う
認
識
の
下
に
、
機
構
及
び
会
社
の
設
立
時
に

お
け
る
資
産
評
価
に
つ
い
て
は
フ
レ
ッ
シ
ュ
･
ス
タ
ー
ト

法

(資
産
を
新
た
な
経
営
資
源
の
委
託
･
受
託
関
係
が
生

じ
た
時
点
に
お
い
て
時
価
に
評
価
替
え
す
る
方
法
)
を
採

用
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。
な
お
、
負
債
の
時
価
評
価
に
つ

い
て
は
、
現
時
点
で
明
確
な
会
計
慣
行
が
成
り
立
っ
て
い

な
い
た
め
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
た
企
業
会
計

の
諸
基
準

(以
下

｢企
業
会
計
の
諸
基
準
｣
と
い
う
)
に

よ
る
簿
価
評
価
に
よ
る
も
の
と
し
ま
す
。

ま
た
、民
営
化
後
の
機
構
と
会
社
の
会
計
に
つ
い
て
は
、

他
の
独
立
行
政
法
人
や
民
営
化
さ
れ
た
会
社
の
例
に
な
ら

い
、
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
や
企
業
会
計
の
諸
基
準
に

従
う
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
重
要
な
会
計
方

針
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

3

道
路
資
産
の
評
価

ゆ

償
却
資
産

時
価
評
価
方
法
と
し
て
再
調
達
原
価
方
式
を
採
用
し
ま

す
。
再
調
達
原
価
方
式
と
は
、
資
産
を
新
た
に
取
得
す
る

場
合
の
金
額
を
算
出
し
、
資
産
の
種
類
毎
の
耐
用
年
数
と

経
過
年
数
に
応
じ
て
、
減
価
償
却
し
た
後
の
未
償
却
残
高

相
当
額
を
時
価
と
し
て
推
定
計
算
す
る
方
法
で
す
。
再
調

達
原
価
方
式
と
し
て
、
道
路
公
団
は
標
準
的
単
金
方
式
、

首
都
公
団
、
阪
神
公
団
及
び
本
四
公
団
は
デ
フ
レ
ー
タ
ー

プ
の
地
積
に
乗
じ
て
グ
ル
ー
プ
全
体
の
価
格
を
求
め
る
方

調
整
方
式
を
採
用
し
ま
す
。

法
等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

②

非
償
却
資
産

時
価
評
価
方
法
と
し
て
再
調
達
原
価
方
式
を
採
用
し
、

鑑
定
評
価
に
準
じ
た
方
法
と
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
調

査
対
象
と
な
る
土
地
の
特
性
に
応
じ
て
、
鑑
定
評
価
の
考

え
方
に
基
づ
い
て
、
通
常
の
鑑
定
評
価
手
順
の
合
理
化
を

行
っ
て
道
路
の
素
地
で
あ
る
土
地
の
価
格
を
求
め
ま
す
。

例
え
ば
、
用
途
的
、
価
格
水
準
的
に
類
似
し
て
い
る
土
地

を
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
当
該
グ
ル
ー
プ
に
係
る
標

準
的
な
画
地
の
価
格

(標
準
価
格
)
を
鑑
定
評
価
手
法
を

適
用
し
て
求
め
、
そ
の
標
準
価
格
を
、
該
当
す
る
グ
ル
ー

法
等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

③

資
産
へ
原
価
算
入
す
る
項
目

補
償
費
は
償
却
資
産
･
非
償
却
資
産

(土
地
)
ご
と
に

そ
れ
ぞ
れ
直
接
付
随
費
用
と
し
て
原
価
算
入
す
る
こ
と
と

し
ま
す
。
建
設
に
伴
う
事
業
損
失
に
か
か
る
補
償
費
は
償

却
資
産
の
付
随
費
用
と
し
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
ほ
と
ん

ど
の
補
償
費
は
非
償
却
資
産
の
付
随
費
用
と
し
ま
す
。

ま
た
、
建
設
中
の
金
利
に
つ
い
て
は
、
償
却
資
産
に
係

る
も
の
は
原
価
算
入
し
ま
す
。
た
だ
し
、
高
速
自
動
車
国

道
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
資
産
に
計
上
せ
ず
、
期
間

費
用
と
し
て
処
理
し
た
こ
と
と
し
ま
す
。
な
お
、
非
償
却

資
産
に
係
る
建
設
中
の
金
利
は
、
原
価
算
入
せ
ず
、
期
間

費
用
と
し
て
処
理
し
た
こ
と
と
し
ま
す
。

そ
の
他
、
調
査
費
、
測
量
費

(測
量
試
験
費
)、
施
工

管
理
委
託
費
、
用
地
事
務
委
託
費
、
機
械
器
具
費
、
労
務

費
な
ど
の
償
却
資
産
又
は
非
償
却
資
産
そ
れ
ぞ
れ
の
直
接

的
な
付
随
費
用
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
は
原
価
算
入
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

燭

減
価
償
却
方
法

減
価
償
却
は
定
額
法
に
よ
る
こ
と
と
し
ま
す
。

ま
た
、
耐
用
年
数
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
験

･

科
学
的
な
知
見
に
基
づ
き
、
物
理
的
寿
命
を
基
本
と
し
た

耐
用
年
数
を
設
定
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
考
え
方
は
図
2

の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
よ
る
も
の
と
し
ま
す
。
こ
の
フ
ロ

ー
チ
ャ
ー
ト
に
基
づ
き
、
以
下
の
構
造
物
の
耐
用
年
数
に

標
準
的
単
金
方
式
"道
路
資
産
の
細
目
を
構
成
す
る
要
素

ご
と
に
、
近
年

(二
~
三
年
、
最
長
五
年
間
)
の
工
事

の
実
績
に
つ
い
て
調
査

･
集
計
を
行
っ
て
標
準
的
単
金

を
設
定
し
、
各
々
の
棚
卸
数
量
を
乗
じ
て
計
算
し
た
数

値
を
合
計
し
て
資
産
価
額
を
算
定
す
る
方
式
。

デ
フ
レ
ー
タ
ー
調
整
方
式

…
取
得
原
価
に
経
済
指
標
の
経

年
変
化
を
表
わ
す
経
済
デ
フ
レ
ー
タ
ー

(経
済
量
を
異

な
っ
た
時
点
で
比
較
す
る
と
き
、
そ
の
間
の
価
格
変
動

に
よ
る
影
響
を
除
い
た
実
質
値
を
割
り
出
す
た
め
に
用

い
ら
れ
る
物
価
指
数
)
を
乗
じ
て
、
最
近
の
資
産
価
額

(評
価
時
点
の
価
値
に
置
き
換
え
る
と
い
く
ら
に
な
る

か
)
と
し
て
算
定
す
る
方
式
。



S T A R T

これまでの経験 ･科学的な知見から

個々 の構造物の物理的寿命を評価

(A )

同等
耐用年数等)と比較 ･評価

評価方法塀り添

(ア)

耐用年数= 既存の耐用年数

(税法の耐用年数等)を採用

物理的老朽化

(C )

ある 化により更新し

実績があるか

耐用年数ご更新実績によ

る適当な期間

Ex.)更新年数の平均値

同等ではない

個々 の構造物の物理的寿命をできるだけ科学的に

算定する

(B

と機能的 機能的陳腐化
腐化のどちらが支配的か

(E)

ない

(D

を科学的

方法により算定可能か
不可能

更新実績以外のデータ等を

使って科学的な方法により物理的寿命の
不可能

算定が可能か

評価方法 :別",

耐用年数=物理的寿命 耐用年数=機能的寿命

耐用年数=材質を重視して、既存の類似した

耐用年数 (税法の耐用年数等)

図 2 構造物の耐用年数設定のためのフローチャート (考え方)



つ
い
て
、
検
討
し
ま
し
た
。

①
土
工

高
速
道
路
等
と
鉄
道
の
土
工
の
双
方
に
つ
い
て
、
設

計
、
施
工
監
督
、
管
理
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
考
え
方

(指
標
等
)
を
比
較
し
た
結
果
、
高
速
道
路
等
と
鉄
道

の
土
工
は
同
等
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
こ
と
か
ら
、
土

工
の
耐
用
年
数
に
つ
い
て
は
鉄
道
業
用
の
｢線
路
切
取
｣

｢線
路
築
堤
｣
の
耐
用
年
数
七
〇
年
を
採
用
す
る
こ
と

と
し
ま
す
。

②
遮
音
壁

遮
音
壁
は
機
能
的
陳
腐
化
が
支
配
的
で
あ
る
と
し

て
、
そ
の
耐
用
年
数
を
過
去
の
更
新
実
績
の
平
均
値
で

あ
る
一
八
年
と
し
ま
す
。

③
本
四
公
団
の
長
大
橋

本
四
公
団
の
長
大
橋
の
よ
う
に
対
処
療
法
的
な
維
持

管
理
で
は
な
く
予
防
保
全
的
な
維
持
管
理
を
計
画
的
に

行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
既
に
用
い
ら
れ
て
い
る
耐
用

年
数
を
物
理
的
寿
命
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
適
当
で
な

い
こ
と
か
ら
、
当
該
構
造
物
の
耐
用
年
数
は
、
物
理
的

寿
命
の
考
え
方
、
設
計
、
施
工
監
督
、
管
理
に
関
す
る

考
え
方
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
し
た
結
果
、
一
〇
〇
年

を
採
用
す
る
こ
と
と
し
ま
す

(設
置
さ
れ
た
場
所
の
環

境
条
件
等
に
よ
り
、
同
種
の
構
造
物
で
も
耐
用
年
数
が

異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。)。

4

道
路
資
産
以
外
の
資
産
評
価

支
社
等
の
庁
舎
、
工
事
事
務
所
、
研
究
所
、
研
修
所
、

職
員
宿
舎
、
保
養
所
等
の
道
路
区
域
外
に
存
し
、
市
場
性

を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
資
産
は
、
土
地
･
建
物
一

体
と
し
て
鑑
定
評
価
も
し
く
は
鑑
定
評
価
に
準
じ
た
方
法

で
評
価
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

一
方
、
料
金
徴
収
施
設

(建
物

･
構
築
物
)、
管
理
事

務
所
等
の
道
路
区
域
内
に
存
す
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
一

般
的
な
市
場
性
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

｢鑑
定
評
価
手
法
の
う
ち
原
価
法
※
を
準
用
｣
し
て
評
価

す
る
こ
と
と
し
ま
す
。
な
お
、
附
属
建
物
等
で
重
要
性
の

低
い
建
物
は
簿
価
で
評
価
す
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
も

の
と
し
ま
す
。

ま
た
、
道
路
区
域
外
と
な
る
道
路
休
憩
施
設

(S
A
/

P
A
)
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
収
益
性
が
重
視
さ
れ
る
た

め
、
｢収
益
還
元
法
に
よ
る
収
益
価
格
｣
を
標
準
と
し
て
、

｢鑑
定
評
価
手
法
の
う
ち
原
価
法
※
｣
に
よ
る
積
算
価
格

を
比
較
考
量
し
て
土
地
･
建
物
一
体
と
し
て
評
価
し
、
そ

こ
か
ら
土
地
価
格
を
求
め
る
こ
と
と
し
ま
す
。
な
お
、
無

人
型
の
施
設
は
、
取
引
事
例
比
較
法
に
よ
る
比
準
価
格
に

よ
っ
て
土
地
価
格
を
求
め
る
こ
と
と
し
ま
す
。

※

｢鑑
定
評
価
手
法
の
う
ち
原
価
法
｣
と
は
、
価
格
時
点
に
お
い
て
新
規

に
再
調
達
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
再
調
達
原
価
に
対
し
て
減
価
修
正
を

行
っ
て
積
算
価
格
を
求
め
る
手
法

5

負
債
･
資
本
の
評
価

負
債
に
つ
い
て
は
、
借
入
金
及
び
債
券
は
簿
価
で
評
価

す
る
こ
と
と
し
ま
す
。
ま
た
、
公
団
の
法
定
財
務
諸
表
に
あ

る
償
還
準
備
金
、
道
路
事
業
損
失
補
て
ん
引
当
金
は
、
開

始
時
の
貸
借
対
照
表
に
は
計
上
し
な
い
こ
と
と
し
ま
す
。

資
本
に
つ
い
て
、
機
構
ま
た
は
会
社
の
開
始
貸
借
対
照

表
に
お
け
る
資
本
は
、
資
本
金
と
資
本
剰
余
金
と
す
る
こ

と
と
し
ま
す
。

6

道
路
資
産
の
貸
付
に
関
す
る
会
計
処
理

オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ

･
リ
ー
ス
と
し
て
処
理
し
、
会
社

の
開
始
貸
借
対
照
表
に
は
、
リ
ー
ス
資
産

･
負
債
は
計
上

さ
れ
ず
、
機
構
の
開
始
貸
借
対
照
表
に
、
道
路
資
産

･
負

債
が
計
上
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

･
リ
ー
ス

…
リ
ー
ス
契
約
に
基
づ
く
リ
ー

ス
期
間
の
中
途
に
お
い
て
当
該
契
約
を
解
除
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
リ
ー
ス
取
引
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
リ
ー
ス

取
引
で
、
借
手
が
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
使
用
す
る
物

件

(以
下

｢リ
ー
ス
物
件
｣
と
い
う
。)
か
ら
も
た
ら

さ
れ
る
経
済
的
利
益
を
実
質
的
に
享
受
す
る
こ
と
が
で

き
、
か
つ
、
当
該
リ
ー
ス
物
件
の
使
用
に
伴
っ
て
生
じ

る
コ
ス
ト
を
実
質
的
に
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
リ
ー
ス

取
引
を
言
い
ま
す
。
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

･
リ
ー
ス
に
お
い

て
は
、
貸
手
に
お
い
て
は
リ
ー
ス
債
権
を
、
借
手
に
お

い
て
は
リ
ー
ス
資
産
と
リ
ー
ス
債
務
を
計
上
し
ま
す
。

オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ

･
リ
ー
ス

…
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

･
リ
ー

ス
取
弓
以
外
の
リ
ー
ス
取
引
を
言
い
ま
す
。



7

民
営
化
後
の
会
計
基
準
の
重
要
な
方
針

計
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

社
･
関
連
会
社
等
の
経
営
に
関
す
る
情
報
等
)
に
つ
い
て

①

会
社
が
高
速
道
路
の
新
設
又
は
改
築
に
よ
り
取
得

す
。

開
示
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

し
た
道
路
資
産
は
、
原
則
と
し
て
、
工
事
完
了
の
翌

三

お
わ
り
幅

日
以
後
に
お
い
て
は
、機
構
へ
帰
属
す
る
も
の
と
し
、

8

情
報
の
開
示
の
重
要
な
方
針

開
示
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

三

お
わ
り
に

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
き
ま
し
た
骨
子
に
つ
い
て
は
、

平
成
一
六
年
九
月
一
〇
日
か
ら
平
成
一
六
年
一
〇
月
一
二

日
ま
で
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
ご
意
見
を
募
集
し
た
と

こ
ろ
、
二
件
の
ご
意
見
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
お
寄
せ
い

た
だ
い
た
ご
意
見
と
そ
れ
に
対
す
る
検
討
会
の
見
解
に
つ

い
て
、
道
路
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
し
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
意
見
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

今
後
も
道
路
資
産
等
の
評
価
方
針
及
び
高
速
道
路
事
業
の

会
計
基
準
等
の
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

そ
の
前
は
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
工
事
費
用
に
係
る

債
務
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
の
帰
属
先
と
同
じ
帰

属
先
と
し
ま
す
。

②

①
に
お
い
て
道
路
資
産
の
価
額
(=
債
務
引
受
額
)

は
、
直
接
工
事
費
、
用
地
費
、
補
償
費
、
建
設
中
金

利
、
原
価
計
算
基
準
に
お
い
て
原
価
算
入
す
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
た
間
接
費
を
基
本
と
し
て
取
得
原
価
を

算
定
し
ま
す
。

③

①
に
お
け
る
当
該
道
路
資
産
及
び
負
債
を
機
構
へ

帰
属
し
た
時
点
で
、
当
該
非
償
却
資
産
に
係
る
建
設

中
金
利
の
額
を
当
該
資
産
額
か
ら
控
除
し
、
そ
の
控

除
額
は
機
構
の
期
間
費
用
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と

し
ま
す
。
な
お
、
償
却
資
産
に
係
る
建
設
中
金
利
に

つ
い
て
は
、
開
始
貸
借
対
照
表
作
成
時
と
同
様
の
考

え
方
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
し
ま
す

(当
該
資
産

が
機
構
に
帰
属
し
た
時
点
で
、
供
用
開
始
前
の
建
設

費
等
も
算
定
し
て
料
金
設
定
を
行
っ
た
場
合
に
は
、

資
産
額
か
ら
控
除
し
て
費
用
処
理
)。

ま
た
、
減
損
会
計
に
つ
い
て
、
会
社
に
つ
い
て
は
、
民

間
会
社
と
し
て
当
然
、
減
損
会
計
の
適
用
に
な
り
ま
す
。

機
構
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
が
減
損
会

8

情
報
の
開
示
の
重
要
な
方
針

機
構
及
び
会
社
は
、
国
民
に
対
し
て
そ
の
経
営
状
況
、

財
務
状
況
等
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
道
路
関
係
四
公
団
が

開
示
し
て
き
た
内
容
以
上
の
情
報
を
積
極
的
に
開
示
す
る

こ
と
と
し
ま
す
。
ま
た
、
子
会
社
･
関
連
会
社
等
の
デ
ィ

ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
等
、
民
営
化
す
る
こ
と
で
、
現
行
の
デ

ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
が
後
退
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し

ま
す
。

機
構
は
、
法
人
単
位
の
財
務
諸
表
以
外
に
、
道
路
事
業

勘
定
と
鉄
道
事
業
勘
定
毎
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
財
務
諸
表
を
作
成
し
ま
す
。
道
路
事
業
勘
定
に
つ
い
て

は
、
会
社
毎
の
区
分
を
設
け
、
さ
ら
に
、
旧
道
路
公
団
系

三
社
に
つ
い
て
は
、
高
速
自
動
車
国
道

･
一
般
有
料
道
路

別
に
区
分
し
た
セ
グ
メ
ン
ト
情
報
と
し
て
、
経
営
状
況
が

わ
か
る
よ
う
な
情
報
に
つ
い
て
開
示
す
る
こ
と
と
し
ま

す
。
ま
た
、
財
務
諸
表
以
外
の
情
報
と
し
て
、
道
路
資
産

の
保
有
･
貸
付
の
実
態
や
債
務
の
返
済
状
況

(路
線
別
の

道
路
資
産
額
、
貸
付
料
の
徴
収
状
況
、
返
済
計
画
と
実
績

の
対
比
等
)
に
つ
い
て
開
示
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

会
社
は
、
財
務
諸
表
以
外
の
情
報
と
し
て
、
道
路
の
料

金
設
定
の
合
理
性
、
高
速
道
路
事
業
の
採
算
性
及
び
経
営

の
合
理
性

(コ
ス
ト
削
減
計
画
と
そ
の
実
施
状
況
、
路
線

別
の
収
入
と
管
理
費
、
年
度
毎
の
維
持
管
理
計
画
、
予
会



｢I
m
s
世
界
会
議
愛
知

･
名
古
屋
2
0
0
4
｣

開
催
結
果
報
告

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
-
T
s
推
進
室

横
田

俊
英

=

は
じ
め
に

最
先
端
の
情
報
通
信
技
術

(I
T
)
を
活
用
し
、
人
と

道
路
と
ク
ル
マ
を
一
体
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
構
築
し
、
渋

滞
、
交
通
事
故
、
環
境
悪
化
等
の
問
題
の
解
決
を
目
指
す

と
と
も
に
、
便
利
で
快
適
な
移
動
の
実
現
を
目
指
す
も
の

が
I
T
S

(高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
)
で
す
。

I
T
S
世
界
会
議
は
、
I
T
S
を
推
進
す
る
世
界
中
の

産
学
官

(民
間
企
業
、
団
体
、
大
学
、
行
政
等
)
の
関
係

者
が
参
加
し
、
I
T
S
に
関
す
る
研
究
開
発
や
実
用
化
に

つ
い
て
の
情
報

･
意
見
交
換
等
を
行
う
国
際
会
議
で
す
。

一
九
九
四
年
に
パ
リ
で
第
一
回
が
開
催
さ
れ
て
以
来
、

ア
ジ
ア

･
太
平
洋
地
域
、
ア
メ
リ
カ
地
域
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

地
域
の
持
ち
回
り
で
毎
年
開
催
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
世

界
会
議
は
第

一
一
回
目
で
、
日
本
で
の
開
催
は
第
二
回

(
一
九
九
五
年
)
横
浜
会
議
以
来
二
回
目
に
な
り
ま
す
。

今
回
の
日
本
開
催
に
あ
た
っ
て
は
、
二
〇
〇
一
年
九
月

に
I
T
S
世
界
会
議
愛
知

･
名
古
屋
2
0
0
4
日
本
組
織

委
員
会

容
云長
…豊
田
章
一
郎
I
T
S
ー
J
a
p
a

n
会

長
)
が
組
織
さ
れ
、
準
備
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
国

土
交
通
省
を
は
じ
め
と
す
る
I
T
S
関
係
四
省
庁

酋
言察

庁
、
総
務
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
)
も
オ
ブ
ザ

ー
バ
ー
と
し
て
こ
れ
に
積
極
的
に
参
画
し
て
き
ま
し
た
。

今
回
の
世
界
会
議
は

｢飛
躍
す
る
移
動
｣
を
テ
ー
マ
と

し
て
、
我
が
国
の
最
新
の
I
T
S
技
術
を
世
界
に
発
信
す

る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
世
界
会
議
に
は
な
か
っ
た
取

組
み
と
し
て

｢市
民
参
加
｣
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
取
り

入
れ
、
身
近
に
な
っ
た
I
T
S
を
一
般
市
民
も
含
め
た
多

く
の
方
々
が
体
験
し
ま
し
た
。
以
下
、
今
回
の
世
界
会
議

の
状
況
に
つ
い
て
紹
介
い
た
し
ま
す
。

二

開
会
式

一
〇
月
一
人
日

(月
)
愛
知
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
、
国
内
外
か
ら
約
二
、
0
0
0
人
が
参
加
し
、
秋
篠

宮
同
妃
両
殿
下
の
ご
臨
席
の
も
と
、
開
会
式
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
秋
篠
宮
殿
下
の
お
言
葉
に
続
い
て
、
日
本
国
を
代

表
し
て
内
閣
総
理
大
臣

(代
読

…蓮
実
進
国
土
交
通
副
大

臣
)
か
ら
I
T
S
に
つ
い
て
の
政
府
の
取
組
み
や
国
際
協

力
に
よ
る
積
極
的
推
進
へ
の
期
待
が
込
め
ら
れ
た
メ
ッ
セ

ー
ジ
が
披
露
さ
れ
た
後
、
I
T
S
関
係
四
省
庁
を
代
表
し

て
国
土
交
通
大
臣

(代
読
…安
富
国
土
交
通
審
議
官
)
か

ら
、
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
に
入
っ
た
国
内
I
T
S
の
現
状

と
今
後
の
展
開
に
寄
せ
る
期
待
に
つ
い
て
挨
拶
が
あ
り
ま

し
た
。
日
本
側
に
続
い
て
、
ア
メ
リ
カ

･
E
U

･
中
国
の

各
政
府
代
表
、
I
T
S
三
極
代
表
者
、
来
賓
の
方
々
が
挨



写真2 ご視察される秋篠宮同妃両殿下
(写真提供 日本組織委員会)

写真 1 総理メッセージを紹介する蓮実国土交通

　　
　ンゞ日　

　
ツ
真

メ
奪　　古田

写真 3 - T S ワールド (写真提供 日本組織委員会)

拶
を
行
い
ま
し
た
。

亘

展
示
会
e
論
文
発
表

一
〇
月
一
九
日

(火
)
か
ら
は
、
会
場
を
名
古
屋
市
郊

外
の

｢ポ
ー
ト
メ
ッ
セ
な
ご
や
｣
に
移
し
て
、
各
種
展
示

や
論
文
発
表
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
展
示
会
場
に
は
、
一
九

日
の
午
前
中
に
秋
篠
宮
同
妃
両
殿
下
が
お
越
し
に
な
り
、

I
T
S
ワ
ー
ル
ド
等
を
ご
視
察
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
同
日
午
後
に
は
、
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
が
行
わ
れ
、

基
調
講
演
、
論
文
発
表
、
技
術
展
示
、
テ
ク
ニ
カ
ル
ツ
ア

ー
な
ど
各
種
行
事
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

展
示
会
は
、
一
般
市
民
に
も
理
解
し
易
い
よ
う
な
も
の

を
数
多
く
取
り
入
れ
て
い
ま
し
た
。
と
り
わ
け
I
T
S
ワ

ー
ル
ド
で
は
、
身
近
に
な
っ
た
I
T
S
を
分
か
り
易
く
映

像
で
見
せ
る
ジ
オ
ラ
マ
シ
ア
タ
ー
や
実
際
の
ク
ル
マ
や
装

置
な
ど
を
使
っ
て
｢ま
ち
｣
を
再
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

I
T
S
を
実
際
に
目
で
見
て
感
じ
て
も
ら
う
展
示
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

I
T
S
ワ
ー
ル
ド
を
訪
れ
た
人
か
ら
は
、
｢I
T
S
と

い
う
も
の
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
何
を
目

指
し
て
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
か
よ
く
理
解
で
き
、

大
変
よ
か
っ
た
。｣
と
か

｢市
民
参
加
型
イ
ベ
ン
ト
の
趣

写真 4 政府関係ブース



旨
に
沿
っ
た
内
容
だ
っ
た
こ

な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
、

展
示
会
場
来
場
者
の
約
四
割

(約
二
四
、
0
0
0
人
)
も

の
人
が
訪
れ
る
盛
況
ぶ
り
で
し
た
。

道
路
局
関
連
と
し
て
は
、
今
年
八
月
の
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ

イ
推
進
会
議
の
提
言
を
受
け
て
、
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
に

入
っ
た
I
T
S
の
現
状
や
今
後
の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
I

T
S
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
い
て
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
や
パ
ネ

ル
を
使
っ
て
、
市
民
に
親
し
み
や
す
い
展
示
が
行
わ
れ
、

多
く
の
方
が
訪
れ
て
い
ま
し
た
。

論
文
発
表
関
係
で
は
、
主
要
テ
ー
マ
を
日
米
欧
の
代
表

者
が
発
表

･
討
議
を
行
う
プ
レ
ナ
リ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
一

二
件
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
方
式
で
日
米
欧
の
産

官
学
の
代
表
者
が
発
表

･
討
議
を
行
う
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ

セ
ッ
シ
ョ
ン
に
二
六
件
、
日
米
欧
の
産
学
官
の
主
導
的
立

場
に
あ
る
者
が
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形
式
で
発

表

･
討
議
を
行
う
ス
ペ
シ
ャ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
九
〇
件
、

ま
た
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
学
術
論
文
、
技
術
論
文
、
ポ
ス

タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
五
二
三
件
も
の
論
文
が
寄
せ
ら

れ
、
活
発
な
情
報
･
意
見
交
換
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

国

シ
嗣
ー
ゲ
ー
ヌ

今
回
の
世
界
会
議
に
お
い
て
は
、
初
め
て
の
試
み
と
し

て
、
専
門
家
向
け
に
地
域
に
お
け
る
I
T
S
の
実
際
の
取

組
み
を
視
察
･
体
験
で
き
る
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
が
組
み
込
ま

れ
た
ツ
ア
ー
が
全
部
で
二
〇
コ
ー
ス

(二
七
便
)
用
意
さ

れ
ま
し
た
。
参
加
者
の
多
く
か
ら
高
い
評
価
を
得
る
こ
と

が
で
き
、
I
T
S
技
術
の
今
後
の
実
用
化

･
普
及
に
向
け

た
取
組
み
に
弾
み
が
つ
く
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

道
路
局
関
連
で
も
多
く
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
が
企
画
･
展

示
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
ス
マ
ー
ト
I
C

(E
T
C

専
用
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
)
と
E
T
C
技
術
を
用
い
た
マ

ル
チ
サ
ー
ビ
ス
の
実
験
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

世
界
会
議
開
催
に
先
立
つ
一
〇
月
一
五
日
に
、
東
名
高

速
道
路
上
郷
s
A

(下
り
線
)
に
お
い
て
、
全
国
初
の
ス

マ
ー
ト
I
C

(E
T
C
専
用
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
)
が
社

会
実
験
と
し
て
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
同
S
A
で
は
周
辺
の

地
域
･観
光
情
報
や
道
路
交
通
情
報
等
を
駐
車
場
で
入
手

出
来
る
E
T
C
通
信
技
術

(D
S
R
C
)
を
活
用
し
た
情

報
提
供
サ
ー
ビ
ス
実
験
も
併
せ
て
行
わ
れ
、
近
未
来
の
I

霊
T
S
サ
ー
ビ
ス
を
多
く
の
方
々
が
体
験
さ
れ
、
非
常
に
好

評
で
し
た
。

さ
ら
に
、
名
古
屋
市
内
の
名
城
公
園
駐
車
場
で
は
、
一

台
の
車
載
器
で
駐
車
場
入
出
庫
に
お
け
る
自
動
料
金
決
済

サ
ー
ビ
ス
や
ド
ラ
イ
バ
ー
へ
の
道
路
情
報

･
地
域
情
報
等

の
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
E
T
C
通
信
技
術

(D
S
R
C
)
を
活
用
し
た
、
マ
ル
チ
サ
ー
ビ
ス
を
参
加

者
の
皆
様
に
体
験
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
利
便
性
を
実
感

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
実
験
は
、
道
路
局
が
進
め
る

｢二
〇
〇
七
年

に
一
台
の
車
載
器
で
多
様
な
I
T
S
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で

き
る
車
内
環
境
の
実
現
｣
に
向
け
た
取
組
み
の
一
環
と
し

て
、
参
加
者
の
皆
様
か
ら
は
高
い
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
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き
ま
し
た
。

五

ー
T
S
関
係
の
三
国
間
会
議

I
T
S
世
界
会
議
開
催
に
併
せ
て
、
各
国
政
府
の
I
T

S
担
当
部
局
と
意
見
交
換
を
行
う
場
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る

｢
二
国
間
会
議
｣
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
、
米

国
･
韓
国
･
E
U
･
中
国
と
の
間
で
二
国
間
会
議
を
実
施

し
、
各
会
議
と
も
、
有
意
義
な
情
報

･
意
見
交
換
が
行
わ

れ
る
と
と
も
に
、
親
交
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

六

お
わ
り
に

一
〇
年
前
頃
か
ら
本
格
的
な
普
及
が
始
ま
っ
た
I
T
S

が
、
い
よ
い
よ
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
に
入
り
、
国
民
の
生

活
文
化
に
深
く
浸
透
し
、
社
会
を
変
え
て
い
く
存
在
と
し

て
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
報
告
し
た
I
T
S
世
界
会
議
愛
知
･
名
古
屋
2
0

0
4
、
さ
ら
に
は
、
来
春
三
月
に
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い

る
愛

･
地
球
博

(愛
知
万
博
)
の
成
果
を
踏
ま
え
、
今
後

と
も
I
T
S
の
推
進
に
ま
す
ま
す
弾
み
が
つ
く
も
の
と
期

待
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
来
年
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
開
催
さ
れ
る
I
T

S
世
界
会
議
に
、
今
回
の
会
議
の
成
果
が
受
け
継
が
れ
、

I
T
S
に
関
す
る
研
究
開
発
と
実
用
化
が
よ
り
一
層
加
速

さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

表 1 I T S 世界会議参加者数等 (日本組織委員会発表)

実 績 備 考

会議登録者 5
,
794人

53カ国から参加

(海外参加者 l
,
440人)

会場参加者 鰍購/○ 人刃̂50標日
]

全国I T S関連行事参加者 人脚00早約 人Pの標日
]

出展企業･団体数 露鯛乙̂

道行セ 2004.12 3 7



会
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報
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滋
覆
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導き
"軸
侭
扇
黛赫
国
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円
熟
艇
酬
欝
煽選
科
月
超
が輔
導
趨
き雛
詳
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蝉
麩
瓱雄
邁
ぶ韓
国
は
謡
い対
袋泌将
n
月
寝せNだけ
鰹
蟻
増
参

『成
果
志
向
』
⑫
道
路
衙
鞠
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
践

~

｢道
路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ガ
イ
ダ
ン
ス
｣
の
紹
介
~

道
路
局
企
画
課
道
路
事
業
分
析
評
価
室

国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
道
路
研
究
部
道
路
研
究
室

=

は
じ
め
に

道
路
行
政
で
は
、
他
の
公
共
事
業
分
野
に
先
駆
け
て
行

政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
推
進
し
て
お
り
、
本
誌
二
〇
〇
四
年

一
月
号
特
集

(道
路
政
策
評
価
)
及
び
九
月
号
特
集

(成

果
志
向
の
道
路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
践
)
で
紹
介
し

た
よ
う
な
政
策
レ
ベ
ル
で
の
取
組
み
を
主
に
行
っ
て
き
て

い
る
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
事
業
実
施
お
い
て
死
傷
事
故
率

や
渋
滞
損
失
を
下
げ
る
と
い
っ
た
、
成
果
を
意
識
し
た
現

場
レ
ベ
ル
で
の
実
践
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。

そ
の
た
め
に
、
道
路
局
で
は
、
全
国
各
地
の
事
業
展

開
･
管
理
の
実
情
を
把
握
し
、
ア
ウ
ト
カ
ム
を
達
成
す
る

た
め
に
ど
の
よ
う
な
施
策

･
事
業
を
と
れ
ば
い
い
か
な
ど

の
行
政
判
断
等
を
支
援
す
る
仕
組
み
を
企
画
す
る
と
と
も

に
、
参
考
と
な
る
好
事
例
を
ま
と
め
た

｢道
路
行
政
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
ガ
イ
ダ
ン
ス
｣
(以
下

｢
ガ
イ
ダ
ン
ス
｣
と
い

う
。)
を
作
成
し
た
の
で
、
本
稿
で
は
そ
の
概
要
に
つ
い

て
紹
介
す
る
。

二

背
景
と
必
雲
性

道
路
行
政
に
お
い
て
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
視
点
に
立
ち
、

よ
り
効
果
的
、
効
率
的
か
つ
透
明
性
の
高
い
道
路
行
政
へ

と
転
換
す
る
た
め
、
平
成
一
五
年
度
よ
り
、
ユ
ー
ザ
ー
に

と
っ
て
の
成
果
を
重
視
す
る

｢成
果
志
向
｣
の
考
え
方
を

採
り
入
れ
、
指
標
を
用
い
た
施
策
の
評
価
シ
ス
テ
ム
を
核

と
す
る
新
た
な
道
路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
し
く
み
を
導

入
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
れ
ま
で
に
、
一
七
指
標
の
設
定
、
業
績
計
画
書

･
達

成
度
報
告
書
の
公
表
、制
度
や
予
算
要
求
へ
の
反
映
な
ど
、

主
に
政
策
レ
ベ
ル
で
の
取
組
み
を
行
っ
て
き
て
い
る

(図

平成1 6年度は、道路行政マネジメントの実践へ

平成16年 4月 予算と成果のリンク (平成笹年度より成果買収型予算の導入)

平成t6年 6月 ｢平成15年度達成度報告書 ･平成16年度業績計画書｣策定、公表
平成16年 7月 平成17年度道路局重点施策、国土交通省重点施策 公表
平成16年 8月 平成17年度予算概算要求

『道路行政マネジメントガイダンス｣ の策定
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道路行政マネジメントの取組み

平成1 5年度は、道路行政マネジメントをスタート

　　　
の

こ
札囮

提言 ｢『成果主剤 の道路行政マネジメントへの転換-理論から実践へ-｣

｢平成15年度道路行政の業績計画書｣策定、公表
(成果志向の新たな ｢道路行政マネジメント｣ をスタート)

都道府県ごと等地域レベルでも、 ｢業績計画書｣ を策定

平成16年度予算概算要求
｢社会資本整備重点計画｣閣議決定
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ー
)
が
、
道
路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
日
常
業
務
に
浸
透
さ

せ
、
実
効
性
の
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
様
々
な
課
題

に
対
し
て
継
続
的
な
改
善
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
度
か
ら
は
日
常
業
務
へ
の
浸
透
を
図
る
こ
と

を
重
視
し
た
道
路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
践
の
た
め
の

具
体
的
な
取
組
み
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

(図
2
)。

成
果
志
向
の
道
路
行
政
の

｢実
践
｣
に
あ
た
っ
て
は
、

Iし裟･ 向上させるアウトカムを意識
･具体的な対策箇所の抽出
･ 現場レベルから政策レベルへのフィー ドバック

繊組さ取
上

の
向

後

･

今

図 2 ｢成果志向｣ の道路行政マネジメント

本
省
、
地
方
整
備
局
の
本
局
、
事
務
所
等
が
一
体
と
な
り
、

ま
た
地
方
自
治
体
と
連
携
し
、
自
ら
の
改
善
点
や
工
夫
に

気
づ
く

｢考
え
る
組
織
｣
と
な
っ
て
問
題
解
決
に
あ
た
る

こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
省
か
ら

現
場
ま
で
が
、
死
傷
事
故
率
や
渋
滞
損
失
な
ど
を
活
用
し

た
標
準
的
な
プ
ロ
セ
ス

(四
で
後
述
)
に
よ
り
問
題
意
識

を
共
有
し
、
課
題
の
高
い
箇
所
の
抽
出
や
施
策
の
効
果
を

把
握
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
ま
た
、
現
場
で
は
地
域

の
実
情
に
応
じ
た
工
夫
を
取
り
入
れ
、
地
域
住
民
の
理
解

と
共
感
を
得
る

｢実
践
｣
を
図
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

三

『ガ
イ
ダ
ン
ス
』
④
役
割

こ
れ
ま
で
の
事
業
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
現
場
職
員
の

経
験
等
を
も
と
に
個
別
に
実
施
し
て
き
た
面
が
強
い
が
、

成
果
を
意
識
し
た
行
政
を
目
指
す
た
め
に
、
｢ガ
イ
ダ
ン

ス
｣
で
は
、
よ
り
客
観
的
･
効
率
的
な

｢行
政
判
断
｣
の

方
法
を
示
す
こ
と
、
つ
ま
り
ア
ウ
ト
カ
ム
と
事
業
実
施
の

間
の

｢
つ
な
ぎ
｣
に
つ
い
て
解
説
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る

(図
3
)
。

例
え
ば
渋
滞
対
策
の
事
業
を
実
施
す
る
場
合
、
ま
ず
全

国
ま
た
は
地
域
ご
と
に
ど
れ
だ
け
渋
滞
が
あ
る
か
を
把
握

し
て
事
業
箇
所
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ

の
際
に
、
渋
滞
損
失
時
間
の
削
減
と
い
う
ア
ウ
ト
カ
ム
を

達
成
す
る
た
め
に
、
優
先
順
位
を
誤
ら
ず
に
事
業
箇
所
を

抽
出
す
る
方
法
を
明
ら
か
に
し
、
参
考
と
な
る
事
例
を
示

し
て
い
く
こ
と
が

｢ガ
イ
ダ
ン
ス
｣
の
役
割
で
あ
る
。

得られた成果

認

　
　
　

　

　
　
　

ウ
て

、
、効

　
　

　
　

{
き

、開
事

　
　　

　　
　
　

　　

ミウ
こ

ご

　　　
　

　

図 3 地域別 ･整備局レベルの道路行政マネジメントの流れ

効
営

･
運

的

な

析

る

　
　
　

螂

と標

な
お
、
事
業
箇
所
を
抽
出
し
た
上
で
、
事
業
の
コ
ス
ト

等
を
勘
案
し
つ
つ
、
効
率
的
に
事
業
を
実
施
し
て
い
く
こ

と
も
｢実
践
｣
に
お
け
る
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
が
、

具
体
的
な
対
策
立
案
に
あ
た
っ
て
の
考
え
方
や
事
例
に
つ

い
て
は
、
｢ガ
イ
ダ
ン
ス
｣
で
取
り
扱
う
範
囲
と
せ
ず
、

『交
通
事
故
対
策

･
評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
や

『交
通
事
故

対
策
事
例
集
』
の
よ
う
な
個
別
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
で
示
し

て
い
く
こ
と
と
し
た
。

【これまでの取組み】
･ 17指標の設定･ 17指標の設疋
･業績計画書 ･達成度報告書の公表
･制度や予算要求への反映

政策レベル



園

道
路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
異
議
幅
向
け

た
仕
組
み
の
導
入
焉
取
組
み
の
ヒ
ン
ト

道
路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実
践
し
て
い
く
た
め
に
、

本
省
か
ら
現
場
ま
で
が
問
題
意
識
を
共
有
し
、
課
題
の
高

い
箇
所
の
抽
出
や
施
策
の
効
果
を
把
握
す
る
標
準
的
な
プ

ロ
セ
ス
と
し
て
使
用
す
る
仕
組
み
に
つ
い
て
、
｢ガ
イ
ダ

ン
ス
｣
で
は

｢客
観
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
く
仕
組
み
の
導

入
｣
と

｢情
報
共
有

･
蓄
積
の
仕
組
み
づ
く
り
｣
の
二
点

に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
五
で
説

明
す
る
こ
と
と
し
、本
章
で
は
前
者
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

道
路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
課
題
を
明
ら
か
に

し
、
反
省
を
改
善
に
つ
な
げ
る
こ
と
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
い

て
分
析
を
行
う
た
め
に
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
く
仕

組
み
と
し
て
、
｢課
題
の
多
い
区
間
の
抽
出
方
式
の
導
入
｣

と

｢道
路
行
政
運
営
へ
の
競
争
原
理
の
導
入
｣
を
行
う
こ

と
と
し
た
。
以
下
で
、
こ
れ
ら
の
仕
組
み
と
そ
れ
を
利
用

し
た
取
組
み
の
ヒ
ン
ト
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

1

課
題
の
高
い
区
間
の
抽
出
方
式
の
導
入

(優
先
度
明
示
方
式
)

｢交
通
安
全
｣
分
野
や

｢渋
滞
｣
分
野
で
は
、
目
標
と

す
る
成
果
を
よ
り
効
果
的
、
効
率
的
に
達
成
す
る
た
め
に

は
、
課
題
の
高
い
箇
所
を
抽
出
し
、
か
つ
地
域
の
実
情
を

把
握
し
て
対
策
実
施
箇
所
を
選
定
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
。
そ
こ
で
、
対
策
の
必
要
性
を
示
す
客
観
的
デ
ー
タ

(死
傷
事
故
率
、
渋
滞
損
失
時
間
な
ど
)
を
、
課
題
の
高

い
順
に
並
べ
て
優
先
的
に
対
策
す
べ
き
箇
所
を
明
示
す
る

｢優
先
度
明
示
方
式
｣
を
導
入
す
る
。

例
え
ば
、
｢交
通
安
全
｣
分
野
で
は
、
死
傷
事
故
率
の

高
い
区
間
を
順
に
並
べ
た
事
故
率
曲
線
を
作
成
し
、
対
策

実
施
区
間
選
定
の
基
本
デ
ー
タ
と
し
て
活
用
す
る
。
具
体

的
な
検
討
の
流
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
区
間
の
分
割

区
間
の
分
割
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
考
え
方
に
よ

り
分
割
し
た
区
間
を
基
本
と
す
る
。

･
交
差
点
と
単
路
部
に
分
類

(事
故
の
発
生
形
態
が

異
な
る
)

･
単
路
部
に
つ
い
て
、
道
路
種
別
、
交
通
量
、
沿
道

条
件
毎
に
、
｢事
故
が
一
様
に
発
生
す
る
と
仮
定

す
る
と
一
年
に
一
件
事
故
が
発
生
す
る
区
間
｣
に

分
割

(区
間
延
長
は
○
･
二
~
一
･
0
蝋
が
原
則
で
あ

る
が
、
交
差
点
間
に
お
い
て
は
二
〇
0
m
以
下
の

区
間
も
あ
り
う
る
)

②
事
故
率
曲
線
の
作
成

分
割
し
た
区
間
毎
の
死
傷
事
故
率
に
着
目
し
、
区

間
を
死
傷
事
故
率
に
基
づ
き
順
位
付
け
を
行
い
、
事

故
率
曲
線
を
作
成
す
る
。

③
優
先
事
業
区
間
の
抽
出

死
傷
事
故
率
に
関
す
る
基
準
値

(例
え
ば
、
平
均

の
二
倍
)
を
設
定
し
、
死
傷
事
故
率
が
基
準
値
を
超

輻
ジ一図 4 事故率曲線と実施区間選定のイメージ

平均死傷事故率

重貞対策区間

　

　

雑

の

え
る
区
間
を
ま
ず
優
先
事
業
区
間
と
し
て
検
討
対
象

と
す
る

(図
4
)。

こ
の
仕
組
み
を
利
用
し
て
現
場
で
取
組
み
を
実
施
し
て

い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
ス
テ
ッ
プ
1
と
し
て
、
優
先
度
明

示
方
式
に
よ
り
課
題
を
客
観
的
に
把
握
す
る
こ
と
と
と
も

に
、
ス
テ
ッ
プ
2
と
し
て
、
現
場
の
状
況
に
応
じ
て
判
断

や
工
夫
を
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う

な
考
え
方
に
基
づ
い
て
実
施
し
た
取
組
み
に
つ
い
て
、
以

下
で
例
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
。

①
事
故
率
曲
線
よ
り
課
題
の
多
い
箇
所
を
抽
出

秋
田
河
川
国
道
事
務
所
で
は
、
管
内
の
道
路
に
つ

い
て
、
標
準
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
従
い
、
年
平
均
死
傷

事
故
率
が
県
平
均
の
二
倍
以
上
の
箇
所
を
抽
出
し

40 道行セ 2004.12

死
傷
事
故
率
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た
。

②
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
交
通
安
全
対
策
箇
所
の
抽
出

年
間
を
通
し
て
の
死
傷
事
故
件
数

球
土
に
加
え
、

冬
期
間
の
死
傷
事
故
件
数

森
+)
を
加
味
す
る
な
ど
、

地
域
や
季
節
の
特
性
を
十
分
に
考
え
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
た
め
、
冬
期
の
平
均
死
傷
事
故
率
が
県
平
均

の
二
倍
以
上
の
箇
所
を
抽
出
し
た

(図
5
)。

③
具
体
的
な
事
故
対
策
の
立
案
、
実
施

抽
出
さ
れ
た
死
傷
事
故
率
の
高
い
危
険
箇
所
に
つ

い
て
、
事
故
対
策
を
実
施
し
た
。

1箔行セ 2004 12 4′

2

道
路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
競
争
原
理
の
導
入

(ベ
ン
チ
マ
ー
キ
ン
グ
方
式
)

｢路
上
工
事
｣
分
野
や

｢
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

(ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ク
セ
ス
数
等
)｣
分
野
等
で
は
、
絶
対

的
な
目
標
が
明
確
で
な
い
た
め
、
自
分
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を

確
認
し
た
上
で
、
他
の
優
良
な
取
組
み
を
学
習
し
て
、
自

ら
の
取
組
み
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ

で
、
競
争
原
理
を
取
り
入
れ
る
た
め
、
事
務
所
別
な
ど
の

達
成
度
を
公
表
す
る

｢ベ
ン
チ
マ
ー
キ
ン
グ
方
式
｣
を
導

入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
良
好
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
他
主

体
の
取
組
み
を
学
び
、自
ら
の
改
善
点
や
工
夫
に
気
付
く
、

よ
り
自
発
的
な
行
政
運
営
を
促
進
す
る
。

こ
の
仕
組
み
を
利
用
し
て
現
場
で
取
組
み
を
実
施
し
て

い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
ス
テ
ッ
プ
1
と
し
て
、
ベ
ン
チ
マ

ー
キ
ン
グ
方
式
に
よ
り
事
務
所
な
ど
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
把

秋田県年平均死傷事故率43.6の
2倍以上

秋田県年平均死傷事故率43,6の

平 2死 では把握できな
、冬期事故危険箇所年平地2倍以上

"箇離7、蕊{逃8箇所) ぶふ
･延長aフ※l8J65紬)

年平均2倍以上の内 年平均2倍以上の内
･箇所339%(52箇所)
･延長39.6%(7.19km)

図 5 冬期の平均死傷事故率の検討

600
(件/億台キロ)

700



握
し
て
、
ス
テ
ッ
プ
2
と
し
て
、
地
域
の
実
情
と
他
の
事

例
を
学
習
し
、
改
善
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
に
な

っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
実
施
し
た

取
組
み
に
つ
い
て
、
以
下
で

｢
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

(ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ク
セ
ス
数
等
)｣
分
野
を
例
に
し
て

検
討
の
流
れ
を
紹
介
す
る
。

①
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
ア
ク
セ
ス
数
を
比
較
し
、
各
事

務
所
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
確
認

本
省
で
集
計
さ
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
ア
ク
セ

ス
数
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
事
務
所
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン

(人
口
当
た
り
の
ア
ク
セ
ス
数
の
順
位
等
)
を
確
認

す
る
。

②
地
域
の
実
情
と
他
事
務
所
等
の
事
例
を
学
習
し
、
改

善
点
を
抽
出

ア
ク
セ
ス
数
の
多
い
事
務
所
は
、
冬
期
の
路
面
や

災
害
時
通
行
止
め
な
ど
の
道
路
規
制
情
報
、
バ
ス
の

運
行
情
報
な
ど
、
ユ
ー
ザ
ー
の
ニ
ー
ズ
に
合
致
し
た

情
報
を
発
信
す
る
な
ど
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
。

③
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
改
善

郡
山
国
道
事
務
所
で
は
、
緊
急

･
災
害
情
報
の
充

実
、
国
道
に
設
置
し
た
カ
メ
ラ
か
ら
の
ラ
イ
ブ
映
像

の
掲
載
、
災
害
情
報
な
ど
を
携
帯
電
話
に
配
信
す
る

｢メ
ー
ル
通
知
サ
ー
ビ
ス
｣
の
登
録
受
付
を
開
始
し

た
と
こ
ろ

(図
6
)
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
ア
ク
セ

ス
数
は
、
対
前
月
比
一
･
七
一
倍
の
伸
び
を
記
録
し

た
。

五

等
後
の
取
組
み

四

で
述
べ
た
｢情
報
共
有

･
蓄
積
の
仕
組
み
づ
く
り
｣

に
関
し
て
は
、
｢
ガ
イ
ダ
ン
ス
｣
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、

紙
ベ
ー
ス
の
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
イ
ン
ト
ラ
ネ

ッ
ト
を
用
い
て
共
有
し
、
好
事
例
の
共
有
を
容
易
に
し
た

り
、
随
時
更
新
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
り
す
る
仕
組
み

を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
｢ガ
イ
ダ
ン
ス
｣
で
取
り
上

げ
た
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
活
用
し
て
い
く
予
定
で
あ
る

(図
7
)。

1

道
路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
活
用

課
題
の
高
い
箇
所
の
抽
出
、
対
策
検
討
を
行
う
際
の
基

表

,
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　翳

本
的
な
手
法
と
し
て
広
く
活
用
す
る
。
ま
た
、
本
省
と
地

方
整
備
局
と
の
間
で
行
わ
れ
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る

ヒ
ア
リ
ン
グ
や
、
政
策
レ
ベ
ル
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

･
サ
イ

ク
ル
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
使
用
し
て
い
る
。
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図 7 組織間の連携イメージ

2

好
事
例
の
取
り
込
み

各
分
野
に
お
い
て
参
考
と
な
る
取
組
み
を
実
践
し
て
い



る
事
例
を
取
り
ま
と
め
、
好
事
例
と
し
て
公
表
す
る
。
さ

ら
に
、
当
該
現
場
に
つ
い
て
、
奨
励
賞
や
、
技
術
研
究
発

表
会
を
通
し
て
、
そ
の
取
組
み
を
表
彰
す
る
こ
と
を
検
討

し
て
い
る
。

3

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
の
活
用

各
事
務
所
の
事
業
概
要
資
料
等
に
、
｢ガ
イ
ダ
ン
ス
｣

の
事
業
箇
所
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ

り
、
各
実
施
事
業
の
位
置
づ
け
を
よ
り
明
確
に
示
す
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
行
政
間
の
調
整
の
み
な
ら
ず
、

対
住
民
へ
の
説
明
責
任
を
向
上
さ
せ
る
ツ
ー
ル
と
し
て
活

用
し
て
い
く
。

六

課
題

九
州
地
方
整
備
局
で
は
目
標
設
定
に
よ
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
管
理
を
行
う
仕
組
み
で
あ
る

｢ち
ゃ
く
ち
ゃ
く
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
｣
の
取
組
み
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
業

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
は
じ
め
と
し
て
、
予
算
管
理
、
職
員
の

技
術
向
上
等
、
効
果
的
･
効
率
的
な
運
営
に
関
す
る
事
項

も
、
現
場
レ
ベ
ル
の
道
路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
践
に

あ
た
っ
て
は
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
て
い
る
。
今
後

は
、
現
場
の
職
員
の
視
点
に
立
っ
た
、
仕
事
に
対
す
る
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
る
よ
う
な
内
部
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に

関
す
る
検
討
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
先
進
的
な

現
場
レ
ベ
ル
に
お
け
る
取
組
み
が
進
ん
で
い
く
こ
と
を
期

待
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
好
事
例
を

｢ガ
イ
ダ
ン
ス
｣
に

図 8 ｢成果志向｣ の道路行政マネジメントの実践

盛
り
込
む
こ
と
も
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
成
果
を
意
識
し

た
道
路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
取
組
み
と
並
行
し
て
、
組

織
全
体
が
効
率
的
に
事
業
を
実
施
し
、
活
性
化
す
る
こ
と

に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

七

お
わ
り
に

今
回
紹
介
し
た

｢ガ
イ
ダ
ン
ス
｣
は
、
達
成
度
報
告

書

･
業
績
計
画
書
な
ど
の
策
定
に
よ
り
、
道
路
行
政
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
枠
組
み
を
作
っ
て
き
た
こ
と
を
、
さ
ら
に
日

常
業
務
へ
｢成
果
志
向
｣
を
組
み
込
ん
で
い
く
取
組
み
で

あ
る
。
成
果
志
向
の
道
路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
着
実
に

浸
透
さ
せ
る
た
め
に
は
、
本
省
、
地
方
整
備
局
、
事
務
所

等
各
々
の
役
割
を
踏
ま
え
つ
つ
、
｢成
果
を
意
識
し
た
道

路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
転
換
｣
を
目
指
し
、
互
い
に

連
携
し
て
積
極
的
に
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
既
に
内
部
、
外
部
の
方
々
が
各
地
で
実
践
し
て
い
る

工
夫
の
あ
る
事
例
や
、
こ
れ
か
ら
の
新
し
い
試
み
な
ど
、

現
場
に
お
け
る
様
々
な
取
組
み
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て

そ
れ
ら
を
共
有
し
、
他
の
事
例
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
自
ら
の

取
組
み
を
見
直
し
、
改
善
を
図
り
、
常
に
考
え
る
工
夫
す

る
努
力
を
日
々
続
け
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え

る
o道

路
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
成
果
を
重
視
し
、
国
民
が
満
足

す
る
道
路
行
政
に
転
換
す
る
こ
と
で
、
今
後
と
も
国
民
か

ら
信
頼
さ
れ
る
道
路
行
政
を
目
指
し
て
い
く
所
存
で
あ
る

(図
8
)。

な
お
、
道
路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
取
組
み
に
つ
い
て

は
、
国
土
交
通
省
道
路
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

｢新
た
な
道

路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
｣
(見
せ
誓
言
"
"
鶏
者
日
E
釣
oLミ

5
p島
軸熱
マ
せ
の驫
o自
浄
い
せ
①鳶
o
日
‐官
B
こ
に
お
い
て
公
表
し

て
い
る
の
で
そ
ち
ら
も
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
関
係
法

そ
の
4

大
臣
官
房
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
関
係
組
織
設
立
準
備
室

清
水

奈
緒
美

今
回
か
ら
二
回
に
分
け
て
、
｢日
本
道
路
公
団
等
の
民

営
化
に
伴
う
道
路
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
｣

の
解
説
を
行
う
。
今
回
は
前
半
と
し
て
道
路
整
備
特
別
措

置
法
の
改
正
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
い
く
こ
と
と
し
た

い
。

.ノ並
ぶ
道
路
整
備
薄
翹
措
置
法
辺
讃
部
敢
正
さ

道
路
整
備
特
別
措
置
法
は
、
道
路
無
料
公
開
の
原
則
の

例
外
で
あ
る
有
料
道
路
制
度
を
規
定
す
る
特
別
法
で
あ

る
。
財
源
不
足
の
中
で
道
路
事
業
を
行
う
た
め
に
借
入
金

を
用
い
て
整
備
を
行
い
、
完
成
後
の
料
金
収
入
か
ら
返
済

す
る
と
い
う
方
式
を
と
る
も
の
で
あ
り
、
現
行
法
は
日
本

道
路
公
団
の
発
足
と
と
も
に
昭
和
三
一
年
に
制
定
さ
れ

た
。
今
般
の
道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
改
正
は
日
本
道
路

公
団
、
首
都
高
速
道
路
公
団
、
阪
神
高
速
道
路
公
団
、
本

州
四
国
連
絡
橋
公
団

(以
下

｢日
本
道
路
公
団
等
｣
と
い

う
。)
に
よ
る
有
料
道
路
整
備
の
制
度
を
根
本
か
ら
変
え

る
大
き
な
改
正
と
な
っ
て
い
る
。

一
高
速
道
路
の
新
譲
、
改
築
、
維
持
、
修
繕

今
般
の
改
正
後
の
道
路
整
備
特
別
措
置
法

(以
下
｢新

特
措
法
｣
と
い
う
。
特
に
断
り
が
な
い
場
合
、
条
文
は
特

措
法
上
の
規
定
を
指
す
。)
第
三
条
は
、
第
二
条
第
四
項

に
規
定
す
る
会
社

(以
下
単
に

｢会
社
｣
と
い
う
。)
が

高
速
道
路
を
新
設
又
は
改
築
し
、
当
該
道
路
に
つ
き
料
金

を
徴
収
し
て
道
路
事
業
を
営
む
根
拠
規
定
と
な
っ
て
お

り
、
第
四
条
に
お
い
て
は
、
当
該
道
路
に
つ
き
料
金
徴
収

期
間
の
満
了
の
日
ま
で
維
持
、
修
繕
等
を
す
る
こ
と
を
規

定
し
た
も
の
で
あ
る
。
道
路
は
本
来
無
料
公
開
が
原
則
で

あ
る
た
め
、
第
三
条
は
そ
の
例
外
と
し
て
国
土
交
通
大
臣

の
許
可
を
受
け
た
会
社
が
有
料
道
路
事
業
を
営
む
こ
と
を

認
め
た
も
の
で
あ
る
。
改
正
前
の
道
路
整
備
特
別
措
置
法

(以
下

｢旧
特
措
法
｣
と
い
う
。)
に
お
い
て
は
、
高
速
道

路

(
一
般
有
料
道
路
を
除
く
。)
の
整
備
を
国
か
ら
日
本

道
路
公
団
等
に
一
方
的
に
命
令
す
る
施
行
命
令
･
基
本
計

画
指
示
と
い
う
方
式
を
採
用
し
て
い
た
が
、
経
営
努
力
の

有
無
が
公
団
の
業
績
に
反
映
さ
れ
ず
高
コ
ス
ト
や
不
十
分

な
サ
ー
ビ
ス
を
招
い
て
い
る
と
の
批
判
が
あ
っ
た
た
め
、

自
主
性
を
尊
重
す
る
観
点
か
ら
、
会
社
の
自
主
的
な
経
営

判
断
に
基
づ
く
申
請
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。

1

新
設
、
改
築

会
社
が
高
速
道
路
の
新
設
･
改
築
に
つ
き
申
請
を
行
う

場
合
に
は
、
前
提
と
し
て
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路



保
有

･
債
務
返
済
機
構

(以
下

｢機
構
｣
と
い
う
。)
と

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
･債
務
返
済
機
構
法

(以
下

｢機
構
法
｣
と
い
う
。)
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
協
定
を
締
結
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
有
料
の
高

速
道
路

(地
方
道
路
公
社
及
び
有
料
道
路
管
理
者
が
管
理

す
る
も
の
を
除
く
。)
の
管
理
を
行
う
事
業
主
体
は
、
高

速
道
路
株
式
会
社
法

(以
下

｢道
路
会
社
法
｣
と
い
う
。)

に
規
定
す
る
会
社
に
限
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
本
来
公
的

主
体
の
み
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
公
共
性
の
高
い
道

路
に
係
る
管
理
業
務
を
民
間
会
社
に
行
わ
せ
る
に
当
た

り
、
法
律
に
基
づ
く
特
殊
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ
る
こ
と

か
ら
国
の
関
与
が
法
定
さ
れ
、
そ
の
事
業
運
営
の
適
正
を

担
保
す
る
こ
と
が
可
能
な
主
体
の
み
に
限
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

申
請
は
、
協
定
の
対
象
と
な
る
高
速
道
路
ご
と
に

(当

該
高
速
道
路
に
二
以
上
の
会
社
が
協
定
を
締
結
し
た
場
合

は
、
申
請
を
行
お
う
と
す
る
会
社
が
締
結
し
た
協
定
に
対

応
す
る
高
速
道
路
の
部
分
に
つ
い
て
)
行
わ
れ
、
①
路
線

名
、
②
工
事
内
容
、
③
収
支
予
算
の
明
細
、
④
料
金
の
額

及
び
徴
収
期
間
を
記
載
し
た
申
請
書
に
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
社
は
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
際

に
は
、
あ
ら
か
じ
め
道
路
管
理
者
と
協
議
を
行
い
、
又
は

同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
申
請
の
対
象
と
な
る
高
速
道

路
が
①
指
定
区
間
外
の
一
般
国
道
、
②
都
道
府
県
道
又
は

指
定
市
の
市
道
を
含
み
又
は
こ
れ
ら
の
み
で
構
成
さ
れ
て

い
る
と
き
、
①
の
場
合
は
当
該
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者

と
協
議
し
、
②
に
お
い
て
は
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
の

同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
定
区
間
内
の
一
般
国

道
に
つ
い
て
協
議
が
不
要
で
あ
る
の
は
、
許
可
を
与
え
る

大
臣
と
道
路
管
理
者
が
同
一
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
協
議

又
は
同
意
は
、
当
該
申
請
に
係
る
高
速
道
路
の
全
体
に
つ

い
て
必
要
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
当
該
申
請
に
係
る
高

速
道
路
に
属
す
る
個
別
の
指
定
区
間
外
の
一
般
国
道
、
都

道
府
県
道
又
は
指
定
市
の
市
道
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

道
路
管
理
者
と
協
議
し
、
又
は
同
意
を
得
れ
ば
足
り
る
。

2

維
持
、
修
繕
等

会
社
は
新
設
又
は
改
築
し
た
高
速
道
路
に
つ
い
て
維

持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
が
、
こ
れ
は
自
ら
の
負

担
に
お
い
て
建
設
し
、
そ
の
費
用
を
償
う
た
め
料
金
を
徴

収
す
る
も
の
で
あ
り
、
料
金
徴
収
期
間
中
は
会
社
が
実
際

の
管
理
者
と
し
て
本
来
管
理
者
に
代
わ
り
当
該
道
路
の
維

持
、
修
繕
等
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

会
社
が
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
期
間
は
第
二

十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
工
事
完
了
の
日

の
翌
日
か
ら
料
金
徴
収
期
間
満
了
の
日
ま
で
で
あ
る
。

｢維
持
｣
と
は
、
撒
水
、
除
草
、
除
雪
等
反
復
し
て
行

う
道
路
の
機
能
保
持
の
た
め
の
行
為
で
あ
り
、
｢修
繕
｣

と
は
、
当
初
築
造
し
た
道
路
の
損
傷
し
た
構
造
を
保
持
、

回
復
す
る
工
事
の
う
ち
災
害
復
旧
以
外
の
も
の
を
い
い
、

｢災
害
復
旧
｣
と
は
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国

庫
負
担
法
に
規
定
す
る
災
害
復
旧
を
い
う
。

二

高
速
道
路
の
通
行
が
禁
止
e
制
限
き
れ
る

場
合

第
五
条
は
会
社
が
高
速
道
路
の
供
用
の
拒
絶
等
が
で
き

る
場
合
を
規
定
し
て
い
る
。
道
路
は
通
常
自
由
に
通
行
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
完
全
な
自
由
使
用
が

認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
他
人
の
一
般
使
用
を

妨
げ
な
い
範
囲
で
の
み
認
め
ら
れ
る
と
い
う
内
在
的
な
制

約
の
ほ
か
、
道
路
管
理
上
の
必
要
か
ら
の
制
限
や
、
道
路

交
通
法
に
基
づ
く
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

道
路
管
理
上
の
必
要
か
ら
の
制
限
は
公
権
力
の
行
使
と

し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
で
あ

る
機
構
が
道
路
管
理
者
の
権
限
を
代
行
し
て
通
行
の
禁

止
･
制
限
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
機
構
は

高
速
道
路
の
保
有
と
債
務
返
済
を
主
た
る
業
務
と
し
て
お

り
、現
場
で
道
路
管
理
を
行
う
の
は
会
社
の
役
割
で
あ
り
、

機
構
が
現
場
に
出
て
こ
れ
ら
の
公
権
力
の
行
使
を
行
う
こ

と
は
困
難
が
伴
う
た
め
、
法
律
に
お
い
て
明
確
に
定
め
ら

れ
た
場
合
に
限
り
会
社
が
供
用
の
拒
絶
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、

①

機
構
の
要
請
に
基
づ
き
、
道
路
法
に
基
づ
く
通
行

の
禁
止
･
制
限
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合

②

道
路
の
破
損
等
に
よ
り
交
通
が
危
険
で
あ
る
と
認



め
ら
れ
る
場
合
や
、
道
路
に
関
す
る
工
事
の
た
め
に

や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

③

供
用
約
款
に
よ
ら
な
い
申
し
込
み
等
、
利
用
者
の

供
用
の
申
込
み
･
利
用
方
法
が
適
切
で
は
な
い
場
合

に
お
い
て
は
、
会
社
は
供
用
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

三

供
用
約
款

第
六
条
は
会
社
の
定
め
る
供
用
約
款
に
つ
い
て
規
定
し

て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
公
団
に
よ
る
高
速
道
路
の
管
理
に
お
い
て

は
、
公
団
と
高
速
道
路
の
利
用
者
の
関
係
は
、
公
団
が
公

権
力
の
行
使
を
含
む
道
路
管
理
権
限
を
代
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
か
ら
、
法
に
基
づ
く
処
分
等
を
通
じ
て
規
律

さ
れ
て
き
た
。

公
団
の
民
営
化
に
伴
い
、
会
社
が
道
路
の
管
理
を
行
う

こ
と
と
な
る
が
、
民
間
会
社
に
公
権
力
行
使
の
権
限
を
付

与
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
た
め
、
こ
れ
を
認
め
て
い

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
場
に
お
い
て
実
際
に
道
路
を

管
理
し
て
い
る
の
は
会
社
で
あ
り
、
日
常
の
道
路
管
理
に

お
い
て
道
路
利
用
者
と
の
関
係
で
必
要
と
な
る
管
理
行
為

を
、
会
社
が
道
路
管
理
者
に
権
限
行
使
を
要
請
す
る
ま
で

も
な
く
自
ら
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
会
社
が
利
用
者
と
の
間
で
民
事
上

の
契
約
を
締
結
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
両
者
の
関
係
を
規
律

す
る
よ
う
、
会
社
が
あ
ら
か
じ
め
供
用
約
款
を
定
め
る
こ

と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

供
用
約
款
は
、
会
社
が
高
速
道
路
の
管
理
を
独
占
し
て

お
り
、
ま
た
、
利
用
者
が
供
用
約
款
に
よ
ら
な
い
申
込
み

を
し
た
場
合
に
は
会
社
は
高
速
道
路
の
供
用
を
拒
絶
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
な
ど

(第
五
条
第
三

項
第
一
号
)、
公
共
性
の
高
い
高
速
道
路
の
利
用
関
係
を

規
律
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
利
用
者
の
利
益
を
保

護
す
る
た
め
、
供
用
約
款
の
制
定
に
当
た
っ
て
は
、
国
土

交
通
大
臣
の
認
可
を
要
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

高
速
道
路
の
管
理
権
限
の
代
行

特
殊
法
人
で
あ
る
公
団
は
国
に
準
ず
る
公
共
的
な
団
体

と
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
道
路
の
管
理
に
関
す
る
権
限
を
行

政
権
限
も
含
め
て
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
行
使
し
て
き

た
。
国
民
の
権
利
を
制
限
し
、
又
は
国
民
に
義
務
を
課
す

と
い
う
い
わ
ゆ
る
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
行
政
権
限

は
、
こ
れ
を
株
式
会
社
に
行
使
さ
せ
る
こ
と
は
適
切
で
は

な
い
。
こ
の
た
め
、
現
在
公
団
が
代
行
し
て
い
る
道
路
管

理
者
の
権
限
の
う
ち
、
通
行
の
禁
止
･
制
限
、
道
路
標
識

の
設
置
の
決
定
、
占
用
許
可
等
、
公
権
力
の
行
使
に
関
わ

る
も
の
に
つ
い
て
は
独
立
行
政
法
人
で
あ
る
機
構
が
代
行

す
る
こ
と
と
し
、
決
定
さ
れ
た
道
路
標
識
の
設
置
、
附
帯

工
事
の
施
工
等
、
事
実
行
為
と
し
て
行
い
得
る
も
の
に
つ

い
て
は
会
社
が
代
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

1

機
構
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行

こ
の
う
ち
、
第
八
条
は
機
構
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
権

限
代
行
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

旧
特
措
法
に
お
い
て
は
、
第
六
条
の
二
が
日
本
道
路
公

団
が
管
理
す
る
高
速
自
動
車
国
道
に
つ
い
て
、
第
七
条
が

日
本
道
路
公
団
が
管
理
す
る
そ
の
他
の
道
路
に
つ
い
て
そ

れ
ぞ
れ
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
を
規
定
し
、
首
都
高

速
道
路
公
団
･
阪
神
高
速
道
路
公
団
･本
州
四
国
連
絡
橋

公
団
に
つ
い
て
は
第
七
条
の
規
定
を
準
用
し
て
い
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
新
特
措
法
に
お
い
て
は
第
八
条
に
お
い
て

会
社
が
管
理
す
る
全
て
の
高
速
道
路
に
つ
い
て
、
一
括
し

て
機
構
の
権
限
代
行
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た

(表
ー
)。

2

会
社
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行

第
九
条
に
お
い
て
は
会
社
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
権
限

代
行
に
つ
い
て
定
め
る
。

前
述
の
通
り
、
公
権
力
の
行
使
は
、
株
式
会
社
た
る
会

社
に
は
行
わ
せ
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
た
め
、
公
権
力
の

行
使
に
関
わ
る
も
の
に
つ
い
て
は
独
立
行
政
法
人
で
あ
る

機
構
が
代
行
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
現
在
公
団
が
権
限
代

行
し
て
い
る
道
路
管
理
者
の
権
限
の
中
に
は
、
決
定
さ
れ

た
道
路
標
識
の
設
置
、
附
帯
工
事
の
実
施
等
、
事
実
行
為

と
し
て
会
社
が
行
い
得
る
も
の
も
相
当
程
度
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
権
限
に
つ
い
て
は
会
社
が
代

行
す
る
こ
と
と
し
た

(表
2
)。



表 1 機構が代行する権限

号 条 項 内 容 本来遵路節理者 会社に対する意見聴取等 1 会社への通知
との関係 l 経由 l

i高速法 7 1道路区域の決定･変更 派甥ゞ 報告 意見聴取 1 l 通知
2高速法 8 1競用工作物管理協議(他の工作物の管理者が会社) l i

l l~“ .通知 .兼用工作物管理協議(他の工作物の管理者が会社以外)(淀の
3 高速法 =の2 1連結許可 鮫罐、蝦誉‐ 緻兄聴取 通̂知
3 高速法 =の2 5構造変更の許可 承翌、報告、、 緻児聴取 通知
3 高速法 帆の7 必婆な条件の付与 . 承灘、報告 意見聴取 l l 邇知
4 高速法 =の8 施設譲渡の承認 通知

簿霊 1吻ズ ,箕郷難儀鯛 を“““““~“““““ ““■■ i l 議
5 高速法 l4 3特別沿道区域内の建築物等に対する情報命令 意見聴取 l l 通知
6高速法 り 2設置すべき道路棚戯の決定 意見聴取 l l 通知
7高速法 l8 高速への出入制限違反に対する措置命令 l l 通知
8 高速法 24の2 公安委員会との協議(区国蟻設置、進行漱止･鯛眼)
9 道路法 lS I道路区域の決定･変更 意見聴取、通知 - 意見聴取 1 l 遜知
1増路法 20 離 鰡雛総き槌縦鰡落盤覆飜雛坂城0 l l 通知
= 道路法 他の工作物管理者に対する工事施行命令 意見聴取 l l 樋卸
l2 道路法 22 -原因者に対する工事施行命令 意見聴取 l l 通知
13 道路法 道路管理者以外の者による道路工事の承認 意見聴取 通知
報 道路法 67 1条件の付与 意見聴取 l l 艫知
= 道路法 32 魚3迪跳占用許可(変更許可) 敷見聴取、遼知(磁2) 愈見聴取 通知
i4 滋路法 32 6占用許可に係る難路署長協題 祓兜聴取.通知‘披の (意見聴取) l l (窺知)
14 道路法 87 l条件の付与 麒魂聴取.通知(窪幻 意見聴取 l l 通知
14 道路法 工事調整のための条件の付与 意見聴取、通知【残刻 意見聴取 1 l 迩知
-5 道路法 道路占用協議 購崑聴取、通知(瑳四 蹴見聴取 l r 通知
-8 道路法 40 2箕状回機等に関する指示 意見聴取 l l 通知
“ 道路法 43の2 3蘂両積載物落下予防等据置 l l 這知
18 道路法 44 4沿道区域内における措置命令 意見聴取 l l 迩知
l9 道路法 44の2 -~ 5違法放電物件の処理 意見聴取 l l 通知
20 道路法 45 1設置すべき道路標識、区回線の決定 意見聴取 l l 迩知
20 道路法 47の4 設置すべき進路標識の決定 意見聴取 l I 通知
20 通路法 48の拝 2設置すべき迫路標識の決定 意見聴取 - - 通知
2l道路法 48 l、3邇行禁止、制限 意見聴取 l I 通知
21道路法 47 3通行禁止、制限 舐見聴取 l l 通知
22道路法 47の2 1、2特殊車両通行許可、他の管理者との協議 意見聴取 漉卸
22道路法 47の2 5許可証の交付 (意見聴取) l 1 (通知)
23 道路法 47の3 車両の通行に関する指値 l 1 通知

　 　23道路法 48の-2 違反行為に対する措置 通知
24道路法 47の6 1迦路一体建物に聞する協定の脇班、締結 意見聴取 l l 通知
26道路法 48 2 M路保全立体区域内における措置命令 意見聴取 l l 通知
25道路法 48 4刻酪保全立体区域内における中止命令等 意見聴取 1 l 通知
28 道路法 48の6 1 0結許可 廠兄聴取‘法" ~通知 魁見聴取 通知
26逆路法 48の5 3 r造変更の許可 餓鬼聴取(注"、涯知 態見聴取 漉知
28道路法 48の10 条件の付与 意見聴取(盤}、通知 意見聴取 l l 通知
27 道路法 48の9 5設顛漉の承認 通知
27道路法 48の10 も件の付与 l l 通知
28 道路法 67の2 l~ 6鮎虻国車両の移動等 舷見聴取 l 1 通知
29 道路法 フー l、Z綻盤処分 意見聴取 l l 通知
29 道路法 7- 3 ℃執行 意見聴取 } 1 通知
30 道路法 91 1直路予定区域内の工作物の設置等の許可 意見聴取 通知
3-道路法 95の2 1、2公安委員会の意見聴取、協議 I l

道 : 91 1 の工 の
2 1、2公 風雲の愚見 取、

(注 1 ) 維持 ･修繕 ･災害復旧以外の管理 (公権力の行使関係) のみ。
(注2 ) 高速自動車国道の場合は、 承認 ･報告、 一般国道の場合は意見聴取 ･通知、 都道府県道又は指定市道のの場合は同意

通知 (道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいもののみ)。
(注3 ) 一般国道の場合は道路管理者の意見聴取、 都道府県道又は指定市道の場合は道路管理者の同意。

表 2 会社が代行する権限

号 条 項 内 容 本来道路管理
者との関係

機構に対する
意見聴取等 機構への通知

1 高速法 7の2 1共用高速自動車国道管理施設協議
2 高速法 8 -兼用工作物管理協議(他の工作物の管理者が会社以外)(注“
3 高速法 17 2 道路標識の設置 通知
4 道路法 l9の2 1共用管理施設協議
5 道路法 20 1兼用工作物管理協議(他の工作物の管理者が会社以外)(注=
B 道路法 23 1附帯工事の施行 通知
7 道路法 3等 I鉄道交差協議
8
9
道路法 38

44の2
l

1~ 5
占用に聞する工事の施行

′′′′′′、、ごẐU
)、U%〆代り

通知
9
lo 道路法

44の2
45

1~ 5
1道路標識、区画線の設置

′′′′′′、、ごẐU
)、U%〆代り

通知
"o 道路法 47の4 道路標識の設置 通知
lo 道路法 480つ11 2 道路標識の設置 通知
=
12

道路法 470つ6
670り2

I
-~ 5

道路一体建物の管理
峅で‘"′~- 通知12

13 道路法 95の2
-~ 5

i公安委員会の意見聴取、協議

峅で‘"′~- 通知

(注 1 ) 維持 ･イ修繕 -災害復旧のみ。

　　　　　　 　　　　　　



五

料
金
の
頭
等
の
基
準

第
二
十
三
条
で
は
有
料
道
路
の
料
金
の
額
及
び
そ
の
徴

収
期
間
の
基
準
を
定
め
て
い
る
。料
金
の
額
に
つ
い
て
は
、

高
速
道
路
の
建
設
･
管
理
に
要
す
る
総
費
用
を
料
金
の
徴

収
期
間
内
に
料
金
収
入
で
償
う
よ
う
に
設
定
す
る
償
還
主

義
の
原
則
に
基
づ
く
ほ
か
、
全
国
路
線
網
又
は
地
域
路
線

網
に
属
す
る
高
速
道
路
若
し
く
は
指
定
都
市
高
速
道
路
に

あ
っ
て
は
公
正
妥
当
主
義
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
っ
て
は

便
益
主
義
の
原
則
に
よ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

1

料
金
の
額
の
基
準

①
償
還
主
義

会
社
が
新
設
･
改
築
、
維
持
･
修
繕
を
行
う
高
速
道

路

(以
下

｢会
社
管
理
高
速
道
路
｣
と
い
う
。)
に
つ

い
て
は
、
機
構
か
ら
道
路
資
産
を
借
り
受
け
、
貸
付
料

を
機
構
に
支
払
っ
て
高
速
道
路
の
管
理
を
行
う
も
の
で

あ
る
た
め
、
料
金
の
額
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
協
定

の
対
象
と
な
る
高
速
道
路

(※
)
ご
と
に
、
貸
付
料
及

び
管
理
に
要
す
る
費
用
を
料
金
の
徴
収
期
間
内
に
償
う

も
の
と
し
て
い
る
。

第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
地
方
道
路
公
社

が
管
理
す
る
道
路

(維
持
管
理
有
料
道
路
)
に
つ
い
て

は
、
当
該
道
路
が
建
設
に
要
し
た
費
用
の
償
還
を
終
え

て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
引
き
続
き
必
要
と
な
る
維

持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
費
に
つ
い
て
、
料
金
で
償
う

も
の
と
し
て
い
る
。

上
記
二
つ
以
外
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
当
該
道
路
の

新
設
、
改
築
、
維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
に
要
す
る

費
用
を
料
金
の
徴
収
期
間
内
に
償
う
よ
う
設
定
す
る
も

の
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

※

当
該
道
路
に
に
つ
い
て
二
以
上
の
会
社
が
協
定
を
締
結
し
た
場
合

に
は
、
当
該
協
定
に
対
応
す
る
高
速
道
路
の
各
部
分
。

②
公
正
妥
当
主
義

会
社
管
理
高
速
道
路

(全
国
路
線
網
及
び
地
域
路
線

網
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。)
及
び
指
定
都
市
高
速
道

路
に
つ
い
て
は
、
高
速
道
路
の
通
行
料
金
の
公
共
性
に

鑑
み
、
料
金
の
額
は
先
述
の
償
還
主
義
に
よ
る
ほ
か
、

社
会
的
に
も
認
め
ら
れ
る
公
正
妥
当
な
額
で
あ
る
こ
と

を
求
め
て
い
る

(公
正
妥
当
主
義
)。
こ
れ
は
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
高
速
道
路
に
つ
い
て
は
代
替
道

路
を
利
用
し
た
場
合
と
の
単
純
な
比
較
が
困
難
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
道
路
の
み
な
ら
ず
代
替
す
る
他
の
交
通
機

関

(航
空
機
、
新
幹
線
、
船
舶
等
)
と
も
比
較
し
て
社

会
的
、
経
済
的
に
公
共
料
金
と
し
て
の
妥
当
性
が
認
め

ら
れ
る
必
要
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

③
便
益
主
義

上
記
②
以
外
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
当
該
道
路
の
通

行
又
は
利
用
に
よ
り
通
常
受
け
る
利
益
の
限
度
を
超
え

な
い
範
囲
で
料
金
の
額
を
設
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
交
通
網
を
形
成
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
型
道
路
と
は
異
な
り
、
一
般
道
路
で
代
替
さ
れ
る
も

の
の
存
在
が
前
提
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ

の
代
替
道
路
を
通
行
し
た
場
合
と
比
べ
て
便
益
が
ど
れ

だ
け
得
ら
れ
る
の
か
を
算
定
し
た
上
で
、
利
用
者
が
受

け
る
便
益
が
少
な
く
と
も
料
金
以
上
と
な
る
よ
う
設
定

す
る
こ
と
で
、
利
用
者
に
過
分
の
負
担
を
強
い
る
こ
と

を
回
避
す
る
た
め
で
あ
る
。

2

会
社
管
理
高
速
道
路
に
係
る
料
金
の
徴
収
期
間
の
基

準会
社
管
理
高
速
道
路
に
係
る
料
金
の
徴
収
期
間
の
基
準

と
し
て
、
当
該
期
間
の
満
了
の
日
は
、
会
社
管
理
高
速
道

路
に
係
る
道
路
資
産
の
貸
付
期
間
の
満
了
の
日
と
同
一
で

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
満
了
の
日
は
会
社
成
立
の
日
か

ら
起
算
し
て
四
五
年
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
今
ま
で
料
金
徴
収
期
間
が
順
次
先
送
り
さ

れ
て
き
た
こ
と
と
の
批
判
を
踏
ま
え
、
料
金
徴
収
期
間
の

満
了
の
日
を
民
営
化
後
四
五
年
以
内
と
明
確
に
法
定
し
、

こ
れ
以
上
の
先
送
り
を
認
め
な
い
こ
と
と
す
る
趣
旨
で
あ

る
o穴

料
金
徴
収
の
対
象
等

第
二
十
四
条
に
お
い
て
は
、
料
金
徴
収
の
対
象
と
な
る

車
両
等
及
び
車
両
の
通
行
方
法
等
に
つ
い
て
定
め
て
い

る
。
対
象
と
な
る
車
両
に
つ
い
て
は
、
旧
特
措
法
第
十
二

条
と
同
様
で
あ
る
o



1

車
両
の
通
行
方
法

車
両
の
通
行
方
法
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
料
金
の
徴
収

を
確
実
に
行
う
た
め
に
今
般
の
改
正
に
よ
り
追
加
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

有
料
道
路
に
お
い
て
は
、
料
金
の
強
行
突
破
、
無
料
通

行
宣
言
、
偽
造
回
数
通
行
券
等
に
よ
る
不
正
通
行
が
多
発

し
て
お
り
、
近
年
そ
の
件
数
が
特
に
看
過
し
得
な
い
ほ
ど

増
大
し
て
い
る
。
従
来
、
有
料
道
路
の
利
用
形
態
は
、
常

識
的
に
、
車
両
が
料
金
所
で
い
っ
た
ん
停
止
し
料
金
を
支

払
っ
た
上
で
通
行
す
る
、
又
は
通
行
後
に
退
出
す
る
こ
と

が
当
然
の
前
提
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
た
め
、
現
行
法

上
は
車
両
の
走
行
方
法
に
つ
い
て
特
段
の
規
定
を
設
け
て

い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
な

昨
今
の
不
法
通
行
の
多
発
は
、
こ
れ
ま
で
前
提
と
し
て
考

え
ら
れ
て
き
た
通
行
方
法
が
必
ず
し
も
規
範
と
し
て
確
立

し
て
い
な
い
こ
と
に
主
た
る
要
因
が
存
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
今
般
高
速
道
路
の
料
金
を
確
実
に

徴
収
す
る
た
め
の
方
法
を
定
立
す
る
と
と
も
に
、
通
行
方

法
に
違
反
し
た
行
為
に
刑
事
罰
を
科
す
る
こ
と
に
よ
り
不

正
通
行
を
抑
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
通
行

方
法
は
、
あ
く
ま
で
も
料
金
の
確
実
な
徴
収
の
た
め
で
あ

り
、
交
通
の
安
全
と
円
滑
の
確
保
を
目
的
と
す
る
道
路
交

通
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
交
通
規
制
と
は
そ
の
目
的
を
異

に
す
る
。

2

通
行
方
法
の
周
知
措
置

通
行
方
法
と
と
も
に
周
知
措
置
も
追
加
さ
れ
た
。
定
め

ら
れ
た
通
行
方
法
の
内
容
が
道
路
を
通
行
す
る
公
衆
に
知

ら
し
め
ら
れ
る
よ
う
、
こ
れ
を
公
告
･
公
示
す
る
も
の
と

し
て
い
る

(第
二
十
四
条
第
四
項
)。
当
該
通
行
方
法
に

違
反
し
て
道
路
を
通
行
し
た
車
両
の
運
転
者
は
刑
事
罰
に

処
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
通
行
方
法
が
有
料
道
路
の

通
行
者
に
十
分
に
周
知
･
理
解
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る

た
め
で
あ
る
。

通
行
方
法
が
有
料
道
路
の
通
行
者
に
十
分
周
知
さ
れ
る

た
め
に
は
、
公
告
･
公
示
の
み
な
ら
ず
通
行
者
が
当
該
有

料
道
路
を
現
に
利
用
す
る
際
に
も
容
易
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
会
社
等
及
び
有

料
道
路
管
理
者
に
お
い
て
は
、
営
業
所
･
事
務
所
そ
の
他

の
事
業
所
に
お
い
て
当
該
通
行
方
法
を
公
衆
に
見
や
す
い

よ
う
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

3

通
行
方
法
違
反
に
対
す
る
罰
則

第
五
十
八
条
は
、
第
二
十
四
条
第
三
項
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
通
行
方
法
の
遵
守
を
担
保
す
る
た
め
創
設
さ
れ
た
罰

則
で
あ
り
、
当
該
通
行
方
法
に
違
反
し
て
道
路
を
通
行
し

た
自
動
車
そ
の
他
の
車
両
の
運
転
者
は
、
三
十
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
の
罰
則
規
定
は
、
高
速
道
路
料
金
の
公
共
的
性
格
を

前
提
に
、
今
回
新
た
に
定
め
た
料
金
徴
収
シ
ス
テ
ム
の
適

正
さ
を
保
護
す
る
た
め
に
設
け
る
支
払
方
法
と
い
う
規

範

･
手
続
に
違
反
す
る
者
を
捕
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
保
護
法
益
は
有
料
道
路
制
度
な
い
し
は
料
金

秩
序
制
度
の
秩
序
の
維
持
及
び
こ
れ
ら
の
制
度
へ
の
信
頼

の
維
持
で
あ
る
。

な
お
、
料
金
徴
収
施
設
の
強
行
突
破
に
よ
る
無
料
通
行

は
明
ら
か
に
自
動
車
の
高
速
走
行
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
･
利

益
を
不
法
に
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
に
こ
の
よ
う
な

利
益
を
不
法
に
得
る
行
為

(利
益
窃
盗
)
は
、
刑
事
罰
の

対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
有
料
道
路
の
料
金
を

不
法
に
免
れ
る
こ
と
自
体
を
直
接
の
処
罰
対
象
と
す
る
も

の
で
は
な
い
。

こ
の
罰
則
の
適
用
対
象
は
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
に

基
づ
く
全
て
の
有
料
道
路
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
罰
則
の
保

護
法
益
が
有
料
道
路
制
度
な
い
し
料
金
徴
収
制
度
の
秩

序
、
こ
の
制
度
に
対
す
る
信
頼
の
維
持
で
あ
る
た
め
、
ど

の
有
料
道
路
に
お
い
て
も
公
法
上
の
債
権
で
あ
る
料
金
の

支
払
に
関
す
る
義
務
違
反
と
し
て
同
様
の
悪
質
性
を
有
す

る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
罰
則
を
通
じ
た
不
正
通
行
の
取
締
り
を
適
切
に
進

め
る
た
め
に
は
、警
察
と
の
連
携
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、

過
度
の
通
報
を
防
ぐ
た
め
悪
質
な
不
正
通
行
に
限
っ
て
通

報
を
行
う
こ
と
、
採
証
措
置
に
係
る
協
力
等
、
取
締
り
上

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
十
分
に
警
察
庁
と
調
整
を
行
う
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

へ次
回
に
続
く
〉



受
動
喫
煙
に
よ
る
健
康
被
害
が
認
め
ら
れ
た
事
例

ー
受
動
喫
煙
賠
償
請
求
事
件
ー道

路
局
道
路
交
通
管
理
課

千
木
良

敷
之

果
関
係
の
判
断
の
基
礎
と
さ
れ
た
国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
に

よ
る
疫
学
調
査

(い
わ
ゆ
る

｢平
山
研
究
｣
)
が
、
道
路

公
害
訴
訟
に
お
い
て
因
果
関
係
の
基
礎
と
し
て
認
め
ら
れ

て
き
た
疫
学
調
査
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り

調
査
期
間
が
昭
和
四
一
年
か
ら
一
六
年
間
と
い
う
長
き
に

渡
る
こ
と
、
二
六
万
人
に
及
ぶ
一
般
家
庭
の
住
民
と
い
う

大
き
な
母
集
団
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
等
で
あ
る
。
次

に
、
そ
も
そ
も
公
務
の
管
理
上
の
債
務
不
履
行
責
任
が
争

点
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る

(道
路
公
害
訴
訟
の

責
任
論
は
国
賠
一
法
条
、
二
条
)。

以
下
、
本
件
判
決
内
容
を
紹
介
す
る
。

一

事
実
及
び
理
由

の
請
求

被
告
は
、
原
告
に
対
し
、
金
三
一
万
五
、
六
五
〇
円
を

支
払
え
。

②
事
案
の
概
要

本
件
は
、
被
告
の
職
員
で
あ
る
原
告
が
、
被
告
に
対
し
、

被
告
が
、
原
告
を
受
動
喫
煙
下
に
置
か
な
い
よ
う
に
、
職

場
を
完
全
に
禁
煙
に
す
る
か
又
は
喫
煙
場
所
を
区
画
し
て

は
じ
め
に

本
件
は
、
受
動
喫
煙
と
健
康
被
害
と
の
因
果
関
係
を
認

め
、
そ
の
責
任
を
安
全
配
慮
義
務
違
反
の
債
務
不
履
行
に

よ
り
解
決
を
図
っ
た
事
例
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
原
告
の

被
告

(江
戸
川
区
)
に
対
す
る
予
備
的
請
求
と
し
て
、
不

法
行
為
又
は
国
賠
法
一
条
に
基
づ
く
賠
償
請
求

(故
意
又

は
過
失
に
よ
る
損
害
を
要
件
)
を
し
て
い
た
こ
と
に
注
目

が
向
け
ら
れ
た
が
、
本
判
決
を
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
請
求

に
係
る
判
断
を
待
つ
ま
で
も
な
く
主
位
的
請
求
で
あ
る
債

務
不
履
行
責
任
に
よ
る
賠
償
が
認
容
さ
れ
る
結
果
と
な
っ

た
。本

件
は
、
一
審
判
決
後
、
江
戸
川
区
が
控
訴
せ
ず
、
七

月
二
六
日
に
本
判
決
が
確
定
し
た
が
、
道
路
公
害
訴
訟
と

因
果
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
手
法

(疫
学
調
査
)
と
い
う

観
点
か
ら
共
通
点
は
見
出
せ
る
も
の
の
、
そ
の
手
法
の
争

点
へ
の
あ
て
は
め
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
こ
と
は
も
と
よ

り
、
そ
も
そ
も
の
責
任
論
の
根
拠
が
決
定
的
に
異
な
る
こ

と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
受
動
喫
煙
と
健
康
被
害
と
の
因

換
気
系
統
を
別
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
れ
を
怠
り
、
原
告
を
受
動
喫
煙
下
に
置
い
て
健

康
被
害
等
を
与
え
た
と
し
て
、
主
位
的
に
は
、
安
全
配

慮
義
務
違
反
の
債
務
不
履
行
に
基
づ
き
、
予
備
的
に
は
、

不
法
行
為
又
は
国
家
賠
償
法

一
条
一
項
に
基
づ
き
、
医

療
費
及
び
慰
謝
料
の
一
部
で
あ
る
三
一
万
五
、
六
五
〇

円
の
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

原
告
…
A

(江
戸
川
区
職
員
)

被
告
"江
戸
川
区

三

判
決

平
成
一
六
年
七
月
三
一日
東
京
地
方
裁
判
所

平
成
一
一
年

(ワ
)
第
一
三
三
二
〇
号

損
害
賠
償
請
求
事
件

主
文

の
被
告
は
、
原
告
に
対
し
、
金
五
万
円
を
支
払
え
。

②
原
告
の
そ
の
余
の
請
求
を
棄
却
す
る
。

③
訴
訟
費
用
は
、
こ
れ
を
六
分
し
、
そ
の
一
を
被
告

の
負
担
と
し
、
そ
の
余
は
原
告
の
負
担
と
す
る
。

三

争
点

の
被
告
に
は
、
原
告
に
対
す
る
安
全
配
慮
義
務
違
反

が
認
め
ら
れ
る
か
。

②
原
告
に
は
、
上
記
の
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
よ
る

損
害
が
認
め
ら
れ
る
か
。



四

争
点
に
対
す
る
当
裁
判
所
の
判
断

争
点
"
に
つ
い
て

①
前
記
前
提
と
な
る
事
実
に
加
え
、
証
拠
及
び
弁
論

の
全
趣
旨
を
総
合
す
れ
ば
、
以
下
の
事
実
が
認
め
ら

れ
る
。

ア

受
動
喫
煙
と
は
、
非
喫
煙
者
が
自
ら
の
音
釜
心と

は
無
関
係
に
、
た
ば
こ
の
煙
に
暴
露
さ
れ
、
そ
れ

を
吸
弓
さ
せ
ら
れ
て
い
る
状
態
を
い
う
。

喫
煙
に
よ
る
健
康
影
響
と
し
て
は
、
能
動
喫
煙

に
よ
っ
て
、
喫
煙
者
自
身
が
肺
が
ん
等
を
患
う
可

能
性
が
上
昇
す
る
だ
け
で
な
く
、
受
動
喫
煙
の
急

性
影
響
と
し
て
、
眼
症
状

(か
ゆ
み
、
痛
み
、
涙
、

瞬
目
)、
鼻
症
状

(く
し
ゃ
み
、
鼻
閉
、
か
ゆ
み
、

鼻
汁
)、
頭
痛
、
せ
き
、
ぜ
ん
嶋
等
が
自
覚
さ
れ

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

受
動
喫
煙
の
慢
性
影
響
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
に
多
数
の
研
究
報
告
が
行
わ
れ
て
い
る
。
国
立

が
ん
セ
ン
タ
ー
疫
学
部
長
で
あ
っ
た
平
山
雄
博
士

は
、
昭
和
五
六
年
、
受
動
喫
煙
に
よ
る
健
康
被
害

に
関
す
る
研
究
を
発
表
し
、
そ
の
中
で
、
昭
和
四

一
年
か
ら
一
六
年
間
に
わ
た
り
、
二
六
万
人
以
上

の
日
本
人
の
死
因
と
生
活
習
慣
と
の
関
連
に
つ
い

て
、

一
般
家
庭
の
住
民
を
対
象
に
前
向
き
調
査

(疫
学
調
査
の
対
象
と
な
る
事
象
が
調
査
開
始
時

点
よ
り
後
に
発
生
し
た
場
合
、
調
査
計
画
に
従
っ

て
追
跡
的
に
調
査
し
て
い
く
方
法
)
を
行
っ
た
結

果
、
夫
が
喫
煙
者
の
場
合
は
、
夫
が
非
喫
煙
者
の

場
合
と
比
べ
て
、
た
ば
こ
を
吸
わ
な
い
妻
の
肺
が

ん
の
リ
ス
ク
が
一
･
五
か
ら
三
倍
に
高
ま
る
と
報

告
し
た

(以
下

｢平
山
研
究
｣
と
い
う
。)。
E
P

A

(米
国
環
境
保
護
庁
)
は
、
平
成
四
年
発
表
の

E
P
A
報
告
の
中
で
、
日
本
を
含
め
て
世
界
中
で

行
わ
れ
た
約
三
〇
件
の
疫
学
調
査
を
批
評
し
、
証

拠
の
重
み
を
解
析
し
た
結
果
、
米
国
に
お
い
て
受

動
喫
煙
が
非
喫
煙
者
の
肺
が
ん
の
リ
ス
ク
を
二

0
%
高
め
て
い
る
と
の
結
論
に
達
し
、
E
T
S

(喫
煙
の
行
わ
れ
て
い
る
室
内
の
空
気
た
ば
こ
の

煙
が
残
留
拡
散
し
て
い
る
状
態
)
を
、
E
P
A
の

定
義
に
よ
る
A
級
発
が
ん
物
質

(ヒ
ト
に
が
ん
を

起
こ
す
こ
と
が
確
証
さ
れ
た
物
質
)
で
あ
る
と
認

定
し
た
。
米
国
心
臓
協
会
は
、
同
協
会
機
関
誌
に

発
表
さ
れ
た
受
動
喫
煙
と
心
臓
病
に
関
す
る
評
論

の
結
論
を
受
け
て
、
同
年
、
｢環
境
た
ば
こ
煙
と

心
疾
患
｣
と
題
し
た
声
明
を
発
表
し
、
そ
の
中
で
、

非
喫
煙
者
の
心
筋
こ
う
そ
く
死
の
リ
ス
ク
を
三

0
%
高
め
る
受
動
喫
煙
は
虚
血
性
心
疾
患
の
重
大

な
危
険
因
子
で
あ
る
と
し
、
受
動
喫
煙
被
害
を
な

く
す
た
め
に
力
を
尽
く
す
と
宣
言
し
た
。
W
H
O

は
、
同
年
、
世
界
禁
煙
デ
ー
に
際
し
、
受
動
喫
煙

が
健
康
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
、
従
業
員
を
受
動

喫
煙
な
ど
の
健
康
被
害
か
ら
守
る
こ
と
が
雇
用
主

の
義
務
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
ニ
ュ

ー

･
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

･
ジ
ャ
ー
ナ
ル

･
オ
ブ

･
メ

デ
ィ
ス
ン
誌
は
、
平
成
六
年
、
｢た
ば
こ
の
ヒ
ュ

ー
マ
ン
コ
ス
ト
｣
と
題
す
る
総
説
を
掲
載
し
、
そ

の
中
で
、
E
P
A
報
告
を
支
持
し
、
受
動
喫
煙
が

肺
が
ん
や
心
臓
病
等
の
原
因
に
な
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
環
境
保
護
庁
は
、
平

成
九
年
二
月
、C
A
L
ー
E
P
A
報
告
を
発
表
し
、

そ
の
中
で
、
受
動
喫
煙
が
も
た
ら
す
健
康
影
響
の

う
ち
、
確
実
な
も
の
と
し
て
、
低
出
生
体
重
児
、

未
熟
児
、
乳
幼
児
突
然
死
症
候
群
、
子
供
の
急
性

下
気
道
感
染
症
、
子
供
の
気
管
支
ぜ
ん
息
の
発
病

と
悪
化
、
子
供
の
慢
性
呼
吸
器
症
状
、
子
供
の
中

耳
炎
、
成
人
の
目
鼻
の
刺
激
症
状
、
肺
が
ん
、
副

鼻
腔
が
ん
、
心
臓
病
死
及
び
冠
状
動
脈
疾
患
り
患

率
を
、
可
能
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
自
然
流
産
、

認
識
･
行
動
障
害
、
成
人
の
気
管
支
ぜ
ん
息
の
悪

化
、
の
う
胞
線
維
症
悪
化
、
呼
吸
機
能
低
下
及
び

子
宮
類
が
ん
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
後

の
研
究
報
告
に
よ
れ
ば
、
受
動
喫
煙
に
よ
っ
て
気

管
支
炎
や
気
管
支
ぜ
ん
息
等
の
呼
吸
器
疾
患
を
生

じ
さ
せ
、悪
化
さ
せ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
ほ
か
に
も
、
受
動
喫
煙
の
慢
性
影
響
を
指
摘

す
る
多
く
の
研
究
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
報
告
に
対
し
て
は
、
E
T
S

の
暴
露
評
価
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
交
絡
因
子 ュ

“
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(調
べ
よ
う
と
す
る
危
険
因
子
以
外
の
表
面
に
出

が
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
公
衆
衛
生
上

喫
煙
に
よ
る
非
喫
煙
者
へ
の
健
康
影
響
に
関
す
る

な
い
背
景
因
子
で
、
疾
病
の
出
現
頻
度
に
影
響
を

与
え
る
も
の
)
や
偏
り

(観
察
者
が
観
察
を
行
う

と
き
、
偶
然
に
生
じ
る
誤
差
の
ほ
か
に
加
わ
っ
て

く
る
系
統
誤
差
、
す
な
わ
ち
、
理
論
上
の
問
題
、

器
械
の
調
整
不
良
、
観
察
者
個
人
の
癖
な
ど
に
よ

り
規
則
的
な
差
と
し
て
導
入
さ
れ
る
誤
差
)
の
補

正
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
証
拠
の
重
み
の
評
価

に
問
題
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
、
受
動
喫

煙
の
慢
性
影
響
が
い
ま
だ
証
明
さ
れ
て
い
な
い
と

す
る
研
究
報
告
が
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
よ
う
な
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
多
数

の
疫
学
研
究
が
、
受
動
喫
煙
の
慢
性
影
響
と
し
て

肺
が
ん
の
リ
ス
ク
の
増
加
を
指
摘
し
、
更
に
は
、

受
動
喫
煙
と
心
臓
疾
患
と
の
関
係
や
肺
が
ん
以
外

の
呼
吸
器
疾
患
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
も
指
摘
し

て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
非
喫
煙
者
を
継
続
的

に
受
動
喫
煙
下
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
喫
煙

者
の
肺
が
ん
等
の
リ
ス
ク
が
増
加
す
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

イ

大
蔵
省
は
、
平
成
元
年
五
月
、
た
ば
こ
事
業
等

審
議
会
に
お
い
て
、
｢喫
煙
と
健
康
の
問
題
に
関

連
す
る
た
ば
こ
事
業
の
あ
り
方
｣
に
つ
い
て
審
議
、

答
申
を
行
い
、
そ
の
答
申
の
中
で
、
｢
い
わ
ゆ
る

受
動
喫
煙

(｢環
境
中
た
ば
こ
煙
｣

へ
の
暴
露
)

に
つ
い
て
は
、
そ
の
影
響
を
示
唆
す
る
研
究
結
果

の
注
意
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
が
、
喫
煙
者
が
直
接

吸
入
す
る
主
流
煙
に
比
し
て
非
喫
煙
者
が
受
動
的

に
吸
入
す
る
た
ば
こ
煙
の
濃
度
は
希
薄
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
仮
に
受
動
喫
煙
と
肺
が
ん
と
の
間

に
関
連
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
関
連
は
極
め

て
弱
い
も
の
と
考
え
ら
れ
、
現
状
で
は
十
分
な
蓋

然
性
を
も
っ
て
裏
付
け
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。｣

と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
た
。

東
京
都
は
、
平
成
三
年
に
竣
工
し
た
東
京
都
庁

本
庁
舎
に
お
い
て
、
通
称
ニ
コ
チ
ン
ル
ー
ム
と
呼

ば
れ
る
喫
煙
場
所
(廊
下
を
隔
て
た
別
室
に
あ
り
、

換
気
も
別
系
統
と
な
っ
て
い
る
も
の
)を
設
置
し
、

同
所
以
外
を
す
べ
て
禁
煙
と
し
た
。

平
成
四
年
七
月
一
日
、
平
成
四
年
法
律
第
五
五

号
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
七
一
条
の

三
に
基
づ
き
、
労
働
省
告
示
五
九
号
が
出
さ
れ
、

そ
の
空
気
環
境
の
項
に
お
い
て
、
｢屋
内
作
業
場

で
は
、
空
気
環
境
に
お
け
る
浮
遊
粉
じ
ん
や
臭
気

等
に
つ
い
て
、
労
働
者
が
不
快
と
感
ず
る
こ
と
の

な
い
よ
う
維
持
管
理
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
と
し
、
必
要
に
応
じ
作
業
場
内
に
お

け
る
喫
煙
場
所
を
指
定
す
る
等
の
喫
煙
対
策
を
講

ず
る
こ
と
。｣
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

前
記
の
と
お
り
、
平
成
四
年
に
E
P
A
報
告
が

発
表
さ
れ
、
こ
れ
以
降
、
内
外
に
お
い
て
、
受
動

研
究
報
告
が
多
数
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

こ
ろ
、
厚
生
省
は
、
平
成
五
年
、
｢喫
煙
と
健
康

第
2
版
｣
を
公
表
し
、
そ
の
中
で
、
受
動
喫
煙
の

健
康
影
響
に
つ
い
て
、
｢受
動
喫
煙
の
急
性
影
響

は
粘
膜
の
煙
へ
の
暴
露
に
よ
る
も
の
と
、
鼻
腔
を

通
し
て
肺
に
吸
引
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
吸
収
さ
れ
た

煙
に
よ
る
も
の
と
が
あ
る
。
眼
症
状

(か
ゆ
み
、

痛
み
、
涙
、
瞬
目
)、
鼻
症
状

(く
し
ゃ
み
、
鼻

閉
、
か
ゆ
み
、
鼻
汁
)、
頭
痛
、
せ
き
、
ぜ
ん
嶋

な
ど
が
主
な
粘
膜
の
反
応
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
も

の
で
あ
る

(以
下
略
)｣
、
｢受
動
喫
煙
の
肺
が
ん

発
生
に
関
す
る
リ
ス
ク
の
有
意
性
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
世
界
的
に
み
て
全
面
的
に
は
受
け
入
れ
ら
れ

る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
後
に
い

た
っ
て
も
、
わ
が
国
を
含
む
多
く
の
国
々
で
そ
の

危
険
性
に
対
し
て
危
ぐ
の
念
が
表
明
さ
れ
て
い

る
。
一
九
九
〇
年
ま
で
の
二
五
の
研
究
の
う
ち
二

〇
は
夫
が
喫
煙
す
る
場
合
の
相
対
危
険
度
が
一
･

一
~
二

･
三
と

一
･
0
を
上
回
っ
て
お
り
、
こ
れ

ら
の
う
ち
一
三
は
統
計
学
的
に
有
意
で
あ
り
、
総

合
的
に
見
る
と
偶
然
を
は
る
か
に
こ
え
、
ま
た
、

複
数
の
疫
学
的
研
究
結
果
を
ま
と
め
て
検
討
す
る

メ
タ
ア
ナ
リ
シ
ス
に
よ
っ
て
も
、

一
〇
編
以
上
の

成
績
か
ら
み
て
、
夫
の
喫
煙
に
よ
る
非
喫
煙
配
偶

者
の
肺
が
ん
相
対
危
険
度
は
一
･
三
~
一
･
五
と
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さ
れ
、
喫
煙
す
る
配
偶
者
を
も
つ
非
喫
煙
者
で
あ

る
妻
の
肺
が
ん
の
リ
ス
ク
は
高
ま
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。｣
と
指
摘
し
た
。

厚
生
省
は
、
平
成
七
年
三
月
、
｢た
ば
こ
行
動

計
画
｣
を
ま
と
め
、
そ
の
中
で
、
職
場
で
の
受
動

喫
煙
の
影
響
の
排
除
、
減
少
対
策
に
つ
い
て
、

｢職
場
に
お
け
る
分
煙
に
つ
い
て
は
特
定
の
人
々

が
社
会
的
な
必
要
か
ら
日
常
的
に
か
つ
選
択
の
余

地
な
く
相
当
程
度
の
時
間
を
過
ご
す
場
所
で
あ
る

こ
と
か
ら
職
場
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
非
喫
煙
者

に
十
分
配
慮
し
た
対
策
を
積
極
的
に
推
進
す
べ
き

で
あ
る
。｣
と
指
摘
し
た
。

東
京
都
は
、
平
成
七
年
、
東
京
都
総
合
三
ヵ
年

計
画
に
お
い
て
、
都
内
約
三
、
0
0
0
ヵ
所
の
都

立
施
設
に
つ
い
て
、
平
成
一
二
年
度
末
ま
で
に
は

一
〇
0
%
分
煙
化
を
達
成
す
る
と
と
も
に
、
公
共

の
場
の
分
煙
化
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る

方
針
を
公
表
し
た
。

東
京
二
三
区
の
区
役
所
の
う
ち
、
平
成
七
年
四

月
当
時
ま
で
に
何
ら
か
の
喫
煙
対
策
を
講
じ
て
い

た
の
は
八
区
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
四
区
に
つ
い
て

は
、
庁
舎
新
築
に
伴
い
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
残
り
の
四
区
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
庁
舎

で
喫
煙
対
策
を
講
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
喫
煙
対

策
の
内
容
と
し
て
は
、
喫
煙
場
所
の
指
定
と
空
気

清
浄
機
の
設
置
が
最
も
多
く
、
喫
煙
場
所
に
間
仕

切
り
を
し
て
い
な
い
庁
舎
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

意
を
得
や
す
い
空
間
分
煙
を
進
め
る
こ
と
が
適
切

同
年
度
中
に
は
被
告
を
除
い
て
更
に
三
区
で
喫
煙

で
あ
る
と
ヒ日
商
し
た
。

対
策
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
い
ず
れ

も
喫
煙
場
所
の
設
置
で
あ
っ
た
。

労
働
省
は
、
平
成
八
年
二
月
、
労
働
省
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
公
表
し
、
そ
の
中
で
、
受
動
喫
煙
に
よ

る
非
喫
煙
者
の
健
康
へ
の
影
響
が
報
告
さ
れ
て
い

る
こ
と
及
び
受
動
喫
煙
が
非
喫
煙
者
に
対
し
て
不

快
感
、
ス
ト
レ
ス
等
も
与
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
職
場
に
お
け
る
労
働
者
の
健
康
の

確
保
や
快
適
な
職
場
環
境
の
形
成
の
促
進
の
観
点

か
ら
、
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
の
労
働
衛
生

上
の
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

他
方
で
、
喫
煙
が
個
人
の
し
好
に
強
く
か
か
わ
る

も
の
と
し
て
喫
煙
に
対
し
寛
容
な
社
会
的
認
識
が

な
お
一
部
に
残
る
中
に
あ
っ
て
、
職
場
に
お
け
る

喫
煙
対
策
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
喫
煙
者

と
非
喫
煙
者
が
相
互
の
立
場
を
尊
重
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
、
喫
煙
対
策
の
方
法
と
し

て
、
事
業
場
全
体
を
常
に
禁
煙
と
す
る
方
法

(全

面
禁
煙
)、
時
間
帯
を
定
め
て
事
業
場
全
体
を
禁

煙
と
す
る
方
法

(時
間
分
煙
)
及
び
喫
煙
室
で
の

み
喫
煙
を
認
め
る
又
は
喫
煙
対
策
機
器
等
の
設
置

に
よ
っ
て
た
ば
こ
の
煙
の
拡
散
を
制
御
し
、
受
動

喫
煙
を
防
止
す
る
方
法

発
工間
分
煙
)
の
三
つ
の

方
法
が
あ
る
が
、
喫
煙
者
と
非
喫
煙
者
の
間
で
合

で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

厚
生
省
は
、
平
成
八
年
三
月
、
｢公
共
の
場
所

に
お
け
る
分
煙
の
あ
り
方
検
討
会
報
告
書
｣
を
公

表
し
、
そ
の
中
で
、
受
動
喫
煙
に
よ
る
非
喫
煙
者

へ
の
健
康
影
響
に
つ
い
て
は
、
流
涙
、
鼻
閉
、
頭

痛
等
の
諸
症
状
や
呼
吸
抑
制
、
心
拍
増
加
、
血
管

収
縮
等
生
理
学
的
反
応
等
の
急
性
影
響
が
認
め
ら

れ
て
い
る
と
と
も
に
、
慢
性
影
響
に
つ
い
て
は
、

肺
が
ん
、
呼
吸
器
疾
患
等
へ
の
リ
ス
ク
を
示
す
疫

学
的
研
究
が
あ
り
、
公
衆
衛
生
上
の
取
組
が
求
め

ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
上
、
公
共
の
場
所
に
お

け
る
分
煙
の
基
本
原
則
と
し
て
、
不
特
定
多
数
の

人
が
社
会
的
な
必
要
の
た
め
に
利
用
す
る
公
共
の

場
所
で
は
、
非
喫
煙
者
に
対
す
る
受
動
喫
煙
の
健

康
へ
の
影
響
や
不
快
感
を
排
除
又
は
減
少
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
分
煙
を
進
め
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
及
び
分
煙
対
策
を
推
進
す
る
に
当
た

っ
て
は
、
受
動
喫
煙
に
対
す
る
基
本
認
識
や
た
ば

こ
を
め
ぐ
る
現
状
等
を
踏
ま
え
、
非
喫
煙
者
と
喫

煙
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
る

な
ど
社
会
生
活
の
調
和
の
中
で
十
分
な
配
慮
が
な

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

東
京
都
議
会
は
、
平
成
八
年
三
月
、
喫
煙
対
策

の
推
進
を
求
め
た
原
告
の
請
願
を
採
択
し
、
国
会

も
、
同
年
、
喫
煙
対
策
の
推
進
を
求
め
た
原
告
の
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請
願
を
採
択
し
、
こ
れ
に
伴
い
、
国
会
に
つ
い
て

の
割
合
は
六
九
･
一
%
で
、
講
じ
ら
れ
て
い
る
対

は
、
会
議
場
等
の
禁
煙
化
が
実
施
さ
れ
た
。

策
は
、
事
務
室
以
外
の
場
所
に
喫
煙
の
た
め
に
特

東
京
都
は
、
平
成
八
年
五
月
、
平
成
七
年
の
東

京
都
総
合
三
ヵ
年
計
画
で
示
さ
れ
た
分
煙
化
の
計

画
を
旦
〈体
化
す
る
た
め
、
分
煙
化
推
進
組
織
と
し

て
、
東
京
都
分
煙
化
推
進
会
議
を
設
置
し
、
ま
た
、

平
成
八
年
七
月
、
分
煙
化
に
対
す
る
意
見
を
広
く

求
め
る
た
め
、学
識
経
験
者
や
公
募
に
よ
る
委
員
、

行
政
関
係
者
等
で
構
成
す
る
東
京
都
分
煙
化
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
検
討
会
を
設
置
し
た
。

人
事
院
が
平
成
八
年
六
月
に
実
施
し
た

｢官
署

に
お
け
る
喫
煙
対
策
実
施
状
況
調
査
｣
の
結
果
に

よ
れ
ば
、
官
署
と
し
て
統
一
的
に
何
ら
か
の
喫
煙

対
策
を
実
施
し
て
い
る
の
は
一
、
0
九
三
官
署
中

六
三
五
官
署
と
全
体
の
五
人
･
一
%
で
あ
り
、
複

数
回
答
に
よ
る
喫
煙
対
策
の
内
容
を
み
る
と
、
空

気
清
浄
機
の
設
置
が
二
九

･
一
%

(三
一
人
官

署
)、
会
議
中
禁
煙
が
二
三
･
七
%

(二
五
九
官

署
)、
禁
煙
タ
イ
ム
の
実
施
が
一
四
･
八
%

(
一

六
二
宮
署
)、
喫
煙
場
所
の
設
置
が
一
三
･
三
%

(
一
四
五
官
署
)
、
事
務
室
内
一
切
禁
煙
が
三
･

八
%

(四
二
官
署
)、
事
務
室
内
に
喫
煙
コ
ー
ナ

ー
設
置
が
二
･
七
%

(二
九
官
署
)
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
人
事
院
が
同
年
一
〇
月
に
実
施
し
た

｢民

間
企
業
の
勤
務
条
件
制
度
等
調
査
｣
の
結
果
に
よ

れ
ば
、
何
ら
か
の
喫
煙
対
策
を
講
じ
て
い
る
企
業

策
は
、
事
務
室
以
外
の
場
所
に
喫
煙
の
た
め
に
特

別
に
区
切
っ
た
場
所
と
し
て
の
喫
煙
所
の
設
置
が

四
七
･
七
%
と
最
も
多
く
、
次
い
で
、
事
務
室
内

一
切
禁
煙
が
三
三

･
八
%
、
会
議
中
禁
煙
が
三

三
･
六
%
、
空
気
清
浄
機
の
設
置
が
二
七
･
九
%

で
あ
っ
た
。

労
働
省
は
、
平
成
八
年
一
〇
月
、
労
働
省
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
内
容
を
解
説
し
た
も
の
と
し
て
、

｢や
さ
し
い
空
気
環
境
ヘ
ー
職
場
に
お
け
る
喫
煙

対
策
推
進
マ
ニ
ュ
ア
ル
-
｣
(以
下

｢労
働
省
マ

ニ
ュ
ア
ル
｣
と
い
う
。
)
を
発
表
し
、
こ
の
中
で
、

受
動
喫
煙
に
よ
る
ヒ
ト
ヘ
の
影
響
と
し
て
、
上
記

｢喫
煙
と
健
康

第
2
版
｣
以
降
に
発
表
さ
れ
た

総
説
や
論
文
を
中
心
に
、
受
動
喫
煙
の
健
康
影
響

に
つ
い
て
、
E
P
A
報
告
を
含
め
て
よ
り
踏
み
込

ん
だ
内
容
に
言
及
し
、
受
動
喫
煙
の
長
期
暴
露
に

よ
る
慢
性
影
響
と
し
て
、
持
続
性
せ
き
や
た
ん
な

ど
の
呼
吸
器
症
状
や
肺
機
能
の
低
下
、
冠
状
動
脈

疾
患

(心
筋
こ
う
そ
く
、
狭
心
症
)、
肺
が
ん
と

の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
E
T
S
の
暴

露
だ
け
で
臨
床
的
に
有
意
な
肺
機
能
の
障
害
を
起

こ
す
こ
と
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
長
期
間

暴
露
に
よ
り
せ
き
や
た
ん
の
症
状
を
訴
え
る
率
が

高
く
な
る
ほ
か
、
わ
ず
か
な
肺
機
能
の
低
下
を
も

た
ら
す
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
こ
と
な
ど
を
指

摘
し
た
。
ま
た
、
施
設
、
設
備
面
の
対
策
と
し
て
、

喫
煙
室
や
喫
煙
コ
ー
ナ
ー

(
エ
ア
ー
カ
ー
テ
ン
、

パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン
等
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
喫
煙

可
能
な
空
間
の
こ
と
)
の
設
置
等
を
行
う
こ
と
を

あ
げ
、
既
存
の
建
築
物
に
つ
い
て
は
創
意
工
夫
に

よ
っ
て
喫
煙
室
等
の
設
置
を
図
る
こ
と
と
し
、
喫

煙
室
等
に
は
、
た
ば
こ
の
煙
が
拡
散
す
る
前
に
吸

引
し
て
屋
外
に
排
気
す
る
方
式
の
喫
煙
対
策
又
は

空
気
清
浄
装
置
で
た
ば
こ
の
煙
を
除
去
し
て
屋
内

に
排
気
す
る
方
式
の
喫
煙
対
策
機
器
を
設
置
し
、

こ
れ
を
適
切
に
稼
働
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
点

検
等
を
行
い
、
適
切
に
維
持
管
理
す
る
こ
と
な
ど

を
指
摘
し
た
。

人
事
院
は
、
平
成
九
年
三
月
、
人
事
院
指
針
を

公
表
し
、
そ
の
中
で
、
非
喫
煙
者
に
対
す
る
受
動

喫
煙
の
影
響
を
排
除
し
減
少
さ
せ
る
た
め
、
非
喫

煙
者
と
喫
煙
者
の
間
で
合
意
が
得
ら
れ
や
す
い
事

務
室
内
は
禁
煙
と
し
、
別
に
喫
煙
場
所
を
設
け
る

と
い
う
い
わ
ゆ
る
空
間
分
煙
を
原
則
と
し
て
、
具

体
的
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。

東
京
都
は
、
平
成
九
年
三
月
の
東
京
都
分
煙
化

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
検
討
会
の
報
告
を
受
け
て
、
同
年

五
月
、
東
京
都
分
煙
化
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
発
表
す

る
と
と
も
に
、
都
立
施
設
分
煙
化
推
進
計
画
を
発

表
し
、
後
者
の
中
で
、
平
成
人
年
度
に
お
い
て
何

ら
か
の
喫
煙
対
策
を
講
じ
て
い
る
東
京
都
立
施
設



の
割
合
は
八
一
･
九
%
で
、
内
訳
は
分
煙
が
五

六
･
七
%
、
一
部
分
煙
が
二
一
･
四
%
、
禁
煙
が

一
･
六
%
、
時
間
分
煙
が
一
･
二
%
等
で
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
た
。

ウ

被
告
に
お
い
て
は
、
昭
和
六
一
年
こ
ろ
か
ら
、

保
健
所
に
つ
い
て
、
乳
幼
児
、
妊
産
婦
、
病
弱
者

等
が
多
数
来
所
す
る
と
い
う
施
設
の
性
質
上
、
所

内
の
喫
煙
対
策
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
、
管
理
職

を
中
心
に
、同
所
内
に
お
け
る
分
煙
対
策
と
し
て
、

診
察
室
等
の
あ
る
一
階
部
分
に
つ
い
て
は
全
面
的

に
禁
煙
と
し

(た
だ
し
、

一
階
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ

ー
ル
に
つ
い
て
は
、
来
所
者
が
た
ば
こ
を
捨
て
る

た
め
の
灰
皿
が
一
台
置
か
れ
て
い
た
。)、
二
階
部

分
に
つ
い
て
は
ト
イ
レ
及
び
会
議
室
を
禁
煙
と
し

(た
だ
し
、
ト
イ
レ
に
つ
い
て
は
、
清
掃
の
関
係

か
ら
吸
い
殻
を
入
れ
る
た
め
の
空
き
缶
が
置
か
れ

て
い
た
。)、
そ
の
他
の
部
分
を
分
煙
と
す
る
な
ど

の
対
策
が
実
施
さ
れ
て
、
被
告
に
お
け
る
分
煙
対

策
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
。平
成
五
年
こ
ろ
に
は
、

生
活
振
興
部
保
険
年
金
課
で
も
職
員
に
よ
っ
て
自

主
的
に
分
煙
が
実
施
さ
れ
、
喫
煙
が
社
会
的
な
問

題
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
安
全
衛

生
委
員
会
に
お
い
て
、
喫
煙
対
策
が
議
論
さ
れ
、

同
年
度
の
安
全
衛
生
委
員
会
の
意
見
と
し
て
、
喫

煙
者
と
非
喫
煙
者
が
そ
れ
ぞ
れ
い
る
と
い
う
実
態

を
前
提
に
、
分
煙
化
が
望
ま
し
い
と
の
認
識
が
確

認
さ
れ
、
平
成
六
年
度
の
安
全
衛
生
委
員
会
に
お

い
て
は
、
分
煙
化
の
旦
ハ体
案
が
議
論
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
原
告
は
、
平
成
七
年

四
月
一
日
、
再
開
発
一
條
に
配
属
さ
れ
た
。
都
市

開
発
部
の
あ
る
北
棟
一
階
執
務
室
は
、
当
時
、
前

記
前
提
と
な
る
事
実
②
の
と
お
り
の
状
況
で
あ
っ

た
。
原
告
は
、
配
属
当
日
、
北
棟
一
階
執
務
室
内

に
お
い
て
自
席
で
の
喫
煙
が
許
さ
れ
て
い
る
状
況

を
見
て
、
F
係
長
に
対
し
、
自
分
は
気
管
支
が
弱

く
、
た
ば
こ
の
煙
が
苦
手
で
あ
る
か
ら
配
慮
し
て

ほ
し
い
と
申
し
入
れ
た
。
F
係
長
は
、
原
告
に
対

し
、
原
告
が
た
ば
こ
の
煙
を
吸
う
こ
と
に
よ
っ
て

ぜ
ん
息
の
発
作
等
を
起
こ
す
の
か
尋
ね
た
と
こ

ろ
、
原
告
か
ら
そ
う
で
は
な
い
と
の
返
答
を
受
け

た
た
め
、
仕
事
に
差
し
支
え
る
ほ
ど
で
は
な
い
と

受
け
止
め
た
も
の
の
、
原
告
の
申
入
れ
に
配
慮
し

て
、
原
告
の
席
を
喫
煙
者
の
席
か
ら
少
し
で
も
離

す
た
め
、再
開
発
一
係
内
の
座
席
配
置
を
変
更
し
、

原
告
の
向
か
い
側
に
配
置
し
て
い
た
者
を
喫
煙
者

か
ら
非
喫
煙
者
に
変
更
し
た

(た
だ
し
、
原
告
の

席
の
隣
、
斜
め
向
か
い
及
び
斜
め
後
ろ
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
喫
煙
者
の
席
が
あ
っ
た
。)。

原
告
は
、
再
開
発
一
係
に
配
属
さ
れ
た
後
、
眼

の
痛
み
、
の
ど
の
痛
み
、
頭
痛
等
を
自
覚
す
る
よ

う
に
な
り
、
そ
の
症
状
は
平
成
八
年
四
月
に
業
務

係
に
異
動
す
る
ま
で
続
い
た
。
原
告
は
、
職
場
の

先
輩
や
特
別
区
職
員
相
談
室
の
相
談
員
に
対
し

て
、
職
場
で
の
喫
煙
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
旨
相
談

し
、
平
成
七
年
五
月
二
日
に
は
、
G
係
長
に
対
し
、

区
と
し
て
分
煙
を
推
進
し
て
ほ
し
い
旨
相
談
し

た
。
こ
れ
に
対
し
、
G
係
長
は
、
換
気
扇
等
の
設

備
の
拡
充
や
空
間
分
煙
に
つ
い
て
委
員
会
で
検
討

し
て
い
る
こ
と
、
分
煙
は
方
向
性
と
し
て
は
で
き

て
い
る
が
、
時
間
が
か
か
る
こ
と
、
禁
煙
に
つ
い

て
は
現
段
階
で
は
難
し
い
こ
と
な
ど
を
話
し
た
。

ま
た
、
原
告
は
、
同
月
上
旬
、
再
開
発
課
課
長
L

(以
下

｢L
課
長
｣
と
い
う
。)
に
対
し
、
喫
煙
の

問
題
に
つ
い
て
相
談
し
、
北
棟
全
体
を
禁
煙
に
し

て
喫
煙
は
屋
外
で
す
る
こ
と
や
既
存
の
ス
ペ
ー
ス

を
活
用
し
て
空
間
分
煙
を
行
う
こ
と
な
ど
の
喫
煙

対
策
を
要
望
し
た
と
こ
ろ
、
L
課
長
は
、
本
庁
舎

内
に
お
い
て
分
煙
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
同
庁
舎

を
全
面
的
に
禁
煙
と
す
る
こ
と
は
、
同
庁
舎
内
で

勤
務
し
て
い
る
喫
煙
す
る
職
員
及
び
喫
煙
し
な
い

職
員
全
体
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
現
段

階
で
直
ち
に
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
と
話
し
た
。

原
告
は
、
平
成
七
年
五
月
末
こ
ろ
及
び
同
年
六

月
一
四
日
、
耳
鼻
咽
喉
科
で
あ
る
I
医
院
で
受
診

し
、
慢
性
副
鼻
腔
炎
、
急
性
増
悪
症
、
慢
性
喉
頭

炎
及
び
慢
性
咽
頭
炎
と
の
診
断
を
受
け
た
。
原
告

は
、
受
診
の
際
、
医
師
か
ら
、
た
ば
こ
が
原
告
の

｢酒“〒J秒 つnn4 1つ くく



疾
患
に
悪
い
と
言
わ
れ
た
も
の
の
、
原
告
の
疾
患

吸
う
こ
と
が
、
喫
煙
し
な
い
職
員
や
執
務
室
に
来

こ
れ
を
守
ら
ず
、
自
席
で
喫
煙
す
る
者
も
い
な
か

が
受
動
喫
煙
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
診
断
を
受

所
し
た
住
民
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
こ
と
に
も
な
る
の

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

原
告
は
、
た
ば
こ
の
煙
を
避
け
る
た
め
に
マ
ス

ク
を
掛
け
る
よ
う
に
な
り
、
平
成
七
年
六
月
こ
ろ

か
ら
は
、
F
係
長
の
許
可
を
得
て
、
自
席
の
机
上

に
卓
上
用
の
空
気
清
浄
機
を
置
き
、
そ
の
吹
き
出

し
口
か
ら
出
る
空
気
を
吸
う
よ
う
に
な
っ
た
。

原
告
は
、
職
場
内
部
で
の
相
談
で
は
喫
煙
対
策

が
進
ま
な
か
っ
た
た
め
、
米
国
で
地
方
議
会
が
喫

煙
対
策
の
先
べ
ん
を
つ
け
た
こ
と
を
参
考
に
、
平

成
七
年
六
月
二
一
日
、
江
戸
川
区
議
会
に
対
し
、

江
戸
川
区
の
公
共
施
設
の
禁
煙
化
及
び
分
煙
化
の

推
進
並
び
に
江
戸
川
区
有
施
設
の
速
や
か
な
喫
煙

対
策
を
求
め
て
請
願
を
行
っ
た
。
こ
の
請
願
は
、

間
も
な
く
L
課
長
ら
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
L

課
長
は
、
原
告
に
対
し
、
原
告
の
身
体
上
の
苦
痛

に
つ
い
て
は
理
解
し
、
対
策
を
講
じ
る
こ
と
を
約

束
す
る
と
と
も
に
、
｢陳
情
の
目
的
は
達
成
さ
れ

た
は
ず
で
あ
っ
て
こ
れ
以
上
問
題
を
拡
大
す
る
必

要
は
乏
し
い
の
で
は
な
い
か
。
喫
煙
対
策
は
組
織

の
中
で
で
き
る
。｣
な
ど
と
述
べ
て
、
請
願
の
取

下
げ
を
説
得
し
た
。

当
時
の
H
江
戸
川
区
長
は
、
平
成
七
年
六
月
二

人
日
、
江
戸
川
区
議
会
に
お
い
て
、
区
議
会
議
員

の
質
問
に
答
え
、
本
庁
舎
内
執
務
室
で
た
ば
こ
を

所
し
た
住
民
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
こ
と
に
も
な
る
の

で
、
執
務
室
で
は
原
則
と
し
て
禁
煙
と
し
た
い
と

の
方
針
を
表
明
し
、
こ
れ
を
受
け
て
、
同
年
七
月

四
日
の
安
全
衛
生
委
員
会
で
は
、
庁
舎
執
務
室
の

分
煙
の
徹
底
を
推
進
す
る
と
い
う
方
針
を
決
定

し
、
空
間
分
煙
の
進
め
方
と
し
て
、
各
課
･
事
業

所
に
お
い
て
喫
煙
者
と
非
喫
煙
者
と
の
合
意
を
基

礎
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
で
工
夫
を
し
て
喫
煙
コ

ー
ナ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。
原
告
は
、
L

課
長
か
ら
喫
煙
対
策
を
約
束
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か

ら
、
同
日
、
一
応
請
願
を
取
り
下
げ
、
区
長
ら
に

謝
罪
し
た
。

北
棟
一
階
執
務
室
に
お
い
て
は
、
上
記
の
安
全

衛
生
委
員
会
の
方
針
等
を
踏
ま
え
て
、
平
成
七
年

一
〇
月
末
こ
ろ
、
窓
五
ヵ
所
及
び
壁
一
カ
所
に
い

ず
れ
も
毎
時
七
二
〇
寸
の
排
気
能
力
の
あ
る
換
気

扇
が
増
設
さ
れ
、
増
設
さ
れ
た
各
換
気
扇
の
付
近

に
喫
煙
場
所
が
設
置
さ
れ
、
職
員
は
自
席
で
は
な

く
喫
煙
場
所
で
喫
煙
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
も
っ

と
も
、
各
喫
煙
場
所
が
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン
等
で
区

画
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
原
告
の
席
の
後

方
二
、
三
m
の
位
置
に
も
喫
煙
場
所
が
設
置
さ
れ

て
い
た
ほ
か
、
管
理
職
や
再
開
発
課
の
職
員
な
ど

一
部
の
職
員
は
喫
煙
場
所
で
の
喫
煙
を
お
お
む
ね

守
っ
て
い
た
が
、
都
市
開
発
部
の
職
員
の
中
に
は

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

原
告
は
、
L
課
長
に
対
し
、
執
務
室
内
に
喫
煙

場
所
を
設
置
し
て
換
気
扇
を
増
設
す
る
の
で
は
な

く
、
執
務
室
外
に
喫
煙
場
所
を
設
置
し
て
執
務
室

内
を
禁
煙
に
し
て
ほ
し
い
と
要
請
し
た
が
、
L
課

長
は
、
喫
煙
者
の
権
利
も
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
無
理
で
あ
る
と
話
し
た
。
原
告
は
、
都

市
開
発
部
部
長
M

(以
下

｢M
部
長
｣
と
い
う
。)

に
対
し
て
も
、
同
じ
よ
う
な
要
請
を
行
っ
た
が
、

M
部
長
は
、急
激
な
改
革
は
で
き
な
い
と
話
し
た
。

も
っ
と
も
、
M
部
長
は
、
平
成
七
年
一
一
月

一
日

付
け
で
、
｢分
煙
の
徹
底
に
つ
い
て
｣
と
題
す
る

通
知
を
出
し
、
喫
煙
職
員
に
対
し
て
、
指
定
場
所

で
の
喫
煙
を
な
お
一
層
徹
底
す
る
よ
う
促
し
た
。

原
告
は
、
同
日
こ
ろ
、
江
戸
川
区
役
所
総
務
部
職

員
課
福
利
係
に
対
し
、
禁
煙
に
関
す
る
資
料
と
と

も
に
、
原
告
が
、
咽
頭
炎
、
喉
頭
炎
、
副
鼻
腔
炎

等
の
医
師
の
診
断
を
受
け
て
お
り
、
急
性
症
状
と

し
て
受
動
喫
煙
と
の
因
果
関
係
が
推
断
さ
れ
る
こ

と
、
当
時
の
被
告
の
分
煙
対
策
で
あ
る
換
気
扇
の

設
置
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
、

区
役
所
執
務
室
の
原
則
禁
煙
と
執
務
室
外
の
喫
煙

場
所
の
設
置
を
求
め
る
要
望
書
を
提
出
し
た
が
、

こ
の
要
望
は
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

平
成
七
年
三

月
か
ら
、
北
棟
一
階
執
務
室
の



上
記
対
策
を
含
め
て
本
庁
舎
内
の
各
課
等
四
六
職

場
中
四
三
職
場
及
び
い
わ
ゆ
る
出
先
機
関
六
八
職

場
中
五
三
職
場
で
分
煙
が
実
施
さ
れ
た
。

原
告
は
、
平
成
七
年

三
一月
中
旬
こ
ろ
か
ら
、

た
ん
に
血
が
混
じ
る
よ
う
に
な
り
、同
月
二
六
日
、

I
医
院
に
お
い
て
、
急
性
喉
頭
炎
及
び
急
性
副
鼻

腔
炎
兼
急
性
咽
頭
炎
と
の
診
断
を
受
け
た
ほ
か
、

同
月
二
一
日
及
び
平
成
八
年
一
月
一
一
日
、
J
大

学
病
院
の
呼
吸
器
科
で
受
診
し
た
と
こ
ろ
、
同
大

学
病
院
の
医
師
は
、
原
告
に
対
し
、
呼
気
中
一
酸

化
炭
素
濃
度
及
び
血
液
の
検
査
を
行
っ
た
上
で
、

原
告
の
申
出
を
踏
ま
え
、原
告
に
つ
い
て
血
た
ん
、

咽
頭
痛
、
頭
痛
等
の
受
動
喫
煙
に
よ
る
急
性
障
害

が
疑
わ
れ
る
こ
と
、
原
告
に
つ
い
て
勤
務
後
受
診

時
に
は
喫
煙
の
指
標
で
あ
る
呼
気
中
一
酸
化
炭
素

濃
度
が
高
値
を
と
っ
て
お
り
、
明
ら
か
に
受
動
喫

煙
環
境
下
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
症
状
等

よ
り
、
今
後
、
同
様
の
環
境
下
で
は
健
康
状
態
の

悪
化
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
非
喫
煙
環
境
下
で
の

就
業
が
望
ま
れ
る
こ
と
な
ど
が
記
載
さ
れ
た
診
断

書
を
発
行
し
た
。
ま
た
、
原
告
は
、
平
成
七
年
一

0
月
こ
ろ
か
ら
せ
き
を
す
る
た
び
に
首
に
異
常
を

感
じ
て
い
た
と
こ
ろ
、
平
成
八
年
一
月
一
日
、
首

に
激
痛
を
感
じ
、
同
月
二
日
、
整
形
外
科
に
お
い

て
、頸
部
椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
と
の
診
断
を
受
け
た
。

頸
部
椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
に
つ
い
て
は
、
約
一
年
に

わ
た
る
治
療
の
後
、
右
腕
に
巧
ち
性
障
害
を
残
し

て
症
状
が
固
定
化
し
た
。

原
告
は
、
平
成
八
年
一
月
一
二
日
、
L
課
長
に

対
し
、
上
記
J
大
学
病
院
の
診
断
書
を
示
し
、
何

と
か
し
て
ほ
し
い
と
申
し
出
た
が
、
L
課
長
は
、

被
告
に
お
い
て
原
告
を
そ
の
希
望
に
沿
っ
て
業
務

係
に
異
動
さ
せ
る
ま
で
の
間
、
原
告
の
上
記
申
出

に
対
し
特
段
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

北
棟
に
お
い
て
は
、
ビ
ル
管
理
法
の
適
用
が
な

い
も
の
の
、
再
開
発
課
内
に
も
測
定
点
を
設
定
し

て
、
空
気
環
境
測
定
を
二
カ
月
ご
と
に
行
っ
て
お

り
、
そ
の
平
成
七
年
度
の
測
定
結
果
は
、
い
ず
れ

も
、
ビ
ル
管
理
法
基
準
及
び
労
働
省
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
基
準
を
満
た
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
再

開
発
課
内
の
測
定
点
は
、
原
告
の
席
と
比
べ
て
喫

煙
場
所
か
ら
離
れ
た
所
に
あ
り
、
測
定
が
行
わ
れ

る
前
に
は
再
開
発
課
内
で
の
喫
煙
を
控
え
る
職
員

も
い
た
た
め
、
上
記
結
果
は
、
室
内
で
喫
煙
者
が

普
段
通
り
喫
煙
し
て
い
た
場
合
の
室
内
の
空
気
環

境
、
と
り
わ
け
原
告
の
席
の
付
近
の
空
気
環
境
ま

で
を
示
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

な
お
、
北
棟
一
階
に
つ
い
て
は
、
原
告
の
異
動

後
、
執
務
室
外
で
あ
る
一
階
の
ホ
ー
ル
に
空
気
清

浄
機
の
設
置
さ
れ
た
喫
煙
場
所
が
設
け
ら
れ
、
都

市
開
発
部
の
職
員
は
執
務
室
外
の
喫
煙
場
所
に
お

い
て
喫
煙
す
る
よ
う
変
更
さ
れ
た
。

原
告
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
、
業
務
係
に
異

動
と
な
っ
た
。
原
告
は
、
か
ね
て
よ
り
L
課
長
に

対
し
、
再
開
発
課
が
全
面
禁
煙
に
な
ら
な
い
の
で

あ
れ
ば
異
動
さ
せ
て
ほ
し
い
旨
要
望
し
、
平
成
七

年
一
〇
月
中
旬
こ
ろ
に
行
わ
れ
た
職
員
の
異
動
希

望
調
書
に
お
い
て
、
別
の
職
場
へ
の
異
動
を
希
望

し
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
原
告
の
上
記
異

動
は
、
こ
の
よ
う
な
原
告
の
要
望
を
受
け
て
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
採
用
さ
れ
て
一
年
で
の
異

動
は
被
告
に
お
い
て
も
極
め
て
異
例
の
対
応
で
あ

っ
た
。

予
防
課
及
び
衛
生
課
の
あ
る
保
健
所
二
階
事
務

室
は
、
当
時
、
前
記
前
提
と
な
る
事
実
◎
の
と
お

り
の
状
況
で
あ
り
、
室
内
の
喫
煙
場
所
を
利
用
す

る
の
は
主
と
し
て
衛
生
課
の
職
員
で
あ
り
、
室
外

の
喫
煙
場
所
を
利
用
す
る
の
は
主
と
し
て
来
庁
者

及
び
予
防
課
の
職
員
で
あ
っ
た

(な
お
、
平
成
九

年
か
ら
、
業
務
係
に
喫
煙
者
が
二
名
配
属
さ
れ
た

が
、両
名
は
室
外
の
喫
煙
場
所
を
利
用
し
て
お
り
、

そ
の
う
ち
一
名
は
後
に
二
階
ベ
ラ
ン
ダ
に
出
て
喫

煙
し
て
い
た
。
)
。
喫
煙
場
所
は
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン

等
で
区
画
さ
れ
て
お
ら
ず
、
衛
生
課
の
職
員
の
中

に
は
依
然
と
し
て
自
席
で
喫
煙
す
る
者
も
い
た

が
、
都
市
開
発
部
に
比
べ
て
喫
煙
者
が
少
な
く
、

喫
煙
場
所
で
の
喫
煙
も
そ
れ
な
り
に
守
ら
れ
て
い

る
状
態
で
あ
っ
た
。



原
告
の
席
は
、
配
属
当
初
、
業
務
係
の
カ
ウ
ン

東
京
都
分
煙
化
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
検
討
報
告
を
示
し

タ
ー
に
近
い
と
こ
ろ
に
配
置
さ
れ
て
い
た
が
、
そ

て
、
保
健
所
所
長
に
対
し
、
喫
煙
対
策
を
求
め
る

の
席
が
室
外
の
喫
煙
場
所
か
ら
わ
ず
か
数
m
し
か

離
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
原
告
は
、
業
務
係
係

長
N

(以
下

｢N
係
長
｣
と
い
う
。)
に
相
談
し
、

室
内
の
喫
煙
場
所
か
ら
約
一
九
m
、
室
外
の
喫
煙

場
所
か
ら
約
一
0
m
離
れ
、
た
ば
こ
の
煙
が
流
れ

て
き
に
く
い
予
防
課
の
一
番
奥
に
原
告
の
席
を
指

定
し
て
も
ら
っ
た
。

原
告
は
、
平
成
八
年
六
月
こ
ろ
か
ら
平
成
九
年

六
月
こ
ろ
ま
で
、
保
健
所
所
長
に
対
し
、
東
京
都

の
方
針
、
厚
生
省
や
人
事
院
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、

喫
煙
に
対
す
る
研
究
論
文
が
発
表
さ
れ
る
な
ど
の

折
に
触
れ
て
喫
煙
対
策
を
求
め
た
が
、
保
健
所
所

長
は
、
｢禁
煙
は
抵
抗
が
大
き
く
て
で
き
ず
、
完

全
分
煙
は
予
算
が
な
く
て
で
き
な
い
。
パ
ー
テ
ィ

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
喫
煙
場
所
を
区
画
し
て
そ
の
他

の
場
所
を
禁
煙
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ろ
う

屋
み
た
い
な
と
こ
ろ
で
喫
煙
す
る
の
は
い
や
だ
と

の
声
が
多
い
た
め
に
で
き
な
い
し
、
余
り
厳
し
く

や
る
と
人
間
関
係
が
悪
く
な
る
の
で
、
現
状
以
上

の
喫
煙
対
策
は
難
し
い
。｣
と
回
答
し
、
話
合
い

は
平
行
線
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
原
告
は
、
そ
の
間

の
同
年
二
月
こ
ろ
に
は
、
保
健
所
内
の
ト
イ
レ
の

中
で
た
ば
こ
の
吸
い
殻
入
れ
に
使
用
さ
れ
て
い
た

空
き
缶
を
す
べ
て
撤
去
し
、同
年
三
月
こ
ろ
に
は
、

て
、
保
健
所
所
長
に
対
し
、
喫
煙
対
策
を
求
め
る

な
ど
し
た
が
、
更
な
る
喫
煙
対
策
は
行
わ
れ
な
か

っ
た
。

原
告
は
、
平
成
一
〇
年
三
月
二
人
日
付
け
で
、

特
別
区
人
事
委
員
会
に
対
し
、
保
健
所
庁
舎
内
及

び
江
戸
川
区
役
所
庁
舎
内
の
禁
煙
化
及
び
分
煙
化

を
求
め
る
措
置
要
求
を
行
っ
た
。

保
健
所
に
お
い
て
は
、平
成
一
〇
年
四
月
こ
ろ
、

衛
生
課
長
○
を
中
心
と
し
て
所
内
禁
煙
の
方
向
で

話
合
い
が
進
め
ら
れ
、
ト
イ
レ
に
禁
煙
の
表
示
が

行
わ
れ
、
吸
い
殻
入
れ
に
使
用
さ
れ
て
い
た
空
き

缶
を
撤
去
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
所
内

に
分
煙
及
び
禁
煙
の
表
示
が
な
さ
れ
て
、
喫
煙
対

策
の
周
知
が
図
ら
れ
、
同
年
七
月
こ
ろ
に
は
昼
食

時
間
帯
を
除
い
て
食
堂
の
一
角
が
喫
煙
場
所
と
な

っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
室
外
の
喫
煙
場
所
が
廃
止

さ
れ
、
同
時
期
に
、

一
階
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル

に
設
置
さ
れ
て
い
た
灰
皿
も
玄
関
入
口
の
風
除
室

に
移
動
さ
れ
、
平
成
三

年
三
月
末
に
は
、
室
内

の
喫
煙
場
所
も
撤
去
さ
れ
、
二
階
ベ
ラ
ン
ダ
の
み

が
喫
煙
場
所
と
な
り
、
室
内
は
完
全
に
禁
煙
と
な

っ
た
。

保
健
所
に
お
い
て
は
、
ビ
ル
管
理
法
の
適
用
が

な
い
も
の
の
、
保
健
所
二
階
事
務
室
に
測
定
点
を

設
け
て
、
室
外
の
喫
煙
場
所
が
廃
止
さ
れ
た
後
の

平
成
一
〇
年
一
二
月
八
日
、
同
月
三
一
日
及
び
平

成
三

年
一
月
一
四
日
の
三
回
、
空
気
環
境
測
定

を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
測
定
結
果
に
よ
れ
ば
、
平

成
一
〇
年
一
二
月
八
日
の
炭
酸
ガ
ス
平
均
値
が
ビ

ル
管
理
法
基
準
を
上
回
っ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の

他
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
ビ
ル
管
理
法
基
準
及

び
労
働
省
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
基
準
を
満
た
し
て
お

り
、
と
り
わ
け
、
浮
遊
粉
じ
ん
量
に
つ
い
て
み
る

と
、
労
働
省
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
基
準
の
一
〇
分
の
一

程
度
に
収
ま
っ
て
い
た
。

原
告
は
、
平
成
=

年
四
月
一
日
付
け
で
、
江

戸
川
区
立
平
井
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ
異
動
と
な
り
、

同
年
五
月
=

日
付
け
で
、
同
セ
ン
タ
ー
を
禁
煙

と
す
る
措
置
要
求
を
追
加
し
た
。
な
お
、
同
セ
ン

タ
ー
は
、
老
人
娯
楽
室
以
外
は
事
務
室
を
含
め
す

べ
て
禁
煙
と
な
っ
て
い
た
が
、
老
人
娯
楽
室
は
、

開
放
さ
れ
た
空
間
で
は
な
く
遮
断
さ
れ
た
空
間
と

な
っ
て
お
り
、
室
内
に
は
換
気
扇
が
二
台
設
置
さ

れ
て
い
た
。

特
別
区
人
事
委
員
会
は
、
平
成
一
二
年
二
月
二

一
日
、
平
成
一
〇
年
三
月
二
人
日
付
け
の
措
置
要

求
に
つ
い
て
は
却
下
、
平
成

=
年
五
月
三

日

付
け
の
措
置
要
求
に
つ
い
て
は
棄
却
す
る
旨
判
定

し
た
。

②
前
記
認
定
の
と
お
り
、
原
告
は
、
被
告
の
職
員
に

ぐ? 寝首分〒を つハハハ 1つ

任
命
さ
れ
、
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
被
告
と
の
間
に



お
い
て
勤
務
関
係
に
あ
る
者
で
あ
る
か
ら
、被
告
は
、

｢た
ば
こ
行
動
計
画
｣
の
中
で
、
職
場
で
の
受
動
喫

響
と
し
て
の
眼
症
状
、
鼻
症
状
、
頭
痛
、
せ
き
、
ぜ

"

そ
の
職
員
で
あ
る
原
告
に
対
し
、
被
告
が
公
務
遂
行

の
た
め
に
設
置
す
べ
き
場
所
、
施
設
若
し
く
は
器
具

等
の
設
置
管
理
又
は
原
告
が
被
告
若
し
く
は
上
司
の

指
示
の
下
に
遂
行
す
る
公
務
の
管
理
に
当
た
っ
て
、

原
告
の
生
命
及
び
健
康
等
を
危
険
か
ら
保
護
す
る
よ

う
配
慮
す
べ
き
義
務
を
負
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
前
記
認
定
の
と
お
り
、
我
が
国
に
お
い
て

も
、
労
働
省
告
示
五
九
号
の
中
で
、
｢屋
内
作
業
場

で
は
、
空
気
環
境
に
お
け
る
浮
遊
粉
じ
ん
や
臭
気
等

に
つ
い
て
、
労
働
者
が
不
快
と
感
ず
る
こ
と
の
な
い

よ
う
維
持
管
理
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
と
し
、
必
要
に
応
じ
作
業
場
内
に
お
け
る
喫
煙

場
所
を
指
定
す
る
等
の
喫
煙
対
策
を
講
ず
る
こ
と
こ

と
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
厚
生
省
が
平
成
5
年
に

公
表
し
た

｢喫
煙
と
健
康

第
2
版
｣
の
中
で
、
受

動
喫
煙
の
急
性
影
響
と
し
て
は
眼
症
状

(か
ゆ
み
、

痛
み
、
涙
、
瞬
目
)、
鼻
症
状

(く
し
ゃ
み
、
鼻
閉
、

か
ゆ
み
、
鼻
汁
)、
頭
痛
、
せ
き
、
ぜ
ん
嶋
等
が
自

覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
受
動
喫
煙
の
慢
性
影
響
と

し
て
の
肺
が
ん
発
生
に
関
す
る
リ
ス
ク
の
有
意
性
に

つ
い
て
は
、
当
時
に
お
い
て
世
界
的
に
み
て
全
面
的

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
は
至

っ
て
い
な
い
も
の
の
、

我
が
国
を
含
む
多
く
の
国
々
で
そ
の
危
険
性
に
対
し

て
危
ぐ
の
念
が
表
明
さ
れ
て
い
る
旨
指
摘
さ
れ
て
い

た
こ
と
、
厚
生
省
が
平
成
七
年
三
月
に
公
表
し
た

煙
の
影
響
の
排
除
、
減
少
対
策
に
つ
い
て
、
｢職
場

に
お
け
る
分
煙
に
つ
い
て
は
特
定
の
人
々
が
社
会
的

な
必
要
か
ら
日
常
的
に
か
つ
選
択
の
余
地
な
く
相
当

程
度
の
時
間
を
過
ご
す
場
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
職
場

の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
非
喫
煙
者
に
十
分
配
慮
し
た

対
策
を
積
極
的
に
推
進
す
べ
き
で
あ
る
｣
と
指
摘
さ

れ
て
い
た
こ
と
、
平
成
七
年
当
時
、
喫
煙
対
策
が
社

会
的
に
も
要
請
さ
れ
、
喫
煙
対
策
を
行
う
企
業
や
官

公
署
が
増
え
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、
平
成
八
年
に
は
労

働
省
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
労
働
省
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
公
表

さ
れ
、
そ
れ
以
降
、
職
場
に
お
け
る
喫
煙
対
策
に
つ

い
て
、
更
に
社
会
的
に
も
検
討
が
進
ん
で
い
っ
た
こ

と
な
ど
を
併
せ
考
え
る
と
、
被
告
は
、
原
告
が
再
開

発
一
係
及
び
業
務
係
に
配
属
さ
れ
て
い
た
当
時
に
お

い
て
、
公
務
の
遂
行
の
た
め
に
設
置
し
た
施
設
等
の

管
理
又
は
原
告
が
被
告
若
し
く
は
上
司
の
指
示
の
下

に
遂
行
す
る
公
務
の
管
理
に
当
た
り
、
当
該
施
設
等

の
状
況
に
応
じ
、
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
受
動
喫
煙

の
危
険
性
か
ら
原
告
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る

よ
う
配
慮
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
た
も
の
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
義
務
の
内
容
は
、
上
記
危
険
の

態
様
、
程
度
、
被
害
結
果
の
状
況
等
に
応
じ
、
具
体

的
状
況
に
従
っ
て
決
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、

上
記
の
と
お
り
、
受
動
喫
煙
の
危
険
性
が
、
急
性
影

ん
嶋
等
の
自
覚
及
び
慢
性
影
響
と
し
て
の
肺
が
ん
等

の
リ
ス
ク
の
増
加
で
あ
り
、
受
動
喫
煙
の
暴
露
時
間

や
暴
露
量
を
無
視
し
て
一
律
に
論
ず
る
こ
と
の
で
き

な
い
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
当
時
の
我
が
国

に
お
い
て
は
、
喫
煙
が
個
人
の
し
好
に
強
く
か
か
わ

る
も
の
と
し
て
喫
煙
に
対
し
寛
容
な
社
会
的
認
識
が

な
お
残
っ
て
お
り
、
喫
煙
対
策
の
推
進
に
当
た
っ
て

も
喫
煙
者
と
非
喫
煙
者
が
相
互
の
立
場
を
尊
重
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
当

時
の
喫
煙
対
策
と
し
て
は
喫
煙
時
間
や
喫
煙
場
所
を

限
る
と
い
う
意
味
で
の
分
煙
が
一
般
的
で
あ
り
、
労

働
省
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
労
働
省
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
掲
げ

ら
れ
た
各
種
の
分
煙
対
策
に
つ
い
て
も
、
即
時
に
全

面
的
な
導
入
を
図
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
く
、
当
該
施
設
の
具
体
的
状
況
に
応
じ
、
喫

煙
場
所
を
設
け
た
り
、
喫
煙
時
間
帯
を
定
め
た
り
す

る
な
ど
の
分
煙
対
策
を
あ
る
程
度
段
階
的
に
実
施
し

て
い
く
こ
と
を
予
定
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と

な
ど
は
、
上
記
の
配
慮
す
べ
き
義
務
の
内
容
を
検
討

す
る
に
当
た
っ
て
掛
酌
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

③
そ
こ
で
、
ま
ず
、
再
開
発
一
係
配
属
期
の
う
ち
平

成
七
年
四
月
こ
ろ
か
.ら
平
成
八
年
一
月
三

日
こ
ろ

ま
で
に
つ
い
て
み
る
と
、
前
記
骸
蛤
疋
の
と
お
り
、
北

棟
一
階
執
務
室
に
お
い
て
は
、平
成
七
年
四
月
当
時
、



前
記
前
提
と
な
る
事
実
②
の
と
お
り
の
状
況
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
、
F
係
長
に
よ
る
再
開
発
一
係
内
で
の
座

席
配
置
の
変
更
や
卓
上
用
空
気
清
浄
機
の
持
ち
込
み

許
可
の
ほ
か
、
同
年
一
〇
月
末
こ
ろ
、
前
記
前
提
と

な
る
事
実
②
の
と
お
り
換
気
扇
及
び
喫
煙
場
所
が
設

置
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
喫
煙
場
所
が
依
然
と

し
て
執
務
室
内
に
あ
り
、
ま
た
、
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン

等
で
区
画
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
た
め

に
、
換
気
設
備
の
位
置
、
能
力
等
を
勘
案
し
て
も
、

原
告
の
席
ま
で
た
ば
こ
の
煙
が
流
れ
て
き
て
い
た
可

能
性
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
喫
煙
を
め
ぐ
る
当

時
の
社
会
情
勢
の
下
で
官
公
署
や
民
間
企
業
に
お
い

て
一
般
的
に
採
用
さ
れ
て
い
た
分
煙
対
策
が
執
ら
れ

て
い
た
も
の
と
評
価
で
き
る
こ
と
、
ま
た
、
執
務
室

内
に
お
け
る
受
動
喫
煙
に
よ
り
前
述
の
よ
う
な
急
性

影
響
が
生
ず
る
こ
と
は
否
定
し
難
く
、
原
告
の
自
覚

す
る
眼
の
痛
み
、
の
ど
の
痛
み
、
頭
痛
等
の
症
状
も

そ
の
影
響
で
あ
る
と
推
認
さ
れ
る
も
の
の
、
受
動
喫

煙
の
影
響
は
上
記
程
度
の
も
の
に
と
ど
ま
る
も
の
で

あ
り
、
原
告
が
受
診
し
た
I
医
院
に
お
け
る
慢
性
副

鼻
腔
炎
等
の
診
断
結
果
や
整
形
外
科
に
お
け
る
頸
部

椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
と
の
診
断
結
果
が
執
務
室
内
に
お

け
る
受
動
喫
煙
に
起
因
す
る
こ
と
を
認
め
る
に
足
り

る
確
た
る
証
拠
は
な
く
、
受
動
喫
煙
と
の
因
果
関
係

は
不
明
で
あ
る
こ
と
、
平
成
七
年
五
月
こ
ろ
か
ら
同

年
一
二
月
こ
ろ
ま
で
に
原
告
が
し
た
喫
煙
対
策
の
申

入
れ
は
、
い
ず
れ
も
、
受
動
喫
煙
に
よ
る
疾
患
の
疑

し
出
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
上
記
診
断
書
の
記
載
内

容
か
ら
直
ち
に
上
記
急
性
障
害
と
執
務
室
内
に
お
け

る
受
動
喫
煙
と
の
間
に
法
的
な
因
果
関
係
を
認
め
得

る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
執
務
室
内
の
分

煙
状
況
等
に
か
ん
が
み
て
も
、
被
告
と
し
て
は
、
原

告
が
、
執
務
室
内
に
お
い
て
な
お
受
動
喫
煙
環
境
下

に
置
か
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
得
た
も

の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
上
記
診
断
書
に
記
載
さ
れ

た
医
師
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
上
で
、
受
動
喫
煙
に
よ

る
急
性
障
害
が
疑
わ
れ
る
原
告
を
受
動
喫
煙
環
境
下

に
置
く
こ
と
に
よ
り
そ
の
健
康
状
態
の
悪
化
を
招
く

い
が
明
示
さ
れ
た
診
断
書
な
ど
を
示
し
て
な
さ
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る

た
め
に
一
般
的
な
喫
煙
対
策
を
求
め
る
と
い
う
色
彩

の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
当
時
、
北
棟
一
階
執

務
室
に
お
い
て
、
原
告
以
外
に
受
動
喫
煙
に
よ
る
健

康
被
害
を
訴
え
た
者
が
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る

よ
う
な
証
拠
は
な
く
、
北
棟
1
階
執
務
室
の
空
気
環

境
測
定
結
果
が
一
応
ビ
ル
管
理
法
基
準
の
範
囲
内
に

あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
か
ん
が
み
る
と
、
被
告
が
原
告

の
生
命
及
び
健
康
を
受
動
喫
煙
の
危
険
性
か
ら
保
護

す
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
義
務
に
違
反
し
た
と
ま
で
は

い
え
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
再
開
発
一
係
配
属
期
の
う
ち
、

平
成
八
年
一
月
三
一日
か
ら
同
年
三
月
三
一
日
ま
で

に
つ
い
て
み
る
と
、
前
記
認
定
の
と
お
り
、
原
告
は
、

同
年
一
月
一
二
日
、
L
課
長
に
対
し
、
原
告
に
つ
い

て
血
た
ん
、
咽
頭
痛
、
頭
痛
等
の
受
動
喫
煙
に
よ
る

急
性
障
害
が
疑
わ
れ
る
こ
と
、
原
告
に
つ
い
て
勤
務

後
受
診
時
に
は
喫
煙
の
指
標
で
あ
る
呼
気
中
一
酸
化

炭
素
濃
度
が
高
値
を
と
っ
て
お
り
、
明
ら
か
に
受
動

喫
煙
環
境
下
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
症
状
等

よ
り
、
今
後
、
同
様
の
環
境
下
で
は
健
康
状
態
の
悪

化
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
非
喫
煙
環
境
下
で
の
就
業

が
望
ま
れ
る
こ
と
な
ど
が
記
載
さ
れ
た
前
記
J
大
学

病
院
の
診
断
書
を
示
し
、
何
と
か
し
て
ほ
し
い
と
申

こ
と
が
な
い
よ
う
、
原
告
の
席
の
後
方
二
、
三
m
の

位
置
に
設
置
さ
れ
て
い
た
喫
煙
場
所
を
撤
去
す
る
な

ど
し
て
原
告
の
席
を
喫
煙
場
所
か
ら
遠
ざ
け
る
と
と

も
に
、
自
席
で
の
禁
煙
を
更
に
徹
底
さ
せ
る
な
ど
、

速
や
か
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
同
年
四
月
一
日
に
原
告
を
そ
の
希

望
に
沿
っ
て
異
動
さ
せ
る
ま
で
の
間
、
特
段
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
放
置
し
て
い
た
の
で

あ
る
か
ら
、
被
告
は
、原
告
の
生
命
及
び
健
康
を
受
動

喫
煙
の
危
険
性
か
ら
保
護
す
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
義
務

に
違
反
し
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

次
に
、
平
成
八
年
四
月
一
日
以
降
の
業
務
係
配
属

期
に
つ
い
て
み
る
と
、
前
記
認
定
の
と
お
り
、
保
健

所
に
お
い
て
は
、
既
に
昭
和
六
一
年
以
来
、
当
該
施

設
の
性
質
に
か
ん
が
み
て
分
煙
対
策
が
導
入
さ
れ
、



一
階
は
禁
煙
、
二
階
の
会
議
室
と
ト
イ
レ
も
禁
煙
、

そ
の
他
の
部
分
は
分
煙
と
す
る
な
ど
の
対
策
が
実
施

さ
れ
て
お
り
、
被
告
に
お
け
る
分
煙
対
策
の
さ
き
が

け
と
な
っ
た
職
場
で
あ
る
こ
と
、
保
健
所
二
階
事
務

室
に
お
い
て
は
、
前
記
前
提
と
な
る
事
実
◎
の
と
お

り
の
分
煙
対
策
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
北
棟
一
階
執

務
室
に
比
べ
て
そ
れ
な
り
に
分
煙
は
守
ら
れ
て
い
た

こ
と
に
加
え
、
喫
煙
者
数
が
北
棟
一
階
執
務
室
に
比

べ
て
半
分
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
、
喫
煙
場
所
は
パ
ー

テ
ィ
シ
ョ
ン
等
で
区
画
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の

の
、
原
告
は
、
N
係
長
に
相
談
し
、
室
内
の
喫
煙
場

所
か
ら
約
一
九
m
、
室
外
の
喫
煙
場
所
か
ら
約
一
0

m
離
れ
、
た
ば
こ
の
煙
が
流
れ
て
き
に
く
い
予
防
課

の
一
番
奥
に
原
告
の
席
を
指
定
し
て
も
ら
っ
た
こ

と
、
平
成
一
〇
年
四
月
に
は
ト
イ
レ
に
禁
煙
の
表
示

が
行
わ
れ
、
吸
い
殻
入
れ
に
使
用
さ
れ
て
い
た
空
き

缶
を
撤
去
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
所
内
に

分
煙
及
び
禁
煙
の
表
示
が
な
さ
れ
て
、
喫
煙
対
策
の

周
知
が
図
ら
れ
、
同
年
七
月
こ
ろ
に
は
室
外
の
喫
煙

場
所
が
廃
止
さ
れ
、
平
成
三

年
四
月
か
ら
は
室
内

の
喫
煙
場
所
も
廃
止
さ
れ
、
喫
煙
は
ベ
ラ
ン
ダ
の
み

で
行
う
と
の
分
煙
対
策
が
更
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
、

原
告
が
、
業
務
係
配
属
期
に
お
い
て
、
受
動
喫
煙
に

よ
る
上
記
急
性
障
害
が
な
お
残
存
し
て
い
る
と
か
、

そ
の
急
性
障
害
が
更
に
悪
化
し
た
と
い
っ
た
内
容
の

診
断
書
を
提
示
し
た
形
跡
は
な
く
、
平
成
八
年
四
月

一
日
か
ら
平
成

=
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
原
告
が

し
た
喫
煙
対
策
の
申
入
れ
も
受
動
喫
煙
に
関
す
る
一

般
的
な
知
見
を
示
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
、
被
告
が
、
平
成
八
年
当
時
、
既
に
実
施
済
み
で

あ
っ
た
分
煙
対
策
に
加
え
、
N
係
長
に
よ
る
座
席
配

置
の
変
更
、
保
健
所
所
長
に
よ
る
相
談
等
を
経
な
が

ら
原
告
に
対
応
し
つ
つ
、
更
に
平
成
一
〇
年
以
降
、

禁
煙
原
則
に
立
脚
し
た
分
煙
対
策
を
推
進
し
た
こ
と

な
ど
に
照
ら
せ
ば
、
被
告
が
原
告
の
生
命
及
び
健
康

を
受
動
喫
煙
の
危
険
性
か
ら
保
護
す
る
よ
う
配
慮
す

べ
き
義
務
に
違
反
し
た
と
は
い
え
な
い
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。

2

争
点
②
に
つ
い
て

①
争
点
①
に
つ
い
て
説
示
し
た
と
お
り
、
被
告
の
安

全
配
慮
義
務
違
反
は
、
平
成
八
年
一
月
一
二
日
以
降

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
原
告
の
主
張
す
る
各
損
害
の

う
ち
そ
れ
よ
り
前
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
い

ず
れ
の
損
害
も
安
全
配
慮
義
務
違
反
と
の
因
果
関
係

を
欠
く
も
の
で
あ
る
。

②
そ
こ
で
、
被
告
の
安
全
配
慮
義
務
違
反
と
相
当
因

果
関
係
に
あ
る
慰
謝
料
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
、
前

記
説
示
の
と
お
り
、
原
告
が
、
平
成
八
年
一
月
一
二

日
に
、
L
課
長
に
対
し
、
原
告
に
つ
い
て
受
動
喫
煙

に
よ
る
急
性
障
害
が
疑
わ
れ
、
症
状
等
よ
り
、
今
後
、

同
様
の
環
境
下
で
は
健
康
状
態
の
悪
化
が
予
想
さ
れ

る
の
で
、
非
喫
煙
環
境
下
で
の
就
業
が
望
ま
れ
る
こ

と
な
ど
が
記
載
さ
れ
た
医
師
の
診
断
書
を
示
し
、
配

慮
を
求
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
は
、
受
動
喫
煙

に
よ
る
急
性
障
害
が
疑
わ
れ
る
原
告
を
受
動
喫
煙
環

境
下
に
置
く
こ
と
に
よ
り
そ
の
健
康
状
態
の
悪
化
を

招
く
こ
と
が
な
い
よ
う
速
や
か
に
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
年
四
月

一
日
に
原
告
を
そ
の
希
望
に
沿
っ
て
異
動
さ
せ
る
ま

で
の
間
、
特
段
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
な
く
、
こ
れ

を
放
置
し
、
そ
の
間
、
原
告
に
お
い
て
眼
の
痛
み
、

の
ど
の
痛
み
、
頭
痛
等
が
継
続
し
て
い
た
と
い
う
の

で
あ
り
、
か
か
る
義
務
違
反
の
態
様
に
加
え
、
こ
れ

に
よ
り
原
告
の
被
っ
た
精
神
的
肉
体
的
苦
痛
の
内

容
、
程
度
、
期
間
等
本
件
に
顕
れ
た
諸
般
の
事
情
に

か
ん
が
み
れ
ば
、
原
告
に
対
す
る
慰
謝
料
の
金
額
と

し
て
は
五
万
円
を
も
っ
て
相
当
と
認
め
る
。

五

結
論

よ
っ
て
、
原
告
の
請
求
は
、
慰
謝
料
五
万
円
の
支
払
を

求
め
る
限
度
で
理
由
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
認
容
し
、
そ

の
余
に
つ
い
て
は
、
理
由
が
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
棄
却
す

る
こ
と
と
し
て
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
六
部裁

判
長
裁
判
官

土
肥
章
大

裁
判
官

田
中
寿
生

裁
判
宮

古
市
文
孝



『麗
糧
湖
夢
衞
遭
』

宅
心
賀
の
み
ー
や
こ
ー
よ
。
い
ー

ざ
さ
ー
ら
ば
-
。｣

『琵
琶
湖
就
航
の
歌
』
の
ワ
ン
フ

レ
ー
ズ
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
、
生
ま

れ
て
初
め
て
関
西
の
地
を
離
れ
て
以

来
、
三
年
近
く
の
月
日
が
経
ち
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
、
数
ヵ
月

(も
し
く

は
、
プ
ラ
ス
一
年
)
、
東
京
で
の
独

り
身
生
活
を
満
喫
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
私
が
、
東
京
に
来
て
一
番

に
感
じ
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
日
本
の

国
で
世
界
に
開
か
れ
て
い
る
の
は
や

は
り
東
京
で
あ
る
こ
と
。
日
々
、
国

と
し
て
の
意
思
決
定
が
な
さ
れ
、
そ

れ
を
世
界
に
、
あ
る
い
は
国
内
に
向

け
て
情
報
発
信
さ
れ
る
の
を
間
近
に

見
て
い
る
と
、
｢首
都
東
京
｣
を
意

滋
賀
県
臺
宗
事
務
所

高
木

渉

識
せ
ざ
る
お
え
ま
せ
ん
。

そ
う
い
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な

街
東
京
に
い
る
と
、
ふ
と
静
か
な
琵

琶
湖
畔
の
景
色
を
思
い
出
し
ま
す
。

ず
っ
と
住
ん
で
い
る
と
見
慣
れ
た
景

色
な
の
で
気
づ
か
な
か
っ
た
も
の

が
、
そ
の
地
を
離
れ
て
初
め
て
わ
か

っ
て
く
る
。
そ
ん
な
思
い
で
、
今
回
、

こ
の
誌
面
を
お
借
り
し
て
滋
賀
県
の

紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆

『琵
琶
湖
夢
街
道
』

滋
賀
県
で
は
、
数
年
前
、
『琵
琶

湖
夢
街
道
』
と
銘
打
っ
て
、
観
光
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
ま
し
た
。

滋
賀
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を

｢道
｣
で

つ
な
い
で
紹
介
し
た
わ
け
で
す
が
、

古
来
、
都
が
お
と
な
り
の
京
都
に
あ

っ
た
関
係
で
、
滋
賀
は
、
全
国
制
覇

を
目
指
す
武
将
た
ち
が
、
こ
の
地
を

通
っ
た
り
、拠
点
を
築
い
た
り
し
て
、

都
を
目
指
し
ま
し
た
。
様
々
な
夢
が

交
錯
し
た
わ
け
で
す
。
滋

賀
の

｢道
｣
を
駆
け
抜
け

た
主
な
武
将
た
ち
の
夢
を

繭

テ
ー
マ
に
紹
介
し
ま
す
。

◆
義
仲
の
夢

来
年
の
大
河
ド
ラ
マ

｢義
経
｣
で
も
登
場
す
る

と
思
い
ま
す
が
、
木
曽
義

仲
は
、
栄
華
を
誇
っ
た
平

氏
を
撃
ち
破
り
、
京
都
に

か
け
上
り
ま
し
た
。
平
氏

に
代
わ
り
、
都
に
参
上
し

た
義
仲
で
す
が
、
都
で
の

支
持
が
得
ら
れ
ず
、
結
局
、

義
経
を
始
め
と
す
る
源
頼

朝
の
追
討
軍
に
う
ち
破
れ
、
大
津
粟

津
の
地
で
果
て
ま
し
た
。
義
仲
寺

(大
津
市
膳
所
)
は
、
｢朝
日
将
軍
｣

と
呼
ば
れ
平
氏
の
後
の
政
権
を
樹
立

し
よ
う
と
し
て
夢
破
れ
た
義
仲
と
、

後
に
、
そ
の
義
仲
を
慕
っ
た
松
尾
芭

蕉
の
墓
が
建
て
ら
れ
て
い
る
小
さ
な

お
寺
で
す
が
、
味
わ
い
深
い
ひ
と
と

き
を
過
ご
せ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
　　

　
　

　　

　　
　　
　
　

礎
な透
を

,
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寺

い

　
　

西から東から



◆
信
長
の
夢

｢近
江
を
制
す
る
も
の
は
、
天
下

を
制
ず
｣
と
い
わ
れ
た
戦
国
時
代
。

こ
の
時
代
に
登
場
し
た
織
田
信
長

は
、
室
町
時
代
に
終
止
符
を
打
ち
、

｢天
下
布
武
｣
の
拠
点
と
し
て
、
滋

賀
の
安
土
に
城
を
築
き
ま
し
た
。
本

能
寺
の
変
で
、
天
下
統
一
の
夢
半
ば

で
散
っ
た
信
長
で
す
が
、
石
垣
の
み

残
る
安
土
城
跡
に
は
、
そ
こ
に
城
が

な
い
故
に
、
壮
大
な
夢
を
持
っ
た
信

長
の
志
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
近
く
に
は
、
安
土
城
考
古
博
物

館
、
信
長
の
館
な
ど
が
あ
り
、
再
現

さ
れ
た
安
土
城
夫
守
や
歴
史
資
料
な

ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
秀
吉
の
夢

豊
臣
秀
吉
は
、本
能
寺
の
変
の
後
、

天
下
統
一
を
果
た
し
ま
し
た
が
、
信

長
が
亡
く
な
る
ま
で
の
間
、
滋
賀
の

湖
北
地
方
を
領
地
と
し
、
長
浜
に
城

を
築
き
ま
し
た
。
長
浜
城
は
、
秀
吉

が
初
め
て
一
国
一
城
の
主
と
な
り
、

天
下
人
に
駆
け
上
る
出
世
城
と
な
っ

た
と
い
え
ま
す
。
信
長
の
許
で
出
世

を
夢
見
た
長
浜
で
の
治
世
は
、
町
を

発
展
さ
せ
る
大
き
な
力
と
な
り
、
今

も

｢太
閤
さ
ん
｣
と
慕
わ
れ
て
い
ま

す
。
ほ
か
に
も
、
長
浜
市
内
に
は
、

　　
　

獲
拙

修理 ･復元された安土城大手道

六
瓢
箪
と
い
わ
れ
る
秀
吉
ゆ
か
り
の

寺
社
が
あ
り
、
当
時
を
し
の
ぶ
こ
と

が
で
き
ま
す
。

写真3 長浜城

こ
の
よ
う
に
、
滋
賀
県
で
は
、
琵

琶
湖
を
取
り
巻
く
道
を
通
っ
て
、
夢

を
か
な
え
る
べ
く
様
々
な
ド
ラ
マ
が

展
開
さ
れ
ま
し
た
。
歴
史
に
興
味
を

お
持
ち
の
方
に
と
っ
て
は
、
非
常
に

お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
こ
れ
か
ら
、
第
二
名
神
高

速
道
路
も
開
通
す
る
と
滋
賀
へ
の
ア

ク
セ
ス
が
、
一
段
と
便
利
に
な
り
ま

す
。
ぜ
ひ
、
一
度
、
滋
賀
の
道
路
を

使
っ
て
、
つ
わ
も
の
た
ち
の
残
し
た

夢
の
跡
を
探
し
に
来
て
く
だ
さ
い
。

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

写真 4 安土城跡より西の湖を望む



監れ鬱の広鰯

経
済
新
聞
の

｢家
族
で
行
く
フ
ー
ド

テ
ー
マ
パ
ー
ク
｣
で
、
福
岡
の

｢
ラ

ー
メ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
｣
な
ど
を
押
さ

え
、
堂
々
全
国
第
一
位
に
輝
き
ま
し

た
。
そ
の
他
の
お
好
み
焼
き
店
の
情

報
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

｢広
島
ナ
ビ

ゲ
ー
タ
｣
(す
琶
"
鶏
烈
"
甘
く
け
り漬
け

-[8
町
B
D精
白
滋
瀦
巴
o5

を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
東
京
事
務
所
の
職
員
が
自

ら
調
査
し
た
東
京
に
あ
る
広
島
風
お

好
み
焼
き
店
の
情
報
も
載
っ
て
い
ま

す
。

◆
広
島
か
き

か
き
は
栄
養
満
点
の
海
の
幸
で

す
。
良
質
な
た
ん
ぱ
く
質
を
多
く
含

み
、
お
い
し
さ
の
秘
密
で
あ
る
グ
リ

コ
ー
ゲ
ン
は
、
筋
肉
を
動
か
す
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
な
り
ま
す
。
飲
み
の
多
い

広
島
は
え
え
と
こ
じ
ゃ
け
ん

は
じ
め
ま
し
て
、
広
島
市
東
京
事

務
所
の
芝
で
す
。
東
京
に
来
て
九
ヵ

月
、
仕
事
に
も
少
し
慣
れ
て
き
た
の

で
趣
味
で
あ
る
水
泳
に
も
力
を
入
れ

て
き
た
と
こ
ろ
、
三

月
三
日
に
行

わ
れ
た
東
京
年
齢
別
水
泳
大
会
で
は

二
種
目
優
勝
し
ま
し
た
。

さ
て
、
東
京
で
の
私
の
仕
事
は
、

国
土
交
通
省
と
の
連
絡
調
整
と
、
広

島
市
の
シ
テ
ィ
ー
セ
ー
ル
ス
を
担
当

し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
貴
重

な
誌
面
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
、
広

島
市
の
売
り
込
み
を
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

広
島
市
の
お
い
し
い
も
の
と
言
え

ば
、
｢
広
島
風
お
好
み
焼
き
｣
と

｢広
島
か
き
｣
で
す
。

広
島
市
東
京
事
務
所

芝

啓
造

◆
広
島
風
お
好
み
焼
き

私
が
始
め
て
広
島
風
お
好
み
焼
き

を
食
べ
た
の
は
、
大
学
生
の
時
で
し

た
。
愛
媛
県
出
身
の
私
に
と
っ
て
、

そ
れ
ま
で
は
お
好
み
焼
き
と
言
え
ば

関
西
風
で
し
た
。
食
べ
て
み
る
と
、

薄
い
生
地
の
上
に
乗
っ
た
ボ
リ
ュ
ー

ム
満
点
の
キ
ャ
ベ
ツ
、
少
し
甘
味
の

あ
る
お
好
み
ソ
ー
ス
、
そ
ば

(う
ど

ん
)
、
卵
、
こ
れ
ら
の
絶
妙
な
ハ
ー

モ
ニ
ー
に
驚
き
、舌
鼓
を
打
ち
つ
つ
、

フ
ー
フ
ー
し
な
が
ら
大
変
お
い
し
く

食
べ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
グ

ル
メ
の
方
で
も
き
っ
と
満
足
し
て
い

た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

お
好
み
焼
き
の
味
の
決
め
手
は
、

お
好
み
ソ
ー
ス
。
当
初
、
ウ
ス
タ
ー

ソ
ー
ス
を
使
っ
て
い
た
そ
う
で
す

が
、
流
れ
て
し
ま
っ
て
お
好
み
焼
き

に
付
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
ウ
ス

タ
ー
ソ
ー
ス
の
沈
殿
物
に
手
を
加
え

て
作
っ
た
の
が
始
ま
り
だ
そ
う
で

す
。ど

こ
で
食
べ
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ

う
か
?

や
は
り
｢広
島
お
好
み
村
｣

が
有
名
で
す
。
四
月
二
四
日
の
日
本

写真 1 広島風お好み焼き
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東
京
事
務
所
職
員
に
と
っ
て
も
役
立

つ
タ
ウ
リ
ン

(肝
臓
の
解
毒
作
用
を

促
進
し
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
低
下

さ
せ
ま
す
。
)
が
、
か
き
百
グ
ラ
ム

の
中
に
約
千
ミ
リ
グ
ラ
ム
入
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
ア
ル
ギ
ニ
ン
、
亜
鉛

な
ど
は
精
力
を
ア
ッ
プ
。
日
本
の
少

子
高
齢
化
対
策
の
切
り
札
に
な
る
の

か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。
そ
の
他
、
書

け
ば
切
が
な
い
の
で
こ
の
辺
に
し
て

お
き
ま
す
が
、
人
間
ド
ッ
ク
の
数
値

の
悪
か
っ
た
人
に
は
、
｢広
島
か
き
｣

を
食
べ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

私
の
大
好
き
な
料
理
法
は
、
殻
つ

き
の
ま
ま
炭
火
で
焼
く
方
法
で
す
。

七
輪

(バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
セ
ッ
ト
等
)

と
炭
が
あ
れ
ば
す
ぐ
で
き
ま
す
。
軍

手
も
お
忘
れ
な
く
。
汁
が
こ
ぼ
れ
な

い
よ
う
に
丸
い
方
を
下
に
し
て
焼
け

ば
で
き
あ
が
り
。
目
が
飛
び
出
る
く

ら
い
お
い
し
い
で
す
よ
。
自
宅
で
や

っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

◆
広
島
市
都
心
回
遊
ゾ
ー
ン
創
出
社

会
実
験

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
最
近
の

広
島
市
の
道
路
行
政
の
取
組
み
と
し

て
、
都
心
回
避
ゾ
ー
ン
創
出
社
会
実

験
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

平
成

一
六
年
二
月
の
約

一
ヵ
月

間
、
広
島
市
の
中
心
部
で
あ
る
本
通

周
辺
地
区
に
お
い
て
、
二
つ
の
視
点

か
ら
歩
行
者
の
回
遊
性
に
優
れ
た
空

間
を
創
出
す
る
た
め
の
社
会
実
験
を

行
い
ま
し
た
。

ま
ず
｢歩
行
者
と
自
転
車
の
分
離
｣

の
視
点
と
し
て
は
、区
域
内
に
約
一
、

五
〇
〇
台
あ
る
放
置
自
転
車
を
抑
制

す
る
た
め
、
臨
時
駐
車
場
の
設
置
、

買
物
駐
輪
券
の
配
布
等
を
し
ま
し

た
。
ま
た
、
広
幅
員
の
歩
道
内
で
路

面
へ
白
線
や
マ
ー
ク
を
表
示
し
、
自

転
車
と
歩
行
者
の
通
行
を
視
覚
的
に

分
離
し
ま
し
た
。

次
に
｢歩
行
者
と
自
動
車
の
分
離
｣

の
視
点
と
し
て
は
、
歩
道
が
な
く
交

通
が
輻
輳
し
て
い
る
道
路
に
お
い

て
、
土

･
日

･
祝
日
に
、
カ
ラ
ー
コ

ー
ン
を
車
道
上
に
設
置
し
、
歩
行
者

と
自
動
車
を
分
離
す
る
等
の
実
験
を

行
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
実
験
に
よ
り
、
対
象
区

域
内
の
放
置
自
転
車
が
一
0
~
二
0

%
減
少
し
た
ほ
か
、
路
面
標
示
に
よ

る
視
覚
的
分
離
に
つ
い
て
は
白
線
に

よ
る
自
転
車
の
誘
導
効
果
が
検
証
さ

れ
、
カ
ラ
ー
コ
ー
ン
に
よ
る
歩
行
者

と
自
転
車
の
分
離
に
つ
い
て
は
駐
停

車
車
両
が
抑
制
さ
れ
歩
き
や
す
さ
が

向
上
す
る
な
ど
、
一
定
の
成
果
が
得

ら
れ
ま
し
た
。

今
後
、
歩
行
者
環
境
整
備
の
具
体

的
な
施
策
を
検
討
し
本
格
実
施
を
目

指
し
て
い
き
ま
す

(担
当
課

道
路

交
通
局
道
路
部
道
路
計
画
課
)。

写真 4 カラーコーン設置 (大手町通り)
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臨時駐輪場

み
な
さ
ん
、
こ
の
誌
面
で
は
紹
介

で
き
な
か
っ
た
お
い
し
い
食
べ
物
、

世
界
遺
産
の
原
爆
ド
ー
ム
や
宮
島
厳

島
神
社
、
縮
景
園
な
ど
な
ど
、
広
島

は
え
え
と
こ
じ
ゃ
け
ん
、
ぜ
ひ
と
も

遊
び
に
来
て
く
だ
さ
い
。



通
学
略
の
糞
全
巻
嚥
り
戻
す
た
め
の
社
会
実
験

;
佐
賀
市
日
新
◎
新
業
地
区
変
通
環
境
改
善
の
取
組
み
5

九
州
地
方
整
備
局
佐
賀
国
道
事
務
所

=

は
じ
め
に

佐
賀
市
は
、
九
州
の
北
西
部
に
位
置
し
、
人
口
約
一
八
万

人
、
面
積
一
〇
〇
畑
の
地
方
中
核
都
市
で
す

(図
1
)。
地

形
的
に
は
、
佐
賀
平
野
と
い
う
大
き
な
平
野
の
中
心
部
に

あ
り
、
都
市
の
成
り
立
ち
は
、
住
居
地
区
と
商
業
地
区
を
中

心
に
田
園
地
帯
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
が
、
近
年
は
、
郊
外

部
へ
平
面
的
な
住
居
地
域
の
広
が
り
を
見
せ
て
い
ま
す
。

今
回
、
社
会
実
験
を
行
っ
た
｢日
新
･
新
栄
地
区
｣
は
、

佐
賀
都
市
圏
の
中
心
市
街
地
の
西
南
部
に
位
置
す
る
古
く

か
ら
の
住
居
地
域
に
あ
り
、
小
･
中
学
校
な
ど
の
教
育
施

設
も
集
中
し
て
い
る
地
区
で
す
。
ま
た
、
近
年
の
高
齢
社

会
の
進
展
に
よ
り
、
佐
賀
市
内
で
も
有
数
の
高
齢
化
率
が

高
い
地
区
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
、
交
通
弱
者
に
対
す
る

配
慮
が
必
要
な
地
区
と
な
っ
て
い
ま
す
。

二

実
験
の
目
的

当
地
区
は
、
周
辺
を
国
道
や
主
要
幹
線
道
路
に
囲
ま
れ

て
い
る
こ
と
か
ら

(図
2
)、
こ
れ
ら
の
幹
線
道
路
の
渋

滞
交
差
点
を
避
け
る
た
め
、
佐
賀
市
の
近
郊
部
に
居
住
す

る
通
勤
車
両
の
多
く
が
地
区
内
の
生
活
街
路
に
流
入
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
車
両
が
、
住
民
や
児
童
の
安
全
を
脅

か
し
、
地
区
内
の
小
学
校
で
は
、
通
学
時
に
毎
年
数
件
の

交
通
事
故
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
地
区
内
の
生
活
道
路
を
利
用
す
る
子
供
な

ど
の
交
通
弱
者
が
、
安
全
に
、
安
心
し
て
道
路
を
通
行
で

き
る
よ
う
に

｢交
通
環
境
の
改
善
｣
を
テ
ー
マ
に
社
会
実

験
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

実
験
で
は
、
交
通
量
･
速
度
の
抑
制
方
法
の
検
討
と
併

せ
て
、
不
便
性
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
地
区
内
の
住
民
の

灘

区新築地区 /

庁県

号

働

　
　

- 九州北部における佐賀市の位置図　

　

図

髻



合
意
の
方
法
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
っ
て
い
き
ま
し
た
。

三

地
区
の
概
況

地
区
内
は
、
小
学
校
二
校
、
中
学
校
一
校
、
高
校
一
校
、

が
あ
り
、
そ
の
他
に
も
保
育
園
、
幼
稚
園
な
ど
文
京
地
区

的
な
特
色
を
も
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
周
辺
道
路
は
、
図
2
に
示
す
よ
う
に
、
国
道
二

〇
七
号
、
二
〇
八
号
の
他
、
幹
線
市
道
に
囲
ま
れ
、
地
区

内
の
多
く
は
幅
四
m
未
満
の
道
路
で
、
図
中
数
字
の
記
入

さ
れ
た
路
線
に
の
み
速
度
規
制
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
主
要
な
地
区
内
道
路
は
、
周
辺
の
幹
線
道
路

に
お
け
る
渋
滞
を
避
け
る
抜
け
道
と
し
て
利
用
さ
れ
る
た

め
、
朝
夕
の
通
勤
時
間
帯
の
交
通
量
は
五
〇
〇
台
/
時
を

越
え
、
終
日
を
通
し
た
通
過
交
通
量
は
、
全
交
通
量
の
約

二
五
%
を
占
め
て
い
る
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
道
路
は
、
小
中
学
生
の
通
学
路
と
重

な
り
、
交
通
安
全
上
危
険
な
箇
所
が
多
く
、
学
童
の
事
故
経

験
も
し
く
は
事
故
未
遂
の
経
験
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

四

取
組
み
の
経
緯

本
実
験
を
行
っ
て
い
く
に
あ
た
り
、
平
成
一
四
年
度
に

地
区
住
民
、
学
校
関
係
者
、
学
識
者
、
行
政
な
ど
に
よ
る

｢日
新

･
新
栄
地
区
交
通
環
境
改
善
協
議
会
｣
を
設
立
し

写真 - 地区の状況写真 (通学児童の危険な状況)

ま
し
た
。
メ
ン
バ
ー
は
、
二
五
名
で
構
成
し
、
会
長
は
自

治
会
会
長
に
務
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

検
討
協
議
会
は
、
平
成
一
四
年
度
に
二
回
、
平
成
一
五

年
度
に
五
回
ほ
ど
開
催
し
ま
し
た
。

五

実
験
期
間
と
施
策
内
容

実
施
は
平
成
一
四
年
度
の
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
準
備

期
間
を
経
て
、

第
一
期

"平
成
一
五
年
三

月
一
七
日
~
一
二
月
七
日

第
二
期

…平
成
一
五
年
三
一月
八
日
~
一
二
月
二
人
日

の
計
六
週
間
実
施
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
二
期
目
に
お
い
て
、
｢進
入
規
制
｣
に
よ
る

効
果
を
検
証
す
る
た
め
で
す
。

写真 2 地区の状況写真
(一般通行者の危険な状況)

図 2 日新 新栄地区の道路概況



穴

対
策
の
検
討
と
実
施
内
容

本
実
験
は
、
｢交
通
安
全
の
確
保
｣
と
し
て
、

①

通
過
車
両
の
走
行
速
度
低
減

②

車
両
総
量
の
抑
制

(通
過
車
両
の
排
除
)

を
主
目
的
と
し
た
も
の
で
、
種
々
の
施
策
の
中
か
ら
、
本
地

区
の
道
路
事
情
や
、
臨
時
的
に
行
う
社
会
実
験
で
あ
る
こ

と
を
考
慮
し
、
現
実
的
な
対
応
が
可
能
な
｢
ハ
ン
プ
設
置
｣

｢速
度
規
制
｣
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た

(図
3
、
表
1
)。

ま
た
、
ハ
ン
プ
設
置
の
有
効
性
の
検
証
と
タ
イ
プ
の
検

討
を
行
う
た
め
、
大
学
の
協
力
を
頂
き
な
が
ら
、
大
学
構

内
で
設
置
高
六
皿
、
八
皿
、
一
0
m
の
三
タ
イ
プ
を
設
置

し
ま
し
た
。
協
議
会
で
走
行
確
認
を
し
た
結
果
、
八
皿
タ

イ
プ
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た

(写
真
3
)。

ハ
ン
プ
の
設
置
は
、
学
童
の
通
学
路
で
、
通
勤
の
ピ
ー

ク
時
に
一
番
危
険
に
な
り
そ
う
な
ポ
イ
ン
ト
を
選
定
し
、

地
区
内
に
あ
る
通
学
路
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
網
羅
で
き
る

よ
う
に
二
二
ヵ
所
に
お
い
て
配
置
を
し
ま
し
た
。

ま
た
、
所
轄
の
警
察
に
よ
り
、
ハ
ン
プ
を
設
置
し
た
路

線
は
二
〇
皿
/
h
(
一
部
三
0
m
/
h
)
の
速
度
規
制
を
、

さ
ら
に
、
通
過
交
通
が
一
番
多
く
入
っ
て
く
る
箇
所
に
対

し
て
、
｢指
定
方
向
外
進
行
禁
止
｣
の
規
制
を
行
い
、
総

量
の
低
減
を
計
画
し
ま
し
た

(図
4
)。

施
策
配
置
図
う
ち

｢◎
｣
の
二
二
ヵ
所
が

｢
ハ
ン
プ
｣

設
置
位
置
で
あ
り
、
六
路
線
の
速
度
規
制
、
四
箇
所
の
指

定
方
向
外
進
行
禁
止
と
な
っ
て
い
ま
す
。

写真 3 大学構内の実験写真
(ハンプ設置状況
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写真4 地区の状況写真 図 4 施策配置図
(ハンプ設置状況)

写真 6 地区の状況写真 (速度規制状況)
(右側の写真は規制道路標識)

写真 5 地区の状況写真 (指定方向外進行禁止状況)
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七

襲
験
の
結
果

1

速
度
抑
制
効
果

実
験
前
と
実
験
中
を
比
較
す
る
と
、
地
区
全
体
で
約

二
･
五
脳
/
h
程
度
走
行
速
度
が
減
少
し
、
特
に
、
安

全
を
確
保
す
べ
き
子
供
た
ち
の
通
学
時
間
帯
に
は
、
約

四
･
0
如
/
h
と
大
き
く
減
少
し
ま
し
た

(図
5
)。

十一-実験前 号-鰔月 ★第2期l 遂 lま
図 5 時間帯別走行速度の変化



一
期
と
二
期
を
比
べ
る
と
、
二
期
で
若
干
の
速
度
上
昇

が
見
ら
れ
る
箇
所
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
運

転
者
の
慣
れ
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま

す
。ハ

ン
プ
間
距
離
と
速
度
抑
制
の
効
果
の
関
係
で
は
、
ハ

ン
プ
間
距
離
が
短
い
ほ
ど
抑
制
効
果
は
大
き
く
現
れ
て
い

ま
し
た
。
ハ
ン
プ
間
距
離
と
速
度
差
の
結
果

(図
6
)
を

踏
ま
え
ハ
ン
プ
間
の
適
正
距
離
の
確
保
の
検
討
が
必
要
と

な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
回
の
実
験
で
、
速
度
抑
制
効
果
の
反
作
用
と

し
て
、
ハ
ン
プ
設
置
付
近
の
住
居
に
お
い
て
、
車
に
積
載

し
て
い
る
荷
物
の
が
た
つ
き
に
よ
る
騒
音
問
題
等
の
課
題

が
抽
出
さ
れ
ま
し
た
。
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Û

Û
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図 7 規制箇所の通過交通量の変化

　第

2

交
通
量
抑
制
効
果

実
験
中
の
観
測
の
結
果
で
は
、
地
区
内
に
流
入
す
る
通

過
交
通
量
は
、
実
験
前
に
比
べ
微
増
し
ま
し
た
が
、
規
制

箇
所

(四
ヵ
所
)
の
通
過
交
通
量
の
合
計
は
、
減
少
し
ま

し
た

(図
7
)。

し
か
し
、
地
区
全
体
の
通
過
交
通
量
は
増
加
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
通
過
交
通
は
他
の
ル
ー
ト
を
選
択
し
、
地
区

内
に
流
入
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

3

住
民
の
意
見

実
験
開
始
前
か
ら
地
域
の
方
が
心
配
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
、
｢実
験
終
了
後
ハ
ン
ブ
を
残
す
の
か
、
撤
去
す
る
の

か
｣
ま
た
、
｢本
当
に
安
全
に
な
る
の
か
｣
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
本
施
策
で
は
地
域
内
に
居
住
さ
れ
る
方
々
に
も

不
便
さ
を
強
要
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
実
験
後
の
効
果

検
証
と
、
地
域
内
の
合
意
形
成
が
非
常
に
重
要
と
な
っ
て

い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
社
会
実
験
の
実
施
期
間
中
に
も
地
域
の
方

や
小
学
生
に
対
し
て
、
説
明
会
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実

施
し
、
こ
の
実
験
の
目
的
の
再
認
識
と
、
安
全
性
の
効
果

検
証
の
聞
き
取
り
を
行
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
施
策
へ
の

賛
成
･
反
対
意
見
な
ど
を
出
し
て
も
ら
い
、
解
決
す
べ
き

問
題
点
･
改
善
点
を
抽
出
し
ま
し
た
。

=

交
通
環
境
の
変
化
の
感
じ
方

実
験
の
結
果
、
｢以
前
よ
り
安
全
に
な
っ
た
か
否
か
｣

写真フ 地元説明会の様子
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の
感
じ
方
は
、
地
域
の
方
と
子
供
た
ち
と
で
大
き
く
差

が
で
て
い
ま
し
た
。

地
域
の
方
は
、
約
八
割
が
安
全
と
感
じ
て
い
る
の
に

対
し
、小
中
学
生
は
約
四
割
強
程
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

小
中
学
生
に
と
っ
て
の
安
全
の
感
じ
方
は
、
速
度
抑
制

だ
け
で
は
十
分
な
効
果
が
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な

り
ま
す
。
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施策による交通環境の変化

②

施
策
に
よ
る
不
便
さ
の
許
容

(ド
ラ
イ
バ
ー
)

ハ
ン
プ
に
よ
る
速
度
低
下
に
つ
い
て
は
、
我
慢
で
き

る
、気
に
な
ら
な
い
と
い
う
回
答
が
約
九
割
強
を
占
め
、

指
定
方
向
外
進
行
禁
止
規
制
に
対
し
て
も
同
じ
く
約
九

割
強
が
許
容
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
実
験
の
目
的
に
対
す

る
理
解
度
は
大
き
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

③

施
策
の
支
持
･
不
支
持

本
実
験
の
施
策
の
支
持
に
つ
い
て
は
、
｢
ハ
ン
プ
十

進
入
禁
止
の
両
方
と
も
支
持
で

き
る
｣
と
回
答
し
た
方
は
、
全

体
で
約
五
割
あ
り
ま
す
が
、
や

ま
り
、
小
中
学
生
の
支
持
は
地

域
の
方
に
比
べ
低
く
約
四
割
と

ど
ま
っ
た
結
果
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
一
方
で
、
一
割
強
の

方
が
、
本
施
策
に
反
対
す
る
と

い
っ
た
結
果
と
な

っ
て
い
ま

す
。

競

燭

住
民
か
ら
の
反
対
意
見

不

地
区
住
民
の
全
体
と
し
て

0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

圏額鰍善窩酪嬰止) 隔離な長姥麗箋 “除
□霧プのみ l□指定方向外進行禁止のみ 口両方とも反対(撤去、規制解除)□その他

は
、
本
施
策
に
対
す
る
評
価
は

高
く
で
て
い
ま
し
た
が
、
一
方

で
少
数
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ハ

ミ
き、

一
g
紙総
,

%

　

　
　

　

　

地

9

ン
プ
設
置
に
対
す
る
反
対
意
見

図

や
苦
情
が
あ
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
主
な
意
見
と
し
て
は
、

①
夜
間
の
騒
音
振
動

②
峡
幅
員
道
路
区
間
の
安
全
対

勿

策

③
ハ
ン
プ
に
車
両
が
擦
る
な
ど
の
構
造
性

④
ハ

つ

ン
プ
以
外
の
速
度
抑
制
策
の
検
討
な
ど
の
内
容
で
し

M

た
。

ヤ

こ
の
う
ち
･

道
路
沿
線
に
お
住
ま
い
で
、
家
の
前
に

瀞

ハ
ン
プ
を
設
置
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
方
か
ら
の

｢騒

音

.
振
動
-
安
眠
妨
害
｣
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
は
、

軟
弱
地
盤
上
に
あ
る
道
路
で
の
設
置
に
は
、
ま
だ
ま
だ

改
良
が
必
要
な
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

八

今
後
の
展
開

実
験
終
了
後
、
ハ
ン
プ
や
速
度
規
制
な
ど
の
施
策
は
い

っ
た
ん
終
了
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
地
域
か

ら
の
要
望
で
、
沿
線
の
方
の
ご
理
解
を
得
ら
れ
た
八
箇
所

に
つ
い
て
は
、
ハ
ン
プ
を
残
し
、
ま
た
、
速
度
規
制
も
そ

の
ま
ま
残
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
実
験
の
た

め
の
協
議
会
を

｢日
新

･
新
栄
地
区
く
ら
し
の
み
ち
協
議

会
｣
と
新
た
に
衣
替
え
し
、
く
ら
し
の
み
ち
ゾ
ー
ン
に
指

定
さ
れ
て
い
る
当
地
区
に
お
い
て
、
交
通
安
全
と
、
道
路

環
境
の
改
善
方
策
を
、
地
区
と
一
緒
に
考
え
て
い
く
組
み

立
て
を
既
に
始
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

今
後
は
、
本
実
験
で
得
ら
れ
た
知
見
を
元
に
、
住
民
参

加
に
よ
る
道
づ
く
り
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ

が
、
地
域
の
交
通
安
全
の
意
識
を
高
め
、
ま
た
、
道
路
の

使
い
方
も
住
民
で
考
え
実
践
し
て
い
く
こ
と
で
本
当
の
意

味
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
道
路
と
な
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。




